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第１章  本学の概要 

沿   革
  日本赤十字北海道看護大学は、学校法人日本赤十字学園の運営による４年制大学として、1999年4月
に開学した。
  日本赤十字社は1877（明治10）年に創立され、その13年後の1890年に赤十字の理念の根幹である「人
道humanity」を基調として看護師の養成に取り組み始め、日本の看護教育の歴史の一端を担ってきた。
一方、日本赤十字学園は、日本赤十字社の看護師養成施設の高等教育部門として1954年に創設され、20
11年4月には、全国に６看護大学と６大学院及び１短期大学を設置し、建学の精神を実現するための努
力が重ねられている。
  なお、日本赤十字学園が、北海道道東地域の中核都市として文化・産業・医療の要である北見市に、
看護大学および大学院の設置に至った経過は以下のとおりである。

1998(平成10)年 12月 文部大臣より大学の設置認可
   保健婦助産婦看護婦学校として指定を受ける  

1999(平成11)年 4月 日本赤十字北海道看護大学が北見市曙町に開学  
2002(平成14)年 12月 文部科学大臣より大学院の設置認可  
2003(平成15)年 4月 日本赤十字北海道看護大学大学院看護学研究科看護学専攻(修士課程)開設 
2007(平成19)年 4月 日本赤十字北海道看護大学看護開発センター開設  
2009(平成21)年 4月 日本赤十字北海道看護大学大学院看護学研究科助産学専攻(修士課程)開設 

  〃 6月 日本赤十字北海道看護大学看護開発センター認定看護師教育課程 
 (がん化学療法看護) 開設 

  〃  日本赤十字北海道看護大学創立10周年記念式典 
  〃  校歌制定 
 〃   7月 北見工業大学及び旭川医科大学と包括連携協定締結 
 〃  11月 札幌サテライト開設 

2012(平成24)年 3月 日本赤十字北海道看護大学大学院看護学研究科看護学専攻において専門看護師
 教育課程（がん看護分野）の認定 

 〃    4月 日本赤十字北海道看護大学大学院看護学研究科助産学専攻を看護学専攻助産学
 分野に改組 

2013(平成25)年 3月 網走開発建設部、北見工業大学及び東京農業大学とオホーツク地域活力支援包
 括連携協力協定締結 

2013(平成25)年 12月 北見市教育委員会と連携協力に関する協定締結 
2015(平成27)年 1月 日本赤十字北海道看護大学大学院看護学研究科看護学専攻において専門看護師

 教育課程（慢性看護分野）の認定 
2015(平成27)年 4月 日本赤十字北海道看護大学災害対策教育センター開設 
2016(平成28)年 2月 日本赤十字北海道看護大学大学院看護学研究科看護学専攻において専門看護師

 教育課程（精神看護分野）の認定 
2016(平成28)年 4月 日本赤十字北海道看護大学大学院看護学研究科共同看護学専攻(博士課程)開設 
2020(令和2)年 4月 日本赤十字北海道看護大学大学院看護学研究科看護学専攻及び看護学研究科共

 同看護学専攻において一般教育訓練講座指定 

2023(令和5)年   9月 北海道北見柏陽高等学校と高大連携協定締結

2025(令和7)年  1月 北海道北見北斗高等学校及び北見赤十字病院と高大連携協定締結オホーツク地域にお
ける医療従事者育成を目的とした包括的連携 

組   織

広域看護学分野

成人看護学領域

精神看護学領域

健康科学領域

地域・在宅看護学領域

語学領域

生態科学領域

学　　長

事 務 局 図 書 館 看護学部 看護学研究科

小児看護学領域

看護薬理学領域

助産学分野

看護開発センター 災害対策教育センター

看護学科
看護学専攻
（修士課程）

基礎看護学領域 臨床医学領域 基盤看護学分野

共同看護学専攻
（博士課程）

老年看護学領域

臨床看護学分野

母性看護学領域
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湯 山  昭 作曲 

日本赤十字北海道看護大学校歌 
羽田野 正弘 作詞 

2



第２章 本学のポリシー 
 

【 教育理念 】 

本学は、建学の精神である赤十字の理想とする人道的任務の達成を図るため、看護に関する

学術を中心として、広く知識を授け、深く専門の学術を教授、研究するとともに、知性、道徳

及び応用的能力を養い、もって国内外で活躍できる実践力をもった看護専門職の育成及び看護

学の発展に寄与する。 

 

【 大学の目的 】 

本学は、建学の精神である赤十字の理想とする人道的任務の達成を図るため、看護に関する

学術を中心として、広く知識を授け、深く専門の学術を教授、研究するとともに、知性、道徳

及び応用的能力を養い、もって国内外で活躍できる実践力をもった看護専門職の育成及び看護

学の発展に寄与することを目的とする。 

 

【 教育目標 】 

１．赤十字の人道理念を実践できる看護人材を育成する。 

２．人格的成熟・自立を図り、他者との関係性を発展させることができる能力を培う。 

３．事実を的確に判断し、問題を抽出し、創造的に解決できる能力を育む。 

４．看護の基礎を踏まえ、科学的・倫理的判断に基づくケアを提供できる能力を養う。 

５．社会的責任を自覚し、生涯学習し続け、他の専門職と協働活動し得る能力を養う。 

６．常に世界に関心を持ち、看護実践を通じて国際貢献できる能力を養う。 
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【 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 】 

本学は、以下に掲げる能力を身に付け、所定の単位を修得した者に、学士（看護学）の学位

を授与します。 

 

１．赤十字の理念に基づいた看護を実践する。 

２．広い視野と豊かな人間性を備え、人との関係を創る。 

３．事実を的確に捉え、知識や体験等を活かして、個別性を捉えた看護を実践する。 

４．看護の専門的知識と技術を踏まえ、根拠に基づいて科学的に思考し、的確な判断に基づく

ケアを、倫理的な配慮をもって提供する。 

５．保健・医療・福祉の分野において、看護が担う役割を認識し、他の専門職と協働してケア

を提供する。 

６．看護の社会的責任を自覚して、生涯にわたり学修し続ける必要性を理解し、自ら学ぶ力を

身に付けている。 

７．国際社会において人々の健康の維持・増進に貢献できる基礎的能力を身に付けている。 

 

【 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー） 】 

本学のカリキュラムの目的は、建学の精神である赤十字の理念に基づき、社会における看護

専門職の役割を認識し、学際的・創造的に看護を実践していく基礎的能力を有する人材、看護

学の発展に貢献する人材および国内外で活躍する人材を育成することです。 

その目的を達成するため、「人間」「環境」「健康」「看護」「赤十字」の 5 つの基本概念

を基に、カリキュラムを構成しています。 

 

１．教育内容 

１）赤十字に関する知識と態度を身につけた看護を実践するために、4 年間を通して段階的

に赤十字関連科目を配置しています。また、赤十字の一員であることを自覚し、指導的

立場で活動できるよう、日本赤十字社が付与している各種資格を取得できる選択科目も

配置しています。 

２）基礎科目では、人間性や社会性の資質形成と、看護の対象である人間を全人的に理解し、

他者との関係性を発展させるために、人文科学、社会科学、自然科学および語学などを

設けています。 

３）専門基礎科目は、生命、環境、健康などを多面的に理解し、看護を実践するための基礎

的知識を修得できるよう、生命科学・保健科学などで構成しています。 

４）専門科目を、1 年次から段階的に配置し、看護の専門的知識と技術を 4 年間にわたって

連続的に学修し、習熟度を高めるようにします。 

５）個別性を捉えた看護を実践するために、事実を的確に捉え科学的かつ論理的に思考した

り、倫理的な視点から看護課題に取り組む機会を、基礎科目、専門基礎科目および専門

科目のなかで取り入れています。 

６）看護専門職の責任を自覚し、自ら学ぶ力を高め、自分の看護観を形成できるよう、管理

・教育・研究に関する科目を配置しています。 

７）保健師国家試験受験資格を取得できる課程（選抜制）を設置しています。これらの科目

の中には、地域で暮らす人々の健康と生活を支える看護に対応できるよう、全ての学生
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が履修できる科目も設けています。 

８）国際社会に関心を持ち、看護専門職として国際的に活動できるよう、科目を配置してい

ます。 

 

２．教育方法 

１）1 年前期に開講する看護学入門では、大学で学ぶ上で必要な基本的態度や基礎的知識・

スキルの修得をはかります。 

２）主体的な学習をすすめるため、グループワークを取り入れた授業を行います。 

３）臨床実践に近い状況を想定し、臨床看護実践に必要な技能試験を組み込んで、看護実践

能力の向上をはかります。 

４）臨地実習は、指導教員および臨地指導者から直接指導を受けながら学修を深めます。問

題の発見や根拠に基づく問題解決方法の修得をはかるために、グループ学習も行います。 

５）複数領域の知識を統合するための科目を設け、さらに、その能力を確認するための外部

テストを導入することにより、国家資格に求められる能力修得をはかります。 

 

３．教育評価 

１）科目ごとに規定に基づいた評価を行います。その結果を基に、履修者全体と各学生の到

達状況を周知し、学生が自分の課題を把握できるようにします。 

２）科目ごとに学生による授業評価を行い、授業内容の改善をはかります。 

３）2 年次の臨地実習開始前に臨床看護実践に必要な技能試験を行い、評価します。 

４）臨地実習には、各領域の授業科目の単位修得がないと履修できないという履修要件を設

けています。 

５）1～2 年次終了時には、基礎看護学分野における臨地実習科目の単位修得がないと進級で

きないという進級要件を設けています。 

６）1～3 年次終了時には、卒業要件に係る科目の未修得科目が 2 科目以下でないと進級でき

ないという進級要件を設けています。 
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【 学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー） 】 

日本赤十字北海道看護大学は、建学の精神である赤十字の理念に基づき、社会における看護

専門職の役割を認識し、学際的・創造的に看護を実践していく基礎的能力を有する人材、看護

学の発展に貢献する人材および国内外で活躍する人材を育成することを目指しています。それ

らを達成するために、次のような人材を求めています。 

 

＜求める学生像＞ 

１．赤十字の理念である“人道”や赤十字の活動に関心がある。 

２．看護師や保健師を目指す明確な意志がある。 

３．人間や人間の生活、健康の維持・増進に深い関心がある。 

４．異なる価値観や文化を理解し、ひとりひとりを尊重した良好な関係を築ける。 

５．自らの力で考え、意見を述べ、責任を持って行動できる。 

 

＜高等学校段階までに身につけておいてほしいこと＞ 

１．高等学校や中等教育学校で履修する教科・科目全般に関する基礎的な学力と日々の学習

習慣。 

とくに、「国語」、「英語」、「数学（数学Ⅰ・A）」、「理科（化学基礎および生物基

礎）」をとおして培われる以下の力。 

「国語」 ： 物事や事象を思考し、判断する力と他者に的確に伝えるための表現力。 

「英語」 ： 英語の 4 技能（読む、聞く、話す、書く）を身に付け、英語による情報や考

えなどを理解し、適切に表現し、伝え合う能力。 

「数学（数学Ⅰ・A）」 ： 根拠に基づく論理的かつ数学的な思考力。 

「理科（化学基礎および生物基礎）」 ： 物事を化学や生物学の視点から探究する力と科

学的な思考力。 

２．高等学校や中等教育学校の特別活動（生徒会活動や部活動等）やボランティア活動等に

参加する意欲と他者を尊重し、それらをやり遂げる力。 

３．自ら課題を見つけ、それらを解決していく力。 

４．健康に生活するための基本的生活習慣と基礎的な体力。 

 

＜入学者選抜の基本方針＞ 

本学が入学者に求める学力の 3 要素（「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を多面的・総合的に評価するとともに、複数

の受験機会を提供するため、次の入学者選抜区分により入学者を選抜します。 

１．学校推薦型選抜（公募推薦選抜、指定校推薦選抜、赤十字特別推薦選抜） 

２．一般選抜（一般型選抜、大学入学共通テスト利用選抜（前期・後期）、赤十字６看護大

学連携併願選抜） 

３．社会人学士等選抜 
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【 学修成果に対する評価の方針（アセスメントプラン） 】 
本学では、教育の成果を可視化し教育改善を恒常的に実施する目的で、３つのポリシーに則し

た評価指標を作成し、それに基づいて学生の学修成果を測定・評価します。測定・評価は、学生

の入学時から卒業後までを視野に入れ、機関レベル（大学）・教育課程レベル（学部・学科）・科

目レベル（個々の授業）の３つのレベルにおいて行うこととし、以下のような指標を配置しま

す。 
 
１．機関レベル 

大学が掲げる教育目標並びに学部で掲げるディプロマ・ポリシーの学修到達目標が達成されて

いるかを評価し、大学の現状把握、全学的な教育改革・改善、学生の学修支援・生活支援等の改

善に活用します。 
 
入学時：入学試験結果、入学生アンケート、達成度調査（国語、数学、英語、生物、化学）、入

学前学習プログラムの受講率、高校の進路指導担当教員への聞き取り調査 
在学中：休学率、退学率、留年率、自己評価（カリキュラム・ポリシー評価）アンケート 
卒業時：学位授与数、卒業時アンケート、進路状況（就職率：赤十字関連施設含む・進学率） 
卒業後：卒業生・新人教育担当者への聞き取り調査、離職率（道内赤十字病院就職者の 1 年後

と 5 年後）、災害救護への派遣者数（道内赤十字病院のみ）、日赤救護班への登録者数

（道内赤十字病院のみ） 
 
２．教育課程レベル 

学部が掲げるディプロマ・ポリシーの学修到達目標が達成されているか、学修到達目標が達成

されるカリキュラム編成になっているかを評価し、カリキュラムの効果について検証します。 
 
在学中：GPA、修得単位数、看護の統合と実践Ⅰ(臨床看護技術演習)の成績、看護総合実習評

価、赤十字関連講習の資格取得率、保健師養成課程受験者数、海外研修の参加者数 
卒業時：卒業率、国家試験合格率、看護技術チェックリスト、保健師養成課程修了者数、ボラン

ティア活動への参加者数 
 
３．科目レベル 

シラバスで示された授業科目ごとの到達目標が達成されているか。また、カリキュラム・ポリ

シーに基づいた授業計画になっているかを評価します。 
 
在学中：授業評価アンケート、科目ごとの成績評価、再試験者数、授業出席率、選択・自由科目

の履修者数 
卒業時：国家試験模擬試験の成績評価、卒業研究の評価 
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【  学生支援に関する方針  】  

本学の教育理念・目的を実現するため、学生一人一人が学修に専念し、豊かで安定した学生

生活を送ることができるよう、学生支援に関する方針を以下のとおり定める。  

 

修学支援 

１．修学に関する相談・指導体制を整備し、関連部署及び教職員が連携して修学の継続に  

困難を抱える学生に対する早期対応に努める。  

２．成績不振者を把握し、保護者と連携を図り早期に適切な学業支援を実施する。  

３．勉学の奨励及び学修意欲の高揚を図るため、特待生制度の充実を図る。  

 

生活支援 

１．学生の心身の健康の保持・増進を図るため、指導・相談対応等の支援体制を整備する。 

２．学生の人権を保証し、キャンパス・ハラスメントのない環境を保持するための取り組みを

行う。 

３．既存の奨学金制度による経済的支援体制の充実に努める。 

４．社会性・人間性を育むために、部活動等の課外活動に対する支援を行う。 

 

進路支援 

１．進路・就職相談及び指導を実施し、学生が主体的に進路・就職先を決定できるように支援

する。 

２．看護師・保健師国家資格取得のための国家試験対策等を充実させ、国家試験に全員が合格

できるように支援する。 

 

障がい学生支援 

１．障がいのある学生が安心・安全かつ円滑に学生生活を送ることができるよう、学内施設・

設備の整備に努める。  

２．障がいのある学生が本学において不利益を受けないための合理的配慮に基づく学内支援

体制の確保に努める。  
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日本赤十字北海道看護大学 看護学部　カリキュラム・マップ　（令和４年度以降の入学生に適用）

ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）

１．赤十字の理念に基づいた看護
を実践する。

２．広い視野と豊かな人間性を備
え、人との関係を創る。

３．事実を的確に捉え、知識や体
験等を活かして、個別性を捉えた
看護を実践する。

４．看護の専門的知識と技術を踏
まえ、根拠に基づいて科学的に思
考し、的確な判断に基づくケアを、
倫理的な配慮をもって提供する。

５．保健・医療・福祉の分野におい
て、看護が担う役割を認識し、他の
専門職と協働してケアを提供す
る。

６．看護の社会的責任を自覚し
て、生涯にわたり学修し続ける必要
性を理解し、自ら学ぶ力を身に付
けている。

７．国際社会において人々の健康
の維持・増進に貢献できる基礎的
能力を身に付けている。

赤十字健康生活支援法（４） 特別認定単位科目（７） クリティカルケア特講（４） 地域・在宅看護学実習（３，５） 地域生活支援論Ⅱ（健康教育）（３，４） 研究Ⅰ(研究計画)（２，４） 国際保健学（１，５）

赤十字幼児安全法（４） エンド･オブ･ライフケア特講（４） 成人慢性看護学実習（３，５） 公衆衛生看護学方法論Ⅰ（地域診断）（３，４） 研究Ⅱ(論文)（２，４） 赤十字と国際活動（１）

赤十字国際活動演習（２，７）※ 臨床薬理学特講（４） 成人急性看護学実習（３，５） 公衆衛生看護学方法論Ⅱ（地区活動）

基礎医学特講（４） 老年看護学実習Ⅰ(介護保険施設)（３，５） 公衆衛生看護活動論Ⅰ（ライフステージ別）

臨床医学特講（４） 老年看護学実習Ⅱ(病院)（３，５） 公衆衛生看護活動論Ⅱ（健康課題別）

基礎看護学特講（４） 小児看護学実習（３，５） 公衆衛生看護管理論

臨床看護学特講（４） 母性看護学実習（３，５） 保健医療福祉行政論

広域看護学特講（４） 精神看護学実習（３，５） 公衆衛生看護学実習Ⅰ（地域アセスメント実習）（３，４）

保健統計学特講（４） 看護倫理（２） 公衆衛生看護学実習Ⅱ（公衆衛生看護活動の展開）　（３，４）

看護総合実習（３，５）

赤十字国際活動演習（２，７）※ 特別認定単位科目（７） 地域・在宅看護学演習（３，５） 看護管理学（４，６） 看護の統合と実践Ⅱ(医療安全)（４）

地域・在宅看護学実習（３，５） 公衆衛生看護学概論（３，４） 看護研究方法（４）

成人慢性看護学実習（３，５） 地域生活支援論Ⅰ(家庭訪問・健康相談）（３，４）

成人急性看護学実習（３，５）
老年看護学実習Ⅰ(介護保険施設)（３，５）

老年看護学実習Ⅱ(病院)（３，５）

小児看護学演習（３，５）

小児看護学実習（３，５）

母性看護学演習（３，５）

母性看護学実習（３，５）

精神看護学演習（３，５）

精神看護学実習（３，５）

赤十字救急法 哲学 病態治療学Ⅲ(精神神経･内分泌･整形･婦人)（４） 病態生理学（３，５） 社会保障制度論 英語医学用語（２）

赤十字とボランティア活動（７） 教育学 病態治療学Ⅳ(頭頚部･皮膚･血液･泌尿･小児)（４） 基礎看護技術Ⅲ(検査・与薬に伴う技術)（３，５） 在宅看護概論（３，４） 看護英会話外科編（２）

赤十字避難所演習（７） 倫理学 臨床栄養学（４） 基礎看護学実習Ⅱ(看護過程の展開)（３，５） 地域包括ケア論 ロシア語Ⅱ(発音･文法)（２）

災害看護論（４，５） 文化人類学 臨床薬理学（４） 地域・在宅看護学方法論（３，５） 地域看護学概論（３，４）

赤十字国際活動演習（２，７）※ 特別認定単位科目（７） リハビリテーション論（４） 成人慢性看護学演習（３，５） 小児看護学概論（３，４）

口腔保健論（４） 成人急性看護学演習（３，５） 母性看護学概論（３，４）

公衆衛生学（４） 老年看護学演習（３，５） 精神看護学概論（３，４）

疫学（４） 看護の統合と実践Ⅰ(臨床看護技術演習)（３，５）

保健統計学（４）

成人慢性看護学方法論（４）

成人急性看護学方法論（４）

老年看護学方法論（４）

小児看護学方法論（４）

母性看護学方法論（４）

精神看護学方法論（４）

赤十字のしくみと活動（７） 心理学 物理学（４） 看護過程（３，５） 健康論（６） 現代社会と日本国憲法（２） 英語講読（２）

赤十字国際活動演習（２，７）※ 芸術学 生物学（４） 基礎看護技術Ⅰ(生活援助技術)（３，５） 統計学（２） 実用英語（２）

社会学 形態機能学Ⅰ（４） フィジカルアセスメント（３，５） 看護英会話内科編（２）

経済学 形態機能学Ⅱ（４） 基礎看護技術Ⅱ(治療・処置に伴う技術)（３，５） ロシア語Ⅰ(発音)（２）

化学 形態機能学演習（４） 基礎看護学実習Ⅰ(看護活動の理解)（３，５）

情報科学演習 生化学（４） 看護学概論（３，４）

看護学入門 薬理学（４） 成人看護学概論（３，４）

援助的人間関係論 感染免疫学（４） 老年看護学概論（３，４）

特別認定単位科目（７） 病理学（４）

病態治療学Ⅰ(総論･呼吸･循環)（４）

病態治療学Ⅱ(消化･代謝･ライフステージ)（４）

【表記について】
科目の履修を終えた時に達成できるディプロマ・ポリシー（DP）のうち、最も当てはまる箇所に科目名を記載し、それ以外に当てはまるDPがある場合には、科目名の後ろのカッコ内にDPの番号を2つまで記載しています。

（※）赤十字国際活動演習は、令和8年度入学生より適用される科目であり、令和4年度から令和7年度までの入学生には適用されません。

４年次科目

３年次科目

２年次科目

１年次科目

スポーツと健康科学Ⅰ
（体力向上と集団スポーツ）（６）

スポーツと健康科学Ⅱ
（健康の保持増進と個人スポーツ）（６）
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日本赤十字北海道看護大学 看護学部　カリキュラム・マップ　（令和３年度以前の入学生に適用）

ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）

１．赤十字の理念に基づいた看護
を実践する。

２．広い視野と豊かな人間性を備
え、人との関係を創る。

３．事実を的確に捉え、知識や体
験等を活かして、個別性を捉えた
看護を実践する。

４．看護の専門的知識と技術を踏ま
え、根拠に基づいて科学的に思考
し、的確な判断に基づくケアを、倫
理的な配慮をもって提供する。

５．保健・医療・福祉の分野におい
て、看護が担う役割を認識し、他の
専門職と協働してケアを提供する。

６．看護の社会的責任を自覚して、
生涯にわたり学修し続ける必要性を
理解し、自ら学ぶ力を身に付けてい
る。

７．国際社会において人々の健康の
維持・増進に貢献できる基礎的能
力を身に付けている。

災害看護論Ⅱ（４，５） 特別認定単位科目（７） 保健統計学特講（４） 看護倫理（２） 地域看護学実習（３，４） 看護の統合と実践Ⅳ（４） 国際保健学（１，５）

赤十字健康生活支援法（４） 臨床薬理学特講（４） 看護総合実習（３，５） 公衆衛生看護学方法論Ⅱ 看護の統合と実践Ⅴ 赤十字と国際活動（１）

赤十字水上安全法（４） 基礎医学特講（４） 公衆衛生看護活動論Ⅰ 看護研究（２，４）

赤十字幼児安全法（４） 臨床医学特講（４） 公衆衛生看護活動論Ⅱ 看護研究演習（４）

クリティカルケア特講（４） 公衆衛生看護活動論Ⅲ

ターミナルケア特講（４） 公衆衛生看護管理論

基礎看護学特講（４） 公衆衛生看護学実習Ⅰ（３，４）

臨床看護学特講Ⅰ（４） 公衆衛生看護学実習Ⅱ（３，４）

臨床看護学特講Ⅱ（４） 看護管理学（４，６）

ボランティア実習（４） 特別認定単位科目（７） 成人看護学実習Ⅰ（３，５） 看護の統合と実践Ⅲ（４，５）

成人看護学実習Ⅱ（３，５） 看護研究方法（４）

老年看護学実習Ⅰ（３，５）

老年看護学実習Ⅱ（３，５）

母性看護学実習（３，５）

小児看護学実習（３，５）

精神看護学実習（３，５）

在宅看護実習（３，５）

看護の統合と実践Ⅱ（５）

継続看護実習（３，５）

赤十字救急法 哲学 リハビリテーション論（４） 病態生理学演習（３，５） 社会保障制度論 英語Ⅲ（２）

赤十字とボランティア活動（７） 教育学 公衆衛生学（４） 基礎看護技術Ⅲ 地域看護学概論（３，４） 英会話Ⅱ（２）

災害看護論Ⅰ（４，５） 特別認定単位科目（７） 口腔保健論（４） 基礎看護学実習Ⅱ（３，５） 地域看護学方法論（３，４） ロシア語Ⅱ（２）

臨床栄養学（４） 基礎看護学実習Ⅲ（３，５） 公衆衛生看護学方法論Ⅰ（３，４）

臨床薬理学（４） 成人看護学演習Ⅰ（３，５）

疫学（４） 成人看護学演習Ⅱ（３，５）

保健統計学（４） 老年看護学演習（３，５）

診断治療学Ⅴ（４） 母性看護学演習（３，５）

診断治療学Ⅵ（４） 小児看護学演習（３，５）

診断治療学Ⅶ（４） 精神看護学演習（３，５）

診断治療学Ⅷ（４） 在宅看護論（３，５）

成人看護学方法論Ⅰ（４） 在宅看護演習（３，５）

成人看護学方法論Ⅱ 看護の統合と実践Ⅰ（３，５）

老年看護学方法論（４）

母性看護学方法論（４）

小児看護学方法論（４）

精神看護学方法論（４）

赤十字のしくみ（７） 心理学 物理学（４） 看護過程（３，５） 健康論（６） 日本国憲法（２） 英語Ⅰ（２）

赤十字のこころ（７） 芸術学 生物学（４） フィジカルアセスメント（３，５） スポーツと健康科学Ⅰ（６） 社会と法（２） 英語Ⅱ（２）

社会学 形態機能学Ⅰ（４） 基礎看護技術Ⅰ（３，５） スポーツと健康科学Ⅱ（６） 統計学（２） 英会話Ⅰ（２）

経済学 形態機能学Ⅱ（４） 基礎看護技術Ⅱ（３，５） 看護学概論（３，４） ロシア語Ⅰ（２）

化学 形態機能学演習（４） 基礎看護学実習Ⅰ（３，５） 成人看護学概論Ⅰ（３，４）

情報科学 生命科学実験（４） 成人看護学概論Ⅱ（３，４）

看護学入門Ⅰ 生化学（４） 老年看護学概論Ⅰ（３，４）

看護学入門Ⅱ 薬理学（４） 老年看護学概論Ⅱ（３，４）

特別認定単位科目（７） 感染免疫学（４） 母性看護学概論Ⅰ（３，４）

援助的人間関係論 病理学（４） 母性看護学概論Ⅱ（３，４）

診断治療学Ⅰ（４） 小児看護学概論Ⅰ（３，４）

診断治療学Ⅱ（４） 小児看護学概論Ⅱ（３，４）

診断治療学Ⅲ（４） 精神看護学概論Ⅰ（３，４）

診断治療学Ⅳ（４） 精神看護学概論Ⅱ（３，４）

在宅看護概論Ⅰ（３，４）

在宅看護概論Ⅱ（３，４）

【表記について】

２年次科目

１年次科目

３年次科目

４年次科目

科目の履修を終えた時に達成できるディプロマ・ポリシー（DP）のうち、最も当てはまる箇所に科目名を記載し、それ以外に当てはまるDPがある場合には、
科目名の後ろのカッコ内にDPの番号を2つまで優先度の高い順に記載。
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必修 選択 自由 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

心理学 1 30 2 30

哲学 2 30   2 30

教育学 2 30   2 30

芸術学 1 30   2 30

倫理学 2 30 2 30

文化人類学 2 30 2 30

社会学 1 30 2 30

現代社会と日本国憲法 1 30 2 〇 30

経済学 1 30 2 30

化学 1 30 2 30

物理学 1 30 2 30

生物学 1 30 2 30

情報科学演習 1 30 1 〇 30

統計学 1 15 1 ※〇 15

  　単　位　小　計 2 24

英語講読 1 30 1 30

実用英語 1 30 1 30

英語医学用語 2 30 1 30

看護英会話内科編 1 30 1 〇 30

看護英会話外科編 2 30 1 〇 30

ロシア語Ⅰ(発音) 1 30 1 30

ロシア語Ⅱ(発音･文法) 2 30 1 30

  　単　位　小　計 3 4

看護学入門 1 30 1 30

  　単　位　小　計 1 0

赤十字のしくみと活動 1 15 1 15

  　単　位　小　計 1

7 28 0 15単位以上

形態機能学Ⅰ 1 30 2 30
形態機能学Ⅱ 1 15 1 15
形態機能学演習 1 30 1 30
生化学 1 15 1 15
薬理学 1 30 2 30
感染免疫学 1 15 1 15
病理学 1 30 2 30
病態生理学 2 15 1 15
病態治療学Ⅰ(総論･呼吸･循環) 1 30 2 30
病態治療学Ⅱ(消化･代謝･ライフステージ) 1 30 2 30
病態治療学Ⅲ(精神神経･内分泌･整形･婦人) 2 30 2 30
病態治療学Ⅳ(頭頚部･皮膚･血液･泌尿･小児) 2 30 2 30
臨床栄養学 2 30 2 ※ 30
臨床薬理学 2 15 1 15
リハビリテーション論 2 15 1 15
健康論 1 30 2 ※ 30
スポーツと健康科学Ⅰ（体力向上と集団スポーツ） 1 30 1 〇 30
スポーツと健康科学Ⅱ（健康の保持増進と個人スポーツ） 1 30 1 〇 30
口腔保健論 2 15 1 ※ 15
公衆衛生学 2 30 2 ※ 30
社会保障制度論 2 30 2 ※ 30
疫学 2 30 2 ※ 30
保健統計学 3 15 1 ※ 15
赤十字救急法 1 30 1 30
赤十字とボランティア活動 1 15 1 15
赤十字避難所演習 2 30 1 30

31 7 0 35単位以上

授 業 科 目 一 覧
令和８年度以降の入学生に適用

区　分 授　業　科　目　名 ２年次 ３年次 ４年次

基
　
　
　
礎
　
　
　
科
　
　
　
目

社
会
科
学

自
然
科
学

保
健
科
学

赤

十

字

の

実

践

赤

十

字

の

基

礎

年次・開講期・時間数授業
実施
年次

時間数

人
文
科
学

１年次
単位数

選択科目から
2単位以上選択

選択科目から
2単位以上選択

選択科目から
2単位以上選択

選択科目から
2単位以上選択

備　考

専  門  基　礎　科  目　計

語
　
学

選択科目から
4単位以上選択

基  　礎  　科 　 目 　 計

看

護

学

入

門

専
　
門
　
基
　
礎
　
科
　
目

生
命
科
学
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必修 選択 自由 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

看護学概論 1 30 2 30

援助的人間関係論 1 30 2 30

看護過程 1 30 2 30

基礎看護技術Ⅰ(生活援助技術) 1 60 2 60

フィジカルアセスメント 1 30 1 30

基礎看護技術Ⅱ(治療・処置に伴う技術) 1 30 1 30

基礎看護技術Ⅲ(検査・与薬に伴う技術) 2 30 1 30

基礎看護学実習Ⅰ(看護活動の理解) 1 45 1 45

基礎看護学実習Ⅱ(看護過程の展開) 2 90 2 90

  　単　位　小　計 14

在宅看護概論 2 15 1 15

地域看護学概論 2 15 1 ※ 15

地域包括ケア論 2 15 1 15

地域・在宅看護学方法論 2 30 2 30

地域・在宅看護学演習 3 30 1 30

地域・在宅看護学実習 3～4 90 2

  　単　位　小　計 8

成人看護学概論 1 15 1 15

成人慢性看護学方法論 2 30 2 30

成人急性看護学方法論 2 30 2 30

成人慢性看護学演習 2 30 1 30

成人急性看護学演習 2 30 1 30

成人慢性看護学実習 3～4 135 3

成人急性看護学実習 3～4 135 3

  　単　位　小　計 13

老年看護学概論 1 15 1 15

老年看護学方法論 2 30 2 30

老年看護学演習 2 30 1 30

老年看護学実習Ⅰ(介護保険施設) 3～4 45 1

老年看護学実習Ⅱ(病院) 3～4 135 3

  　単　位　小　計 8

小児看護学概論 2 15 1 15

小児看護学方法論 2 30 2 30

小児看護学演習 3 30 1 30

小児看護学実習 3～4 90 2

  　単　位　小　計 6

母性看護学概論 2 15 1 15

母性看護学方法論 2 30 2 30

母性看護学演習 3 30 1 30

母性看護学実習 3～4 90 2

  　単　位　小　計 6

精神看護学概論 2 15 1 15

精神看護学方法論 2 30 2 30

精神看護学演習 3 30 1 30

精神看護学実習 3～4 90 2

  　単　位　小　計 6

看護の統合と実践Ⅰ(臨床看護技術演習) 2 30 1 30

看護の統合と実践Ⅱ(医療安全) 3 15 1 15

看護管理学 3 15 1 15

看護倫理 4 15 1 15

看護総合実習 4 90 2 90

クリティカルケア特講 4 15 1 15

エンド･オブ･ライフケア特講 4 15 1 15

臨床薬理学特講 4 15 1 ● 15

基礎医学特講 4 15 1 ● 15

臨床医学特講 4 15 1 15

基礎看護学特講 4 15 1 ● 15

臨床看護学特講 4 15 1 15

広域看護学特講 4 15 1 15

特別認定単位科目 1～4 15 1

  　単　位　小　計 6 6 3

災害看護論 2 30 2 ※ 30

国際保健学 4 15 1 ※ 15

赤十字と国際活動 4 15 1 15

赤十字健康生活支援法 4 30 1 30

赤十字国際活動演習 1～4 30 1

赤十字幼児安全法 4 30 1 30
    単　位　小　計 3 1 3
看護研究方法 3 30 1 30
研究Ⅰ（研究計画） 4 30 1 30
研究Ⅱ（論文） 4 30 1 30
  　単　位　小　計 3 0
公衆衛生看護学概論 3 15 1 ※ 15
地域生活支援論Ⅰ(家庭訪問・健康相談） 3 30 1 ※ 30
地域生活支援論Ⅱ（健康教育） 4 15 1 ※◆ 15
公衆衛生看護学方法論Ⅰ（地域診断） 4 30 1 ※◆ 30
公衆衛生看護学方法論Ⅱ（地区活動） 4 15 1 ※ 15
公衆衛生看護活動論Ⅰ（ライフステージ別） 4 30 2 ※ 30
公衆衛生看護活動論Ⅱ（健康課題別） 4 30 2 ※ 30
公衆衛生看護管理論 4 15 1 ※◆ 15
保健医療福祉行政論 4 15 1 ※◆ 15
公衆衛生看護学実習Ⅰ（地域アセスメント実習） 4 45 1 ※◆ 45
公衆衛生看護学実習Ⅱ（公衆衛生看護活動の展開）　　 4 180 4 ※◆ 180
保健統計学特講 4 15 1 15
  　単　位　小　計 17

73 24 6 74単位以上

※ 保健師養成課程を履修する場合は必修，
○ 養護教諭二種免許を取得する場合は必修，　◆ 保健師養成課程履修者のみ選択可

備　考 １年次 ２年次 ３年次 ４年次

年次・開講期・時間数

授　業　科　目　名
授業
実施
年次

時間数
単位数

90

老
年
看
護
学

成
人
看
護
学

90

災
害
・
国
際

90

15

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

看
護
の
統
合
と
実
践

基
礎
看
護
学

精
神
看
護
学

専    門    科    目  　計

単　位　合　計 111 59 6

●の選択科目
から1単位以上

選択

保
健
師
養
成
課
程

専
　
　
　
門
　
　
　
科
　
　
　
目

45

135

30

卒業要件
124単位以上

区　分

地
域
・
在
宅
看
護
学

研
究

90

135

135

12



必修 選択 自由 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

心理学 1 30 2 30

哲学 2 30 2 30

教育学 2 30 2 30

芸術学 1 30 2 30

倫理学 2 30 2 30

文化人類学 2 30 2 30

社会学 1 30 2 30

現代社会と日本国憲法 1 30 2 〇 30

経済学 1 30 2 30

化学 1 30 2 30

物理学 1 30 2 30

生物学 1 30 2 30

情報科学演習 1 30 1 〇 30

統計学 1 15 1 ※〇 15

　単　位　小　計 2 24

英語講読 1 30 1 30

実用英語 1 30 1 30

英語医学用語 2 30 1 30

看護英会話内科編 1 30 1 〇 30

看護英会話外科編 2 30 1 〇 30

ロシア語Ⅰ(発音) 1 30 1 30

ロシア語Ⅱ(発音･文法) 2 30 1 30

　単　位　小　計 3 4

看護学入門 1 30 1 30

　単　位　小　計 1 0

赤十字のしくみと活動 1 15 1 15

　単　位　小　計 1

7 28 0 15単位以上

形態機能学Ⅰ 1 30 2 30
形態機能学Ⅱ 1 15 1 15
形態機能学演習 1 30 1 30
生化学 1 15 1 15
薬理学 1 30 2 30
感染免疫学 1 15 1 15
病理学 1 30 2 30
病態生理学 2 15 1 15
病態治療学Ⅰ(総論･呼吸･循環) 1 30 2 30
病態治療学Ⅱ(消化･代謝･ライフステージ) 1 30 2 30
病態治療学Ⅲ(精神神経･内分泌･整形･婦人) 2 30 2 30
病態治療学Ⅳ(頭頚部･皮膚･血液･泌尿･小児) 2 30 2 30
臨床栄養学 2 30 2 ※ 30
臨床薬理学 2 15 1 15
リハビリテーション論 2 15 1 15
健康論 1 30 2 ※ 30
スポーツと健康科学Ⅰ（体力向上と集団スポーツ） 1 30 1 〇 30
スポーツと健康科学Ⅱ（健康の保持増進と個人スポーツ） 1 30 1 〇 30
口腔保健論 2 15 1 ※ 15
公衆衛生学 2 30 2 ※ 30
社会保障制度論 2 30 2 ※ 30
疫学 2 30 2 ※ 30
保健統計学 3 15 1 ※ 15
赤十字救急法 1 30 1 30
赤十字とボランティア活動 1 15 1 15
赤十字避難所演習 2 30 1 30

31 7 0 35単位以上

専

門

基

礎

科

目

生
命
科
学

専  門  基　礎　科  目　計

語

学

選択科目から
4単位以上選択

基  　礎  　科 　 目 　 計

看

護

学

入

門

選択科目から
2単位以上選択

選択科目から
2単位以上選択

選択科目から
2単位以上選択

選択科目から
2単位以上選択

備　考

年次・開講期・時間数授業
実施
年次

時間数

人
文
科
学

１年次
単位数

社
会
科
学

自
然
科
学

保
健
科
学

赤

十

字

の

実

践

赤

十

字

の

基

礎

授 業 科 目 一 覧
令和４年度以降の入学生に適用

区　分 授　業　科　目　名 ２年次 ３年次 ４年次

基

礎

科

目

13



必修 選択 自由 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

看護学概論 1 30 2 30

援助的人間関係論 1 30 2 30

看護過程 1 30 2 30

基礎看護技術Ⅰ(生活援助技術) 1 60 2 60

フィジカルアセスメント 1 30 1 30

基礎看護技術Ⅱ(治療・処置に伴う技術) 1 30 1 30

基礎看護技術Ⅲ(検査・与薬に伴う技術) 2 30 1 30

基礎看護学実習Ⅰ(看護活動の理解) 1 45 1 45

基礎看護学実習Ⅱ(看護過程の展開) 2 90 2 90

　単　位　小　計 14

在宅看護概論 2 15 1 15

地域看護学概論 2 15 1 ※ 15

地域包括ケア論 2 15 1 15

地域・在宅看護学方法論 2 30 2 30

地域・在宅看護学演習 3 30 1 30

地域・在宅看護学実習 3～4 90 2

　単　位　小　計 8

成人看護学概論 1 15 1 15

成人慢性看護学方法論 2 30 2 30

成人急性看護学方法論 2 30 2 30

成人慢性看護学演習 2 30 1 30

成人急性看護学演習 2 30 1 30

成人慢性看護学実習 3～4 135 3

成人急性看護学実習 3～4 135 3

　単　位　小　計 13

老年看護学概論 1 15 1 15

老年看護学方法論 2 30 2 30

老年看護学演習 2 30 1 30

老年看護学実習Ⅰ(介護保険施設) 3～4 45 1

老年看護学実習Ⅱ(病院) 3～4 135 3

　単　位　小　計 8

小児看護学概論 2 15 1 15

小児看護学方法論 2 30 2 30

小児看護学演習 3 30 1 30

小児看護学実習 3～4 90 2

　単　位　小　計 6

母性看護学概論 2 15 1 15

母性看護学方法論 2 30 2 30

母性看護学演習 3 30 1 30

母性看護学実習 3～4 90 2

　単　位　小　計 6

精神看護学概論 2 15 1 15

精神看護学方法論 2 30 2 30

精神看護学演習 3 30 1 30

精神看護学実習 3～4 90 2

　単　位　小　計 6

看護の統合と実践Ⅰ(臨床看護技術演習) 2 30 1 30

看護の統合と実践Ⅱ(医療安全) 3 15 1 15

看護管理学 3 15 1 15

看護倫理 4 15 1 15

看護総合実習 4 90 2 90

クリティカルケア特講 4 15 1 15

エンド･オブ･ライフケア特講 4 15 1 15

臨床薬理学特講 4 15 1 ● 15

基礎医学特講 4 15 1 ● 15

臨床医学特講 4 15 1 15

基礎看護学特講 4 15 1 ● 15

臨床看護学特講 4 15 1 15

広域看護学特講 4 15 1 15

特別認定単位科目 1～4 15 1

　単　位　小　計 6 6 3

災害看護論 2 30 2 ※ 30

国際保健学 4 15 1 ※ 15

赤十字と国際活動 4 15 1 15

赤十字健康生活支援法 4 30 1 30

赤十字幼児安全法 4 30 1 30
    単　位　小　計 3 1 2
看護研究方法 3 30 1 30
研究Ⅰ（研究計画） 4 30 1 30
研究Ⅱ（論文） 4 30 1 30

　単　位　小　計 3 0

公衆衛生看護学概論 3 15 1 ※ 15
地域生活支援論Ⅰ(家庭訪問・健康相談） 3 30 1 ※ 30
地域生活支援論Ⅱ（健康教育） 4 15 1 ※◆ 15
公衆衛生看護学方法論Ⅰ（地域診断） 4 30 1 ※◆ 30
公衆衛生看護学方法論Ⅱ（地区活動） 4 15 1 ※ 15
公衆衛生看護活動論Ⅰ（ライフステージ別） 4 30 2 ※ 30
公衆衛生看護活動論Ⅱ（健康課題別） 4 30 2 ※ 30
公衆衛生看護管理論 4 15 1 ※◆ 15
保健医療福祉行政論 4 15 1 ※◆ 15
公衆衛生看護学実習Ⅰ（地域アセスメント実習） 4 45 1 ※◆ 45
公衆衛生看護学実習Ⅱ（公衆衛生看護活動の展開）　 4 180 4 ※◆ 180
保健統計学特講 4 15 1 15
　単　位　小　計 17

73 24 5 74単位以上

※ 保健師養成課程を履修する場合は必修，
○ 養護教諭二種免許を取得する場合は必修，　◆ 保健師養成課程履修者のみ選択可

卒業要件
124単位以上

区　分

地
域
・
在
宅
看
護
学

研
究

90

135

135

45

135

●の選択科目
から1単位以上

選択

保
健
師
養
成
課
程

専    門    科    目  　計

単　位　合　計 111 59 5

専

門

科

目

看
護
の
統
合
と
実
践

基
礎
看
護
学

精
神
看
護
学

災
害
・
国
際

90

15

小
児
看
護
学

母
性
看
護
学

90

老
年
看
護
学

成
人
看
護
学

90

３年次 ４年次

年次・開講期・時間数

授　業　科　目　名
授業
実施
年次

時間数
単位数

１年次 ２年次備　考
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必修 選択 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

心理学 1 15 1 15

哲学 2 15 1 15

教育学 2 15 1 15

芸術学 1 15 1 15

社会学 1 15 1 15

日本国憲法 1 15 1 〇 15

社会と法 1 15 1 〇 15

経済学 1 15 1 15

化学 1 15 1 15

物理学 1 15 1 15

生物学 1 15 1 15

情報科学 1 30 1 〇 30

統計学 1 30 1 ※〇 30

　単　位　小　計 2 11

英語Ⅰ 1 30 1 30

英語Ⅱ 1 30 1 30

英語Ⅲ 2 30 1 30

英会話Ⅰ 1 30 1 〇 30

英会話Ⅱ 2 30 1 〇 30

ロシア語Ⅰ 1 30 1 30

ロシア語Ⅱ 2 30 1 30

　単　位　小　計 3 4

看護学入門Ⅰ 1 30 1 30

看護学入門Ⅱ 1 15 1 15

特別認定単位科目 1～4 15 1

　単　位　小　計 1 2

赤十字のしくみ 1 15 1 15

赤十字のこころ 1 15 1 15

　単　位　小　計 2

8 17 13単位以上

形態機能学Ⅰ 1 60 2 60

形態機能学Ⅱ 1 15 1 15

形態機能学演習 1 30 1 30

生命科学実験 1 30 1 30

生化学 1 15 1 15

薬理学 1 30 2 30

感染免疫学 1 15 1 15

病理学 1 30 2 30

診断治療学Ⅰ 1 15 1 15

診断治療学Ⅱ 1 15 1 15

診断治療学Ⅲ 1 15 1 15

診断治療学Ⅳ 1 15 1 15

診断治療学Ⅴ 2 15 1 15

診断治療学Ⅵ 2 15 1 15

診断治療学Ⅶ 2 15 1 15

診断治療学Ⅷ 2 15 1 15

臨床栄養学 2 30 2 ※ 30

臨床薬理学 2 15 1 15

病態生理学演習 2 30 1 30

リハビリテーション論 2 15 1 15

健康論 1 30 2 ※ 30

スポーツと健康科学Ⅰ 1 30 1 ※〇 30

スポーツと健康科学Ⅱ 1 30 1 〇 30

口腔保健論 2 15 1 ※ 15

公衆衛生学 2 30 2 ※ 30

社会保障制度論 2 30 2 ※ 30

疫学 2 30 2 ※ 30

保健統計学 2 15 1 ※ 15

保健統計学特講 4 15 1 15

臨床薬理学特講 4 15 1 15

基礎医学特講 4 15 1 15

臨床医学特講 4 15 1 15

赤十字救急法 2 30 1 30

赤十字とボランティア活動 2 15 1 15

32 10 36単位以上

15

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

選択科目から
2単位以上選択

選択科目から
1単位以上選択

基  　礎  　科 　 目 　 計

単位数
備　考

年次・開講期・時間数

選択科目から
1単位以上選択

選択科目から
1単位以上選択

授業
実施
年次

時間数

基

礎

科

目

総
合
Ⅱ

赤

十

字

人
文
科
学

社
会
科
学

自
然
科
学

赤

十

字

語

学

総
合
Ⅰ

専  門  基　礎　科  目　計

区　分 授　業　科　目　名

専

門

基

礎

科

目

生
命
科
学

選択科目から
4単位以上選択

保
健
科
学

授 業 科 目 一 覧
令和3年度以前の入学生に適用

15



必修 選択 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

看護学概論 1 30 2 30

援助的人間関係論 1 30 2 30

看護過程 1 30 2 30

基礎看護技術Ⅰ 1 60 2 60

フィジカルアセスメント 1 30 1 30

基礎看護技術Ⅱ 1 30 1 30

基礎看護技術Ⅲ 2 30 1 30

基礎看護学実習Ⅰ 1 45 1 45

基礎看護学実習Ⅱ 2 45 1 45

基礎看護学実習Ⅲ 2 90 2 90

　単　位　小　計 15

成人看護学概論Ⅰ 1 15 1 15

成人看護学概論Ⅱ 1 15 1 15

成人看護学方法論Ⅰ 2 30 1 30

成人看護学方法論Ⅱ 2 30 1 30

成人看護学演習Ⅰ 2 30 1 30

成人看護学演習Ⅱ 2 30 1 30

成人看護学実習Ⅰ 3 90 2

成人看護学実習Ⅱ 3 90 2

　単　位　小　計 10

老年看護学概論Ⅰ 1 15 1 15

老年看護学概論Ⅱ 1 15 1 15

老年看護学方法論 2 30 1 30

老年看護学演習 2 30 1 30

老年看護学実習Ⅰ 3 45 1

老年看護学実習Ⅱ 3 90 2

　単　位　小　計 7

母性看護学概論Ⅰ 1 15 1 15

母性看護学概論Ⅱ 1 15 1 15

母性看護学方法論 2 30 1 30

母性看護学演習 2 30 1 30

母性看護学実習 3 90 2

　単　位　小　計 6

小児看護学概論Ⅰ 1 15 1 15

小児看護学概論Ⅱ 1 15 1 15

小児看護学方法論 2 30 1 30

小児看護学演習 2 30 1 30

小児看護学実習 3 90 2

　単　位　小　計 6

精神看護学概論Ⅰ 1 15 1 15

精神看護学概論Ⅱ 1 15 1 15

精神看護学方法論 2 30 1 30

精神看護学演習 2 30 1 30

精神看護学実習 3 90 2

　単　位　小　計 6

在宅看護概論Ⅰ 1 15 1 15

在宅看護概論Ⅱ 1 15 1 15

在宅看護論 2 30 1 30

在宅看護演習 2 30 1 30

在宅看護実習 3 90 2

　単　位　小　計 6

地域看護学概論 2 30 2 ※ 30

地域看護学方法論 2 30 1 ※ 30

地域看護学実習 4 45 1 ※ 45

公衆衛生看護学方法論Ⅰ 2 30 1 ※ 30

公衆衛生看護学方法論Ⅱ 4 15 1 ※ 15

公衆衛生看護活動論Ⅰ 4 15 1 ※ 15

公衆衛生看護活動論Ⅱ 4 15 1 ※ 15

公衆衛生看護活動論Ⅲ 4 15 1 ※ 15

公衆衛生看護管理論 4 15 1 ※◆ 15

公衆衛生看護学実習Ⅰ 4 90 2 ※◆ 90

公衆衛生看護学実習Ⅱ 4 90 2 ※◆ 90

　単　位　小　計 4 10

看護の統合と実践Ⅰ 2 30 1 30

看護の統合と実践Ⅱ 3 30 1 30

看護の統合と実践Ⅲ 3 30 1 30
看護の統合と実践Ⅳ 4 15 1 15
看護の統合と実践Ⅴ 4 30 1 30
看護管理学 4 15 1 15
看護倫理 4 15 1 15
継続看護実習 3 45 1 45
看護総合実習 4 90 2 90
クリティカルケア特講 4 15 1 15
ターミナルケア特講 4 15 1 15
基礎看護学特講 4 30 1 30
臨床看護学特講Ⅰ 4 30 1 30
臨床看護学特講Ⅱ 4 30 1 30

　単　位　小　計 9 6
災害看護論Ⅰ 2 15 1 ※ 15
災害看護論Ⅱ 4 15 1 15
ボランティア実習 3 45 1
国際保健学 4 15 1 ※ 15
赤十字と国際活動 4 15 1 15
赤十字健康生活支援法 4 30 1 30
赤十字水上安全法 4 30 1 30
赤十字幼児安全法 4 30 1 30
    単　位　小　計 3 5
看護研究方法 3 30 2 30
看護研究演習 4 30 1 30
看護研究 4 30 1 30

　単　位　小　計 3 1

75 22 77単位以上

時間数授　業　科　目　名
授業
実施
年次

単位数
備　考

広
域
看
護
学
分
野

年次・開講期・時間数

１年次 ２年次 ３年次 ４年次区　分

45

基
盤
看
護
学
分
野

基
礎
看
護
学

臨
床
看
護
学
分
野

成
人
看
護
学

母
性
看
護
学

90

90

老
年
看
護
学 90

90

在
宅
看
護
学 90

90

小
児
看
護
学 90

地
域
看
護
学

専

門

科

目

Ⅱ

統
合
分
野

選択科目から
2単位以上選択

赤
十
字

専

門

科

目

Ⅰ
精
神
看
護
学

45

研
究

専    門    科    目  　計

単　位　合　計 115 49
卒業要件

126単位以上

※ 保健師国家試験受験資格取得コースを履修する場合は必修，
○ 養護教諭二種免許を取得する場合は必修，　◆ 保健師国家試験受験資格取得コース履修者のみ選択可
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シラバスとは 
この科目で何を身に付けることができるのか、受講にあたってどのような準備が必要なのか、

学修成果はどのように評価されるのかなど、皆さんがどのようなことを学び、どういうことがで
きるようになるかを示すものです。 
 

科目の対象学年と開講期 
（前期・後期・通年） 

講義・演習・実習等の授業形
態に加え科目の単位数、授業
時間数、科目が必修科目か選
択科目かを記しています。 

授業内に関する相談や学習方法に関する相談などができる時間帯
を記載しています。この時間帯は、事前に約束をしなくても指導が
受けられます。 

どのような授業を行うのかを記しています。 

『学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）』とは「学生が卒業時に身に付けている
知識・能力」として大学が設定したものです。 
ここでは、この科目を受講して得られる知識や能力が、学位授与方針のどの項目に
当てはまるかを示しています。 

科目の全ての授業時間数を受講し終えた時点で達成される目
標です。 
学習することにより得られる成果を総合的に示したものです。 

一般目標（ＧＩＯ）を達成するために必要な学習目標を行動レベルで示しています。 
授業の進行に応じて、自分の到達度を確認してください。 

シラバスの見方 
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評価方法は科目によって異なります。定期試験やレポートのみで評価する場合や、途中で
何回か小テストや小さなレポートで評価する場合などがあります。 

文部科学省では 1 単位の修得に必要な学習時間は 45 時間としており、
授業時間で不足する部分は、予習・復習で補う必要があるとしています。 
ここでは、授業外における学習方法・内容について記載しています。 

各回の学習目標がどの SBOｓに該当するのか示しています。 

各回の授業の具体的な学習内容
を記載しています。 
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第４章  履修の手引き  

１．学年

学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日で終わります。本学では、学年を次の２期に分けて

います。 

前  期  ：   ４月  １日 ～  ９月３０日 

後  期  ：  １０月  １日 ～  ３月３１日 

２．単位

授業科目は、単位制度により所定の単位数が定められています。各授業科目の単位数は、授業

科目一覧（p.１１～１６）に示すとおりです。なお、大学設置基準に基づき、１単位は４５時間

の学修を必要とする授業内容をもって構成することを原則とし、当該授業による教育効果、授業

時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算しています。それぞれの授業科

目の時間数は授業形態や授業内容によって異なります。 

講義・演習   １５～３０時間の授業をもって１単位とする。 

実験・実習・実技    ３０～４５時間の授業をもって１単位とする。 

３．進級要件

次の事項を満たす者は、次年次に進級することができます。 

（令和６年度以降の入学生）  
(1)当該学年までに開講している卒業要件に係る科目の未修得科目（３年次の領域別実習に

おける不合格科目を含む）が２科目以下の者

(2)当該学年に開講している基礎看護学実習の単位を全て修得した者

(3)学年ＧＰＡが 1.3 以上の者

（令和４年度及び令和５年度の入学生）  
(1)当該学年までに開講している卒業要件に係る科目の未修得科目（３年次の領域別実習に

おける不合格科目を含む）が２科目以下の者

(2)当該学年に開講している基礎看護学実習の単位を全て修得した者

（令和３年度以前の入学生）  
(1)当該学年までに開講している卒業要件に係る科目の未修得科目が２科目以下の者

(2)当該学年に開講している基礎看護学実習の単位を全て修得した者

授業形態 
学修時間（45分を 1時間として計算） 

備 考
授 業 

授業外 
(予習・復習などの自己学修) 

講義・演習 １５～３０時間 ３０～１５時間 合計４５時間の学修
をもって１単位 実験・実習・実技 ３０～４５時間 １５～ ０時間 
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４．卒業要件

（令和４年度以降の入学生）  
本学を卒業するために修得しなければならない単位数は、１２４単位です。 

【卒業に必要な単位内訳】 
(1)基礎科目  １５単位以上 

必修科目 選択科目 

人  文  科  学 ２単位以上 

社  会  科  学 ２単位以上 

自  然  科  学 ２単位 ２単位以上 

語   学 ３単位 ２単位以上 

看 護 学 入 門 １単位 

赤十字の基礎 １単位 

合  計 １５単位以上 

(2)専門基礎科目 ３５単位以上（うち必修３１単位）

(3)専門科目  ７４単位以上（うち必修７３単位） 

※ 必修科目は、必ず履修しなければならない科目で、４年間で１１１単位です。

選択科目は、一定の枠の中から定められた単位又はそれ以上の単位を選択する科目です。

４年間に履修すべき単位数は、必修科目と選択科目を合わせて１２４単位以上です。

（令和３年度以前の入学生）  
本学を卒業するために修得しなければならない単位数は、１２６単位です。 

【卒業に必要な単位内訳】 
(1)基礎科目  １３単位以上 

必修科目 選択科目 

人  文  科  学 １単位以上 

社  会  科  学 １単位以上 

自  然  科  学 ２単位 １単位以上 

語   学 ３単位 ２単位以上 

総 合 １単位 

赤   十   字 ２単位 

合  計 １３単位以上 

(2)専門基礎科目 ３６単位以上（うち必修３２単位）

(3)専門科目Ⅰ  ６０単位以上（うち必修６０単位） 

(4)専門科目Ⅱ  １４単位以上（うち必修１２単位） 

(5)研究  ３単位以上（うち必修 ３単位） 

※ 必修科目は、必ず履修しなければならない科目で、４年間で１１５単位です。

選択科目は、一定の枠の中から定められた単位又はそれ以上の単位を選択する科目です。

４年間に履修すべき単位数は、必修科目と選択科目を合わせて１２６単位以上です。
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５．卒業時の取得資格

卒業時に取得できる学位及び資格は、次のとおりです。 

〈 学士(看護学)の学位 〉    －卒業要件単位数を修得した者（卒業生全員） 

〈 看護師国家試験受験資格 〉－卒業要件単位数を修得した者（卒業生全員） 

〈 保健師国家試験受験資格 〉－指定された授業科目の単位数を修得した者 

６．保健師免許取得後、申請により取得できる免許

保健師養成課程を履修し、保健師国家試験に合格した場合、保健師免許取得後に申請できる資

格は次のとおりです。 

〈 養護教諭二種免許 〉 

ただし、令和４年度以降の入学生は「現代社会と日本国憲法」、令和３年度以前の入学生は

｢日本国憲法｣と｢社会と法｣の単位を修得していること。 

〈 第一種衛生管理者免許 〉 

７．保健師養成課程について

１）開講科目について
保健師国家試験受験資格取得のためには、卒業要件単位数に加えて修得しなければならな

い単位がありますので授業科目一覧で確認のうえ、履修してください。 

２）全員が履修可能な保健師科目について
以下の科目については、保健師養成課程以外の学生も選択科目として履修することができ

ます。 

３）保健師養成課程履修者の選抜について
３年次後期３月に選抜試験を実施します。

(1)選抜人数

定員１９名

(2)選抜試験の受験資格

（令和５年度以降の入学生）  
次の要件を全て満たしていること。 

①３年次後期までに開講された卒業要件に必要な科目及び保健師養成課程の履修に必要な

（令和４年度以降の入学生）  （令和３年度以前の入学生）  

1 公衆衛生看護学概論 1 公衆衛生看護学方法論Ⅰ 

2 地域生活支援論 Ⅰ(家庭訪問・健康相談) 2 公衆衛生看護学方法論Ⅱ 

3 公衆衛生看護方法論Ⅱ(地区活動) 3 公衆衛生看護活動論Ⅰ 

4 公衆衛生看護活動論Ⅰ(ライフステージ別) 4 公衆衛生看護活動論Ⅱ 

5 公衆衛生看護活動論Ⅱ(健康課題別) 5 公衆衛生看護活動論Ⅲ 
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選択科目の全ての単位を修得している。 

②３年次後期までに実施される全ての実習に合格している。

③３年次前期までの通算ＧＰＡが２.２以上である。

（令和４年度入学生）  
次の要件を全て満たしていること。 

①３年次後期までに開講された卒業要件に必要な科目及び保健師養成課程の履修に必要な

選択科目の全ての単位を修得している。

②３年次後期までに実施される全ての実習に合格している。

（令和３年度以前の入学生）  
３年次後期までに開講された卒業要件に必要な科目及び保健師国家試験受験資格取得コ

ースの履修に必要な選択科目の全ての単位を修得していること。 

(3)選抜試験受験申し込み手続き

選抜試験受験希望者は、次の書類を指定期日までに学務課に提出してください。具体的

な手続きについては、試験１か月前までに学務システムでお知らせします。 

①保健師養成課程履修者選抜試験受験申込書

②志望理由書（所定様式）

(4)選抜方法

選抜は、３年次後期までの成績評価と面接試験により総合的に判定して行います。成績

評価と面接試験の配点の比率は３：２とします。 

① 成績評価

３年次後期までの通算 GPA により行います。

② 面接試験

受験申込者全員を対象として面接試験を実施します。

面接内容は、保健師になることへの意欲、思考力・コミュニケーション力、学生生活

や日常生活の工夫や意欲などを評価します。 

(5)選抜試験合格者の発表と履修の許可

選抜試験の合格者は学務システムで発表し、合格者には履修を許可します。

(6)保健師教育履修料の支払い

選抜試験に合格した者は、以下の保健師教育履修料を支払わなければなりません。

支払い期日までに支払われない場合には、履修の許可を取り消します。 

保健師教育履修料 金額：200,000 円  支払期日：４年次４月中 

（受験資格の要件）  
実習については、次に掲げる要件を満たす場合には保健師養成課程履修者選抜試験の

受験を認める。 

１）３年次後期までに合格しなければならない実習のうち、追実習科目が 1 科目のみ

残っている場合
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《  履  修  登  録  確  定  》  

追加登録あり 

履修登録期間終了後、選択科目の追加を希望する場合に限

り追加登録が認められますので、追加登録期間中に学務課

へ申し出てください。追加登録期間については学務システ

ムでお知らせします。

１年次前期の履修登録の場合に限り、履修登録内容を記載

した「履修登録確認表」を交付します。必ず受け取り、登録

内容を確認してください。 

追加登録なし 

８．履修登録

各授業科目の単位を修得するためには、各学期(前期・後期)の始めに、履修しようとする授業

科目を登録し、その授業に出席して、試験を受け合格することが必要です。 

１）履修登録の手続き

 

 

 

【  履修登録上の注意事項  】  
(1)授業科目には年間を通して開講するものと、前期のみ又は後期のみの開講で完結するも

の、一定期間に集中して開講するものがあります。各学期所定の履修登録期間内に学務シ

ステムにより履修登録を行なってください。なお、履修及び履修登録については、各年度

始め４月にガイダンスを行いますので必ず参加してください。

(2)履修登録を行わずに授業を履修した場合は、無効となります。

(3)履修登録に際しては慎重に履修計画を立てて臨むことが必要です。

(4)選択科目で履修者数が５名未満の場合は開講しないことがあります。

(5)履修登録できる授業科目は、授業科目一覧で示されている当該学年の科目及び再履修とな

った科目です。それ以外の下位年次又は上位年次配当の授業科目は、履修することができ

ません。

(6)１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、次のとおりです。

（令和４年度以降の入学生）  
１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、学年毎に下表のとおりと

すること を原則 としま す。  

学年 単位数の上限 制限の厳格化措置 制限の緩和措置 

1 年次 50 単位 ― ― 

2 年次 50 単位 

履修登録前年度の学年 GPA

が 2.0 未満の者は、上限を

48 単位とする。 

履修登録前年度の学年 GPA

が 2.7 以上の者は、上限単

位に 4 単位まで追加して

履修登録できる。 
3 年次 28 単位 ― 

4 年次 33 単位 ― 

なお、次の各号に掲げるものについては、履修登録単位数の上限から除きます。 

1）既修得単位認定を受けた科目

所定の履修登録期間内で学務システムにより履修登録を行ってく

ださい。履修登録期間を過ぎると登録できません。 

４月のガイダンス時に履修登録の留意事項や学務システムによる

履修登録の方法を説明します。 

学生便覧、時間割、シラバスを参考にして年間計画を立ててくださ

い。学年担任による履修相談も行います。 

履修ガイダンス

履修科目の検討

履  修  登  録
 

履 修 登 録 確 認

追加登録
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2）特別認定単位科目

3）保健師養成課程履修者のみ履修が可能な選択科目

4）再履修科目

（令和３年度以前の入学生）  
既修得単位認定を受けた科目及び特別認定単位科目の単位数を除き６０単位。 

(7)ロシア語Ⅱ(発音・文法)は、ロシア語Ⅰ(発音) の単位を修得していなければ履修できま

せん。

(8)一度単位を修得した授業科目は、重ねて履修することができません。

(9)登録した授業科目は途中で放棄することなく必ず履修し、試験を受けてください。途中で

放棄したり、試験を受けなかった場合は、不合格となります。

(10)一度履修した科目が不合格になった場合は、再履修して試験に合格しなければ、その科目

の単位は与えられません。

(11)履修について不明な点があれば、ただちに学務課に問い合わせてください。

【  履修取消手続き  】
履修登録確定後は、追加登録期間中に登録した科目を除き、所定の手続き期間に履修登録の

取消申請をすることにより、履修登録を取り消すことができます。ただし、所定の手続き期間

後に長期入院等の特別な事情により履修が困難となった時は、申し出により教務委員会におい

てその事情が正当と認められた場合に限り履修登録を取り消すことができます。 

１）履修登録の取消申請 

履修取消期間内に｢履修登録取消申請書｣を学務課に提出してください。｢履修登録取消

申請書｣の提出をもって履修の取消を許可します。なお、申請後の取下げは認められない

ので留意してください。 

２）履修取消期間 

履修取消期間は、初回講義日以降、原則７日以内とします。ただし、科目によっては別

途指定することがあります。 

【  入学前の既修得単位の認定  】（この制度は１年次生のみ適用）

他の大学または短期大学を卒業あるいは中途退学し、新たに本学の第１学年次に入学した場

合、その履修単位について教育上有益と認めるときは、60 単位を超えない範囲で本学において

修得したものとして認定される場合があります。希望する１年次生は指定の期日までに学務課

へ願い出てください。 
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９．実習科目の履修に関する要件

（令和４年度以降の入学生）  

(1)各実習において、以下の表に示す科目の単位を修得している。

(2)以下の感染症については、学校医が定めた、感染阻止レベルの抗体価を有するか、接種

歴がある。

風疹、麻疹、水痘、流行性耳下腺炎、B 型肝炎 

＊入学前に抗体価検査及び予防接種を受けることを推奨していますが、1 年次の 9 月まで

にすべての予防接種について接種を完了（接種できない理由がある者を除く）している

ようにしてください。 

(3)インフルエンザの予防接種は、後期に病院での実習がある 2 年次生及び 3 年次生は医療

機関での接種が開始されてから大学の指定する期日までに接種を完了すること。ただし、

アレルギーなど身体的な理由により接種できない場合は診断書を提出すること。

（令和３年度以前の入学生）  
実習科目を履修するためには、以下の要件を満たしていなければならない。 

(1)全体オリエンテーション及び各実習オリエンテーションに出席している。

実習 科目

基礎看護学実習Ⅰ（看護活動の理解） 

看護学概論、 

援助的人間関係論、 

基礎看護技術Ⅰ(生活援助技術) 

基礎看護学実習Ⅱ（看護過程の展開） 

基礎看護学実習Ⅰ(看護活動の理解)、 

看護過程、 

基礎看護技術Ⅱ(治療・処置に伴う技術)、 

基礎看護技術Ⅲ(検査・与薬に伴う技術)、 

フィジカルアセスメント、

看護の統合と実践Ⅰ(臨床看護技術演習)

地域・在宅看護実習 

成人慢性看護学実習 

成人急性看護学実習 

老年看護学実習Ⅰ（介護保険施設） 

老年看護学実習Ⅱ（病院） 

小児看護学実習 

母性看護学実習 

精神看護学実習 

当該領域の概論、方法論、演習 

看護総合実習 
全ての領域別看護学実習及び看護管理学 

（単位修得が見込まれる者を含む） 

公衆衛生看護学実習Ⅰ(地域アセスメント実習) 

※選抜

当該実習前に開講している保健師養成課程の

科目 

公衆衛生看護学実習Ⅱ(公衆衛生看護活動の展開) 

※選抜

当該実習前に開講している保健師養成課程の

科目、看護総合実習 
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(2)各実習において、以下の表に示す科目の単位を修得または合格している。

実習 科目

基礎看護学実習Ⅱ

基礎看護学実習Ⅰ、  

看護学概論、援助的人間関係論、看護過程、

フィジカルアセスメント、基礎看護技術Ⅰ

基礎看護学実習Ⅲ
基礎看護学実習Ⅱ、基礎看護技術Ⅱ、

基礎看護技術Ⅲ、看護の統合と実践Ⅰ

成人看護学実習Ⅰ
成人看護学概論Ⅰ、成人看護学概論Ⅱ、

成人看護学方法論Ⅰ、成人看護学演習Ⅰ

成人看護学実習Ⅱ
成人看護学概論Ⅰ、成人看護学概論Ⅱ、

成人看護学方法論Ⅱ、成人看護学演習Ⅱ

老年看護学実習Ⅰ

老年看護学実習Ⅱ

母性看護学実習

小児看護学実習

精神看護学実習

在宅看護実習

当該領域の概論、方法論、演習

地域看護学実習 地域看護学概論、地域看護学方法論

継続看護実習 成人看護学実習Ⅰまたは成人看護学実習Ⅱ

看護総合実習
すべての領域別看護学実習、継続看護実習、

看護管理学  

ボランティア実習  ※選択 赤十字とボランティア活動

公衆衛生看護学実習  ※選抜
当該実習前に開講している保健師教育課程の科

目、看護総合実習  

(3)以下の感染症については、学校医が定めた、感染阻止レベルの抗体価を有するか、接種歴

がある。

風疹、麻疹、水痘、流行性耳下腺炎、Ｂ型肝炎 

＊入学前に抗体価検査及び予防接種を受けることを推奨していますが、1 年次の 3 月まで

にすべての予防接種について接種を完了（接種できない理由がある者を除く）しているよ

うにしてください。 

(4)インフルエンザの予防接種は、後期に病院での実習がある 2 年次生及び 3 年次生は医療

機関での接種が開始されてから大学の指定する期日までに接種を完了してください。ただ

し、アレルギーなど身体的な理由により接種できない場合は診断書を提出してください。

10．授 業

履修科目のスケジュールや授業出欠席回数、各種手続き期限等については、学生自身で管理しな

ければなりません。時間割変更等の各種通知の見落としや、出欠席回数の自己管理ができていない

ことにより被る不利益は、全て学生自身の責任となりますので十分に留意してください。 

１）時間割
時間割は、各学期の開始前に周知します。

時間割に変更があった場合は、学務システムにより通知します。
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２）授業時間
授業時間は、４５分を１時間として計算し、２時間（９０分）を基本単位としています。

授業時間帯は次のとおりです。 

３）教  室
講義室・演習室は、講義や演習及びグループワーク等で多くの学生が利用します。

私物は、教室内に放置したままにせず、必ず持ち帰ってください。また、ゴミは必ず所

定の場所に捨てるなど、多くの学生が快適に学べる様に、常に整理整頓を心がけてくださ

い。 

授業を円滑に行うためには、学生の皆さんの協力が必要です。教員や他の学生に迷惑をか

けないよう、以下のマナーを守り、受講するにふさわしい態度で授業に臨んでください。 

４）休  講
授業科目担当教員がやむを得ない事情で授業を休講する場合は、学務システムにより通知

します。 

５）シラバス
シラバスは、その科目で何を身に付けることができるのか、受講にあたってどのような準

備が必要なのか、学修成果はどのように評価されるのかなど、皆さんがどのようなことを学

び、どういうことができるようになるかを示すものです。本学のシラバスは、学務システム

で閲覧できます。シラバスの見方については、ｐ17～ｐ18 を参照してください。 

６）出欠席
出席確認時に教室内にいなかった者は、すべて欠席とみなします。

なお、出欠席回数は学生自身で管理してください。

病気等で１週間以上連続して欠席する場合は、通院・入院を証明できるもの(領収書また

は診断書等)を添えて学務課に提出してください。 

試験の欠席については、「本学履修規程」の手続きをとってください。 

７）公認欠席の取り扱い
公認欠席の対象に該当する理由により授業を欠席する場合は、公認欠席として扱われま

す。公認欠席の認定を受ける場合は、「公認欠席届」に必要書類を添えて学務課に提出して

ください。 

時 限 開始時間 ～ 終了時間 

１時限  9:00  ～  10:30 

２時限 10:40  ～  12:10 

３時限 13:00  ～  14:30 

４時限 14:40  ～  16:10 

５時限 16:20  ～  17:50 

【受講中のマナー】 

①遅刻や途中退室をしない。

②私語をしない。

③居眠りをしない。

④飲食をしない。

⑤サングラスや帽子を着用しない。

⑥授業に関係のない、スマートフォン・ＰＣ・タブレット等の操作をしない。

⑦その他、授業を妨げる行為、又は、教員や他の学生を不快にさせる行為をしない。

※受講マナーが守られない場合、退室を指示する場合がありますのでご留意ください。
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なお、公認欠席の取り扱いは、次のとおりです。 

(1)公認欠席 として 承 認された 期間は 、欠 席として 扱うが 、公 認欠席に 係る補 講を

実施した 場合は 、当 該公認欠 席を定 期試 験受験資 格の判 定に 係る出席 時間数 に算

入するこ とがで きる 。  

(2)実習の場 合は、 追 実習とな ること があ る。  

８）公認欠席に係る補講の実施  
(1)補講の実施要件 

公認欠席に係る補講は、次の全てを満たす場合に限り実施するものとする。 

ア 公認欠席により、定期試験受験資格である当該科目の全授業時間数の３分の２以上の

出席要件を満たさない場合。 

イ 公認欠席の科目が講義・演習科目であり、定期試験日前、又は、追試験日前までに公

認欠席に係る補講の実施が可能な場合。 

ウ 公認欠席の科目が非常勤講師担当科目の場合においては、学務課に事前に公認欠席の

連絡があり、かつ、公認欠席に係る補講の実施が可能な場合。 

(2)補講の実施回数 

公認欠席に係る補講の実施回数は、公認欠席のうち、当該科目の定期試験受験資格を得

るに足る分とする。 

(3)補講の実施方法 

公認欠席に係る補講は、対象となる公認欠席の授業に相応する内容を、次の何れかの方

法により実施する。 

ア 対面授業。 

イ 遠隔授業。ただし、質疑応答が可能な双方向性を保つ。 

ウ 授業録画の視聴。ただし、質疑応答が可能な双方向性を保つ。 

エ レポート課題により、課題提出後に双方向性を保った学修指導の時間（60 分程度）を

設ける。 

(4)その他 

公認欠席に係る補講を定期試験日前までに実施できず、追試験日前までの実施となった

場合は、当該科目の定期試験は公認欠席として扱い、追試験手続きのうえ、追試験を受験

できるものとする。 

９）公認欠席の対象及び承認期間  

(1)忌引 

・公欠対象：学生の親族（３親等以内）が死亡した場合。 

・必要書類：会葬礼状等の事実を確認できる書類。 

・承認期間：下表のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

(2)学校感染症 

学校保健安全法施行規則第 18 条に規定された学校において予防すべき感染症に罹患した

場合または感染した疑いがある場合。ただし、学校感染症の第 3 種｢その他の感染症｣につい

ては、病原診断を実施のうえ病原体が特定された場合に限る。 

・必要書類：出校停止期間が記載された医師の診断書（医療機関所定様式）。 

親 等 承認期間 備考 

配偶者 7 日以内 
左記の承認期間は、葬儀日を含む

連続した期間とし、土曜・日曜・

祝日を含みます。 

１親等（父、母、子） 5 日以内 

２親等（祖父母、兄弟姉妹等） 3 日以内 

３親等（伯父伯母、叔父叔母等） 1 日 
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・承認期間：次表のとおり。 

感染症の種類 承認期間 備 考 

第

１

種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血

熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、 

マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白

髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症

候群（病原体がベータコロナウイル

ス属ＳＡＲＳコロナウイルスである

ものに限る。） 
治癒するまで 

新型インフル

エンザ等感染

症、指定感染

症及び新感染

症は、第 1 種

の感染症とみ

なす。 
鳥インフルエンザ（病原体がインフ

ルエンザウイルスＡ属インフルエン

ザＡウイルスであってその血清亜型

が H5N1 であるものに限る。） 

第

２

種 

インフルエンザ（鳥インフルエンザ

(H5N1) を除く。) 

発症した後 5 日を経過し、かつ、

解熱した後 2 日を経過するまで 

左記の承認期

間 に つ い て

は、病状によ

り学校医その

他の医師にお

いて感染の恐

れがないと認

めた場合はこ

の限りではな

い 

百日咳 

特有の咳が消失するまで又は 5

日間の適正な抗菌性物質製剤に

よる治療が終了するまで 

麻しん 解熱した後 3 日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹

が発現した後 5 日を経過し、か

つ、全身状態が良好になるまで 

風しん 発しんが消失するまで 

水痘 すべての発しんが痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 
主要症状が消退した後 2 日を経

過するまで 

新型コロナウイルス感染症 

発症した後 5 日を経過し、かつ、

症状が軽快した後 1 日を経過する

まで 

結核 病状により学校医その他の医師

において感染のおそれがないと

認めるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 

第

３

種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸

菌感染症、腸チフス、パラチフス、流

行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 

その他の感染症 

病状により学校医その他の医師

において感染のおそれがないと

認めるまで 

(その他の感染症については、病

原診断を実施のうえ病原体が特

定された場合に限る。) 

第１種若しくは第２種の感染症患者のあ

る家に居住する者又はこれらの感染症に

かかっている疑いがある者 

予防処置の施行の状況その他の

事情により学校医その他の医師

において感染のおそれがないと

認めるまで 

 

第１種又は第２種の感染症が発生した地

域から通学する者 

その発生状況により必要と認め

たとき、学校医の意見を聞いて適

当と認める期間 

 

第１種又は第２種の感染症の流行地を旅

行した者 

その状況により必要と認めたと

き、学校医の意見を聞いて適当と

認める期間 

 

感染症に関する取り扱い(学校保健安全法施行規則第 18 条、第 19 条改変) 
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(3)公共交通機関の運休等 

気象警報や災害・事故等の影響に伴う公共交通機関の運休等により、通学が困難と認め

られる場合。ただし、現住所地からの通学を対象とし、旅行先・帰省先等からの移動は対

象外とする。 

・必要書類：公共交通機関が発行する運休等証明書。 

・承認期間：公共交通機関が発行する運休等証明書に基づき、授業欠席がやむを得ない

時間帯。 

(4)その他 

特に学長が必要と認めた場合。 

・必要書類：事実を確認できる書類。 

・承認期間：学長が必要と認めた期間。 

 

 

11．試 験  

試験は学則に基づき大学が、学生に対して授業科目所定の課程修了を認定する方法です。 

試験に合格した場合は、授業科目所定の単位が与えられます。不合格の場合は、再履修するこ

とになります。 

１）試験の方法  

試験はそれぞれの授業科目に応じて、筆記・口述・レポート・論文・実技等によって行い

ます。 

２）試験の種類  
試験は定期試験・追試験・再試験に分けられます。なお、この他授業中に随時試験を行う

ことがあります。 

・ 定期試験 － 所定の授業科目の課程修了に応じて、前期末または年度末に行う試験。 

・ 追 試 験 － 病気その他やむを得ない理由で試験に欠席した者に対して行う試験。 

・ 再 試 験 － 試験の結果、不合格となった科目について、担当教員が必要と認めた場合

に限り行う試験。 

３）受験資格  
受験資格は次の通りです。受験資格のない者が試験を受けても無効となり、単位は与えら

れません。 

(1)履修登録をしている。 

(2)当該科目の全授業総時間数の３分の２以上出席している。（注１） 

講義・演習科目の場合は、以下のとおり。 

・１５時間の科目は、全８回の授業のうち６回以上出席している。 

３回以上の欠席で受験資格を喪失します。 

・３０時間の科目は、全１５回の授業のうち１０回以上出席している。 

            ６回以上の欠席で受験資格を喪失します。 

 

(3)当該期の授業料を納入している。ただし、所定の手続きにより延納等が承認されている場

合は、計画的納入に滞りがないこと。 

（注１） 

再履修者の場合も当該再履修科目の出席時間数が全授業時間数の３分の２未満だった場合

は定期試験を受験することはできません。 
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【再履修の手順】  
①再履修科目と他の履修科目(卒業要件に係る科目)との時間割上の重複により、再履修科

目において授業出席が困難な日程がある場合は、履修登録期間(追加登録期間を含む)中

に履修計画書(教材フォルダに掲載)を持参のうえで再履修科目の担当教員に事前相談し、

履修計画を立てる。 

②履修計画書を学務課に提出する。 

③履修計画に基づき履修し、定期試験を受験する。 

４）定期試験の時間割  

試験の時間割は試験一週間前までに学務システムで通知します。定期試験の時間は平常の

授業時間とは異なるので注意し、よく確認してください。 

５）試験結果の通知  
試験結果（合否）は、科目担当教員から学務課に提出され次第、学務システムで通知しま

す。学生は自身の試験結果のみ確認することができます。 

６）追試験  

病気その他やむを得ない理由により試験を欠席した者のうち、所定の手続きをして許可

を得た者に対して行う試験です。 

(1)本人の不注意による試験の欠席及び証明する書類の添付がない場合、また当該試験科目

の開始前までに学務課に事前連絡がない場合は追試験の受験は認められません。 

(2)追試験を受けようとする者は、試験終了後、原則５日以内に「欠席理由を証明するも

の」を添え､「追試験受験願」を学務課へ提出して許可を得てください。 

欠席理由と添付提出書類は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

(3)追試験の期日は、学務課より通知します。 

(4)追試験の評価は、80 点を上限とします。ただし、欠席事由が公認欠席の場合は除きます。 

(5)追試験の受験料は１科目につき 500 円です。 

７）再試験  

試験の結果不合格となった場合、原則としてその科目は再履修しなければなりません。 

ただし、担当教員が必要と認めた場合に限り再試験を行うことがあります。 

(1)再試験を受けようとする者は、再試験日の前日（前日が本学の休業日である土曜・日曜・

祝日の場合は、その前日）17 時までに「再試験受験願」を学務課へ提出して許可を得てく

ださい。再試験が筆記試験以外の場合でも同様の手続きをとらなければなりません。 

(2) 再試験の期日は、学務課より通知します。 

(3) 再試験の評価は、ＣまたはＤとします。 

(4) 再試験の受験料は１科目につき 2,000 円です。 

８）追実習  
公認欠席や病気等のやむを得ない理由で所定の実習時間の３分の２以上欠席した者は、診断

書の添付などその事情が正当と認められた場合に限って、追実習を受けることができます。 

追実習の評価は、追試験の扱いに準じます。 

欠 席 理 由 提  出  書  類 

 病気 
医師の診断書、氏名・受診日明記の領収書、明細書等 
（試験当日の健康状態を記載しているもの）いずれか一点 

 交通機関の遅延 交通機関発行の遅延証明書 

 親族(3 親等まで)の死亡 死亡に関する書類（会葬通知書等） 

 災害 官公庁による被災証明書 

 その他 欠席理由を証明する文書等 
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９）再実習  
不合格の評価を得た実習科目について、再実習を行うことがあります。 

再実習における実習内容及び実習日数は、単位認定者の判断に委ねています。 

再実習の評価は、再試験の扱いに準じます。 

10）領域別実習における追・再実習の制限  
追・再実習は、３年次の２月及び４年次前期（全領域別実習終了後）の実施とし、それぞ

れの期間で追実習を含め原則１科目までの実施とします。 

11）受験心得  

(1)試験中は、監督者の指示に従い、他の受験者の迷惑にならないように注意する。 

(2)学生証不携帯の者は、試験を受けることができない。当日忘れた場合は、学務課に申し

出て「(仮)学生証」の交付を受ける。 

(3)座席が指定されたとき、その席で試験を受ける。 

(4)試験開始の 10 分前に指定された場所に着席すること。試験開始 20 分経過後の入室は認

めない。 

(5)提示された退出可能時間（試験開始から 30 分）までは、退室は一切認めない。 

(6)机の上に置けるのは、筆記用具(黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り)･時計･

ティッシュペーパー(袋･箱から取り出す)のみ。 

(7)荷物は、指定された座席の下に収納する。 

(8)携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、タブレット端末、電子辞書、IC レコーダ

ー、イヤホン、音楽プレーヤー等の電子機器類（以下「スマートフォン等」という。）は、

学生証の照合が完了後、電源を切り、カバンに収納すること。ただし、スマートフォン等

を医療機器として試験室内で使用する必要がある場合は、原則として試験の一週間前まで

に申請のうえ試験室への持ち込み許可を得ること。また、試験中にスマートフォン等を医

療機器として使用する必要が生じた場合は、挙手のうえ試験監督立会いの下で使用するこ

と。 

(9)帽子の着用は認めない。 

12）不正行為  

不正行為とは次の場合に該当します。 

(1)持ち込みが禁止されている物の所持 

事前に持ち込み許可を得ていない者が、試験時間中に携帯電話、スマートフォン、 

ウェアラブル端末、タブレット端末、電子辞書、IC レコーダー、イヤホン、音楽 

プレーヤー等の電子機器類をカバンに収納していない場合、不正行為となります 

(2)所持品または机等に、解答またはそれに類する書き込みをしている 

(3)荷物を指定された座席の下以外に置く 

(4)他者の答案を見る、他者に答案を見せる 

(5)試験内容に関する私語をする 

(6)課題レポート及び実習記録を譲渡する、受け取る、盗用する 

(7)その他、これらの事項に類する行為 

例 ・出典を明記せずにインターネットからコピー＆ペーストをする等 

・教員が許可した場合を除き、生成 AI（ChatGPT 等）からの出力結果のみでレポート

を作成する 

不正行為をした者は、当該科目の評価が中止され、学生懲戒委員会において事実関係の調査

を行う。不正行為の事実が確認され、懲戒処分を科された学生は、当該学期の履修科目をすべ

て不合格とする。これは不正行為者とそれに便宜を与えた者の双方に適用される。ただし、実

習科目については履修した学期に遡って適用される。 
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なお、次の行為は、不適切な行為として当該試験を不合格とします。 

(1)解答用紙を試験室外に持ち出す 

(2)持ち出しが許可されていない試験問題用紙を試験室外に持ち出す 

13）成  績  
履修した授業科目の修得は、その科目の試験結果と出席状況等によって判定され、合格し

た場合にその授業科目所定の単位が与えられます。 

成績評価は 100 点満点とし、それをＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄに評価し、Ｄは不合格となります。 

評語 
評語の説明 

和 文 英 文 

Ｓ 100～90 点 100～90 points 

Ａ 89～80 点 89～80 points 

Ｂ 79～70 点 79～70 points 

Ｃ 69～60 点 69～60 points 

Ｄ 不合格（59 点以下）  

Ｔ 既修得単位認定 Transferred Credits 

Ｒ 課外活動等による単位認定 Recognized Credits 

 

14）成績の確認  
成績に疑義を持った場合、担当教員に対してその評価を確認できる機会を設けています。 

(1)成績評価 の開示 と 確認の申 請  

①成績は 、所定 の時 期に学務 システ ムを 通じて開 示する 。  

②開示さ れた成 績に 疑義があ る場合 、シ ラバス等 におけ る成 績評価方 法を十 分

に確認し たうえ で、 成績開示 後５日 以内 （土日祝 日を除 く） に、所定 の「成

績評価に 関する 確認 申請書」 を学務 課教 務係へ提 出し、 成績 評価の確 認を申

請するこ とがで きる 。  

③成績評 価の確 認の 申請は、 学生本 人が 行うもの とし、 原則 として代 理によ る

申請は認 めない 。  

(2)成績評価 の確認 申 請の理由 となる 事象  

①採点ま たは成 績入 力に誤り がある と思 われる場 合。  

②提出物 が未提 出と して誤認 されて いる おそれが ある場 合。  

③担当教 員がシ ラバ ス等にお いて周 知し ている成 績評価 方法 に照らし 、結果 に

誤りがあ ると思 われ る場合。  

④その他 、具体 的か つ客観的 な根拠 に基 づき、成 績評価 の結 果に誤り がある と

思われる 場合。  

 (3)成績評価の 確認 申請後の 通知  

①原則と して申 請書 受付日よ り 2 週間以 内に、学 務シス テム を通じて 確認結 果

を通知す る。  
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単位認定フローチャート 
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14）学習到達度の評価（GPA 評価）  

(1)GPA とは 

GPA（Grade Point Average）とは、科目の成績評価をポイント（GP）に置き換え、単位数

で重み付けをして計算する平均評価点のことです。GPA は、学生の学習到達度を客観的に測

る指標として国際的に認められており、適切な学習指導や成績優秀者の判定に活用します。 

(2)成績評価と GP（Grade Point ） 

各科目の 100 点満点の評点と評価、GP の関係は次表の通りです。 

評価 評点 GP 合否判定 

Ｓ 90 点以上 4 

合 格 
Ａ 80～89 点 3 

Ｂ 70～79 点 2 

Ｃ 60～69 点 1 

Ｄ 
59 点以下 

(定期試験受験資格喪失による不合格を含む) 
0 不合格 

Ｔ 既修得単位認定 除外  

Ｒ 課外活動による単位認定 除外  

(3)GPA の種類と計算式 

GPA には、学年毎に計算する「学年 GPA」と在学期間を対象に計算する「通算 GPA」があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

(4)GPA の対象科目 

GPA の対象科目は履修登録科目です。ただし、次に該当する科目は除外します。 

①特別認定単位科目、入学前の既修得単位認定など他大学等で習得した本学における単 

位として認定された科目 

②所定の期日までに履修取消し手続きを行った科目 

(5)再履修科目の取扱い 

再履修により評価を得た科目については、以前の成績を上書きして GPA を再計算します。 

(6)GPA の通知及び成績証明書への記載 

学年 GPA 及び通算 GPA は、学務システムにより学生及び保護者に通知します。 

記載する GPA は、算出された数値の小数点第２位を四捨五入します。 

成績証明書には、通算 GPA を算出方法と併せて記載します。 

(7)GPA の利用範囲 

①学年担任等による修学指導 

②成績優秀者の判定 

③進級判定 

④退学の勧告 

2 年次以降の通算 GPA が 1.0 を下回り、かつ学習指導をしてもなお改善が認められな

い場合は、退学を勧告することがあります。 

⑤授業科目履修者に求められる成績水準の設定 

⑥本学の教育・運営に係る検討 

 

学年 GPA ＝  
その学年 の（履 修登 録科目の GP ×単位数 ）の合計  

その学年 の履修 登録 科目の総 単位数  

  

通算 GPA ＝  
在学期間 中の（ 履修 登録科目 の GP ×単位 数）の合 計  

在学期間 中の履 修登 録科目の 総単位 数  
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※GPA に基づく修学相談・指導 

１．修学相談  
学生及び保護者に対しては、成績順位の目安として GPA による成績分布を資料

として提示します。なお、GPA による成績順位は、成績優秀者の判定等に活用す

る非公開資料とし、学生及び保護者には提示しません。  
 
２．修学指導  

学生が以下に該当する場合は、GPA による成績分布資料を用いて修学指導を実

施します。なお、2 年次以降の通算 GPA が 1.0 を下回り、かつ学習指導をしても

なお改善が認められない場合は、教務委員会及び教授会の議を経て退学の勧告を行

うことができます。  

（1）学年 GPA が前年度より下がった者のうち、指導を要すると教務委員会が判断

した者  
（2）学年 GPA が 2.0 未満の者  
（3）通算 GPA が 1.0 未満の者  

 

 

12．学籍  

学籍とは、学生としての身分を有することを意味し、本学の入学試験に合格して入学手続きを

完了した者に本学の入学が許可され、本学学生としての学籍が与えられます。 

１）学籍異動  

休学、退学及び復学を希望する場合は、事前に学年担任に相談のうえ、休学、退学及び復

学する日の１か月前までに願書（所定用紙）を学務課に提出してください。 

なお、願出には大学に届け出ている保証人の署名・捺印が必要となりますので、期限に余

裕をもって手続きしてください。期限までに手続きが困難な場合は、学務課に相談してくだ

さい。 

(1)休学・復学 

①病気その他のやむを得ない理由により２か月以上修学することができない場合は、保証

人署名のうえ願い出て、休学の許可を得て下さい。疾病によるときは診断書を添付しな

ければなりません。なお、授業料未納者については休学が認められません。ただし、休

学を願い出た者で、やむを得ない事情があると学長が認めた場合は、「学納金納付計画

書」を提出させ、休学を許可することがあります。 

②休学の期間は、引き続き１年を超えることができません。ただし、特別な事由があると

認められるときは、引き続き１年の範囲内で休学を許可することがあります。 

③休学の 期間は 、通 算して修 業年限 （４ 年）を超 えるこ とは できませ ん。  

④休学の期間は学則に定められている修業年限及び在学期間には算入しません。 

⑤休学期間満了の場合または休学期間中であっても、その理由が消滅した場合には保証人

連署のうえ復学願を提出して許可を得て下さい。 

⑥前期又は後期の中途で休学した者は、休学した当該期の授業料等を納めなければなりま

せん。また、休学が前期又は後期の全期間にわたる者は、当該期は授業料等に替えて学

則に定める在籍料を納めなければなりません。 

(2)退学・再入学 

①病気その他のやむを得ない理由により退学または転学しようとする場合は、保証人連署

のうえ願い出て、退学の許可を受けて下さい。ただし、授業料未納者については退学が

認められず、除籍となります。 
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②本学を退学又は除籍後２年以内に再入学を志願したときは、教授会の議を経て、相当す

る学年に再入学を許可することがあります。 

 

（関連事項）  

授業料の納付期限は次のとおりです。 

前期分：４月末日   後期分：１０月末日 

 

授業料を２期連続して滞納し、催促してもなお当該２期分を納付しない場合は、２期目の

末日をもって除籍となります。ただし、次の何れかに該当する場合は、１期目の末日をもっ

て除籍となる場合があります。 

(1)修学意思がない者 

(2)滞納した１期分を次学期に納付することが見込めない者 

不測の理由等、経済的な事情で期限までに納付できない場合は、延納・分納を申請するこ

とができますので経理課にご相談ください。 
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第５章   学生生活の手引き  

１．学生生活  

  学務課は、授業・試験・時間割などに関すること、学生支援課は、学生生活全般の支援や、

福利厚生などに関すること、経理課は授業料等の納付金などに関することを取り扱っていま

す。ここには､本学での学生生活を送るに当たって必要なルールや施設などの利用の仕方、奨

学金制度、課外活動や健康管理などについて書かれていますので、大学生活のマニュアルと

して利用し、有意義な学生生活を送ってください。  
１）各課窓口案内                  

担  当  窓  口  取   扱   内   容  取  扱  時  間  

学  務  課  

［教務係］  

 

・履修に関すること  

・単位修得に関すること  

・授業時間・休講に関すること  

・定期試験・レポートに関すること  

・資格試験に関すること  

・休学 ・退学等・復学に関すること  

・各種証明書に関すること  

・教室 ・教具の現況管理に関すること  

〔月～金 曜日〕  

8:30～ 18:00 

 

※長期休 業中は  

8:30～ 17:00 

 

総  務  課  
総  務  係  

施 設 管 理 係  

・施設管理・校地整備に関すること                  

・防災に関すること  

・鍵 (部室、講堂、体育館、実習室など )の貸出に関す

ること  

・情報処理教室・学びの広場の利用に関すること    

経  理  課  
経  理  係  

研究地域連携担当 

・授業料等納付に関すること  

・各種手数料（証明書・再試験等）納入に関すること  

・大学連携に関すること  

・看護開発センターに関すること  

・災害対策教育センターに関すること  

学生支援課  
入  試  係  

学  生  係  

（入試係 ）  

・入学試験に関すること                 

・学生募集に関すること  

（学生係 ）  

・推薦書に関すること  

・届 出 事 項の変 更 （改 姓 、住 所 等の連 絡 先 変 更 、保

証人の変更等）に関すること                                           

・学生証 （身分証明書）に関すること                    

・学割 （通学証明書）に関すること                 

・奨学金に関すること  

・就職 ・進学に関すること                             

・下宿 ・アパート等に関すること                     

・アルバイトに関すること                           

・課外活動に関すること                              

・健康診断・相談に関すること                         

・保健室及び構内における救急処置に関すること                             

・学生相談・援助に関すること                       

・その他学生サービス（ロッカー・拾得物等）                
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２）校舎玄関の開閉時間 

  校舎玄関（講義・演習棟の玄関、管理･研究棟の玄関）の開閉時間は原則として以下の通り

です。 

 玄関の開閉時間等               
平日（月曜日～金曜日） 
6 時 30 分～21 時 00 分 

６時３０分に開扉、２１時に閉扉します。  
２１時までに速やかに退校してください。２１時以降の出入り
は一切認めません。  

土曜日・日曜日・祝日  
7 時 00 分～17 時 00 分 

全館休館日等、出入りを  
禁止している日を除く  

管理･研究棟正面玄関（図書館側玄関）のみ出入り可能です。
ただし、電子錠でロックされているため、扉の横に設置されて
いるインターホンで警備員に解錠を申し出てください。なお、
入退出時は必ず警備員室で台帳に記入してください。出入り可
能な時間は、７時００分から１７時までとし、１７時以降の出
入りは一切できません。  

     土日祝日は開扉のため、警備員室で記名をした後、入校してください。  
 

３）講義室等の飲食の禁止 

  講義・演習棟にある実験室、情報処理教室、大学院生専用情報処理演習室、学びの広場に

ついては、原則飲食を禁止しています。飲食は食堂、憩いの広場、学生ホール内でしてくだ

さい。  
 

４）各種伝達 

  学生への連絡、休講、授業の変更は、原則学務システムにて行います。学務システムを確

認する習慣をつけてください。なお、事務局Ⅹは補完的に活用します。 

  通知した事項は、全て周知したものとして取り扱います。通知を見ないことによる不利益

を被らないように十分注意してください。 

  また、各種通知に際し対象学生の記載が必要な場合は、個人情報保護の観点から原則とし

て学籍番号のみとします。  
 

種    別  掲   示   場   所  

学務システム  大学ホームページの  
バナーから入れます  

事務局Ｘ  
アカウント  @RCHjim 

※各種通知の基本情報を補助的にお知らせします。  
詳細はすべて学務システムの通知で確認してください。  

 

５）学外からの呼出し及び問合せ 

  学生による「日常的事項（休講の確認、試験・レポートの日程、各種証明書等の申込み、拾

得物等）」に関する電話による問い合わせには一切応じられません。 

  また、学生に対する学外からの電話の取次ぎ及び学生の身上に関する問い合わせにも一切

応じないことになっていますので、あらかじめ家族、友人等にも十分周知しておいてくださ

い。 

  緊急の場合の連絡は、各担当窓口（前頁参照）または大学代表電話番号 0157(66)3311 に連

絡してください。 
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６）郵便物 

  個人宛の郵便物は、一切取り次ぎしないので注意してください。   
  学生自治会及びクラブ活動関係に送付される郵便物は、学生自治会室前のメールボックス

に入れてあります。  
 

７）学籍番号 

  学籍番号は、各学生の学籍を示すもので、卒業後も変わりません。大学生活においては、

自分の名前と同じくらい大切なものです。 

  試験の答案や諸届の提出、各種証明書の申込時など、学内での諸手続きにはすべて学籍番

号を使用します。また、学生の呼出しも学籍番号で行われることがあります。（学籍番号は

各自の「学生証」に記載されています。） 

 

  学籍番号は７桁で構成され、それぞれ意味があります。 

（１）看護学部看護学科 

  例） 

入学年度     学部学科    個人番号  

①  始めの３桁の２２６は入学年度を表します。（２０２６年入学生） 

    ②４桁目の１は大学看護学部看護学科を表します。 

    ③５桁目から７桁目の３桁００１は個人番号を表します。 

  

（２）科目等履修生等 

   例） 

入学年度     入学区分      分類    個人番号  

    
入学年度 

（３桁） 

入学区分 

（１桁） 

分類 

（１桁） 

個人番号 

（２桁） 

西暦上１桁と 

下２桁 

２０２６年度 

５：科目等履修生 ０：看護学部看護学科 ２ 桁 連 番

（ 氏 名 の

50 音順） 

６：聴講生 ０：看護学部看護学科 

７：特別聴講学生 ０：看護学部看護学科 

 

８）スマートフォンアプリ（スマホ学生証）  

本学の学生であることを証明する唯一のもので、試験を受けるときや各種証明書の発行に

必要です。お手持ちのスマートフォンから、学生証を表示させることができます。スマホ学

生証は、不正防止の観点から、タイマー及びアニメーションを入れています。また、非接触

認証のため、ＱＲコードを表示しております。期限が切れた場合は、再度ＱＲコードを発行

してください。スマホ学生証発行手順はガイダンス時に配布しておりますので、確認してく

ださい。請求のあったときはいつでもスマートフォンを提示できるよう、常時携帯してくだ

さい。  

（１）学生証の有効期限は修業年限です。  

２  ２  ６  １  ０  ０  １  

２  ２  ６  ５  ０   ０  １  
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９）通学証明書  
  ＪＲの定期券を購入する場合は、『通学証明書交付願』が学務課窓口にありますので、必

要事項を記入し、学生証を添えて学生支援課学生係窓口に申し込んで下さい。申込書取得後

は、各駅に備付けの購入用紙に必要事項を明記し、学生証（学生身分証明書）を提示して購

入してください。 

なお、北海道北見バスの定期券は、大学が発行する申込書は不要です。 

 

<スマホ定期券（ JR 北海道） > 

 スマートフォン上で予約・購入・乗車ができる定期券です。  
スマホアプリ「バスもり！」をダウンロードし、学生支援課学生係で発行した「通学証  

明書」の画像をアップロードして申請することで、定期券が購入できます。駅窓口で購入し

た定期券をご利用で、スマホ定期券に切り替える学生は、紙の定期券の画像をアップロード

していただきます。通学証明書はその場合必要ありません。  
スマートフォンの画面上に定期乗車券を表示させ、乗務員や駅係員に見せることでＪＲを

ご利用いただけます。  
 

＜JR 実習用通学定期券＞  
  長期にわたる学外実習で、通学区域外の実習場所へ JR で通う場合、事前申請により実習用

通学定期券を購入できます。実習が始まる２週間前までに学生支援課学生係窓口へ申し込ん

で下さい。 

 実習用通学定期券の購入に必要な通学証明書を発行いたします。ただし、定期券の発行は

１ヵ月単位ですので、２～３週間程度の実習では割高になることもあります。 

 

10）学割証（学生旅客運賃割引証） 

  学生の旅客運賃割引制度は、修学のために要する交通費の軽減をはかり勉学を容易にして、

学校教育の振興と助長をはかる目的で定められた制度です。 

 

＜交付＞ 

    学務課で備付けの『学生旅客運賃割引証交付願』にて申し込み、学生証を持参のうえ受 

 領して下さい。（代理は不可）。申込み日の翌日に交付します。 

  (１)適用範囲   ＪＲ区間内片道 100 ㎞を超えて乗車する場合、乗車券のみ２割引 

                 （急行券、特急券、グリーン券には適用不可） 

  (２)有効期限   ３ヵ月間 

  (３)割当枚数   １人年間概ね１０枚（１回に発行できる枚数は４枚まで）        
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＜ＪＲ乗車券有効期間＞ 

    ＪＲ関係の普通乗車券の有効期間は以下のとおりです。往復乗車券（往復割引乗車券も 

  含む）の場合は、片道乗車券の２倍です。 

営業キロ  
200km 

まで  

400km 

まで  

600km 

まで  

800km 

まで  

1,000km 

まで  

1,200km 

まで  

1,400km 

まで  

1,600km 

まで  

1,800km 

まで  

有効期間  ２日  ３日  ４日  ５日  ６日  ７日  ８日  ９日  10 日  

＜往復割引乗車券＞ 

    鉄道または鉄道と連絡船を片道 600km を超えて同一区間、同一経由を往復する場合、帰    
りの運賃はそれぞれ１割引（10 円未満の端数は切捨て）になります。学割の場合はさらに  
２割引になります。有効期間は片道乗車券の２倍です。  
 

＜学生団体旅客運賃割引証明＞ 

    ８人以上の学生団体は、ＪＲの普通乗車運賃割引が受けられます。（ただし、引率者１ 

  名以上必要）詳細はＪＲの窓口または各旅行会社に問合せ、必要書類を持参のうえ、申し 

  込んでください。  
 
 

  
  

    
 

11）ロッカー室及び個人用ロッカーの使用 

 

  本学学生は、講義・演習棟１階(一部の男子学生は２階)にあるロッカー室を利用できます。

ロッカー室には、個人用ロッカーを設置してあります。その他設備としてはシャワー室を完

備してこれらを利用することができます。 

  男子ロッカー室及び女子ロッカー室の入退出はカードキーを使って行います。カードキー

は入学ガイダンス時にお渡しします。 

  卒業時には、ロッカーを清掃したうえで、必ず卒業式の翌日（通知にて周知）までに私物

を持ち帰ってください。 

  所定の期日を過ぎた場合、私物の残留があっても処分するので注意してください。 

  ロッカーの解錠は、暗証番号のテンキー入力で行います。 

  暗証番号は８桁以内で登録できますので、忘れないような番号を登録し、他人に知られな

いように注意してください。暗証番号を忘れてしまったり、解錠できなくなった場合は、学

生支援課学生係まで申し出てください。 

 なお、カード不良の場合は再交付しますので、学生支援課学生係で『セキュリティーカー

ド再交付願』に記入のうえ手続きをしてください。  
セキュリティーカード再交付  手数料  交付日  交付窓口  
・カード不良の場合（カード交換） 無 料  

翌日  学生支援課  
学生係  ・紛失及び破損の場合  １，０００円  

また、カードキーには、図書館の無人開館時の入退館機能及び図書館利用カード（貸出用 

カード）機能が付随されています。使用方法は、「第 7 章図書館利用案内」をご覧ください。 

  

・学割証は、本人以外は使用できません。 

・他人に譲渡するなど不正使用をすれば、追徴金をとられるだけでなく、大学へ

の学割証の発行停止の処分を受けることがあります。 

・未使用の学割証は、学生支援課学生係に返却してください。  

注   意   事   項  
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＜使用上の注意＞   

  (１)ロッカーは大学が貸与するものです。破損したり、汚したりすることのないよう大事      
に使用してください。 

    貸与期間中のロッカーの管理は個人が責任をもって行ってください。 

  (２)盗難事故が発生しても大学では責任を負いかねますので､必ず鍵をかけるとともに､現 

    金・貴重品は置かないようにしてください。 

  (３)ロッカーに使用している電源（単３アルカリ電池４本）は、学生個人の負担により交 

    換してください。なお、交換する場合は、４本すべて交換してください。  
 

12）学年担任制 

  本学の学生が、心身ともに健康で、より充実した学生生活を送り、有能な社会人として巣

立つのを援助するために、１学年に４名の教員を担任として配置します。担任は原則として、

２年任期です。 

  担任は、奨学金・就職・進学に関することをはじめ、学業上の諸問題など学生生活全般に

対して、担当学生皆さんの立場にたって相談にのり、適切な指導や助言をします。 

  また、問題解決にあたり高度な専門知識を必要とする場合は適任者の紹介をすることもあ

ります。 

  なお、皆さんのプライバシーは厳守されます。 

   

13）オフィスアワー 

  学年担任制に加えて、学生と教員が自由に交流できるようオフィスアワーを実施します。

これは、教員が定時に待機して、学生の訪問・相談を受ける制度です。 

  学業上の諸問題をはじめ、学生生活や将来のことまでマンツーマンでコミュニケーション 

を図ることができます。 

  オフィスアワーの開設時間等はシラバスに記載しています。 

【教員へのメール連絡方法】 

大学のホームページから教員にメールを送信できます。手順は以下のとおりです。 

   大学ホームページ〉看護学部〉教員一覧〉各教員名〉 E-mail 
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14）各種証明書 

  各種証明書等が必要な場合は、すべて所定の手続きに従い申請してください。 

  発行手続きは、以下の通りです。なお、手続きには、学生証を必要とする場合があります

ので、スマートフォンを持参してください。 

 

＜発行手続＞ 

  『証明書交付願』に必要事項を記入し、証明書交付手数料を経理課で支払ったのち学務課

窓口に申し込んでください。電話での申し込みはできません。 

  交付日（土・日・祝日は除く）は、下表のとおりです。日数に余裕をもって申し込んでく 

ださい。 

証明書の種類  手数料  交付日  交付窓口  
在 学 証 明 書                 

（和 文）               
（英   文）  

       
５００円  

  １，０００円    

 
  翌日  
７日後  

学 務 課  

在 籍 証 明 書        ５００円      翌日  
成 績 証 明 書               

（和   文）         
（英   文）  

   
１，０００円  

  ２，０００円    

 
  翌日  
７日後  

卒 業 証 明 書              
（和   文）               
（英   文）  

       
５００円    

  １，０００円    

 
  翌日  
７日後  

卒 業 見 込 証 明 書               
（和   文）               
（英   文）  

      
５００円    

  １，０００円    

 
  翌日  
７日後  

単 位 取 得 証 明 書               
（和   文）               
（英   文）  

 
１，０００円    

  ２，０００円    

 
  翌日  
７日後  

調 査 書 ・ 推 薦 書              
（和   文）               
（英   文）  

   
１，０００円    

  ２，０００円    
７日後  

通 学 証 明 書 無料   翌日  
学生旅客運賃割引証  無料   翌日  

 

15）自動車・バイク・自転車通学 

  自動車・バイクによる通学は、通学距離が原則１㎞以上ある場合に認めています。自動車・

バイク通学をする場合は、「駐車許可証」が必要となりますので事前に学生支援課学生係に

申し出て許可を受けてください。「駐車許可証」のないものは構内に入構できません。  
なお、学生による交通事故および事故等の責任による国家試験受験資格の喪失を避ける為、

自動車以外の通学手段を取れる学生は極力自動車利用を控えるようにしてください。 

  その他、登下校の際は時間に余裕をもち、交通事故等には十分注意してください。また、

暗くなってから自転車に乗る場合には、事故防止のために必ずライトを点灯させてください。 

  なお、自転車通学をする場合は、学内では個人の責任において、所定の駐輪場にきちんと

駐輪願います。 

 また、令和 8 年 4 月 1 日より道路交通法が改正されます。  

自転車通学の方は注意が必要です。警視庁のホームページをご参照ください。  
道路交通法の改正について（警視庁） 
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16）学生の事故・交通違反の報告 

  正課中、課外活動中の事故、交通事故が発生した場合、適切な処理を行い、『事故報告書』

または『道路交通法違反報告書』を速やかに学生支援課学生係に提出してください。 

  特に、保健師助産師看護師法では、法令違反等により罰金以上の刑に処せられた者は、国

家試験の受験が認められなかったり、免許の交付が受けられなかったりします。スピード違

反や飲酒運転等の道路交通法違反や人身事故等がこれに該当しますので、十分注意してくだ

さい。 
 

17）災害等により公共交通機関が運休した場合の授業の取扱い 

  悪天候や災害等により休講とする場合があります。北見市において、大雨・洪水・大雪等

の警報が発令されている場合や公共交通機関が停止している場合、午前６時３０分までに休

講措置をとるかどうかを判断し、休講措置を決定した場合には、速やかに大学事務局Ｘ

（@RCHjim）でお知らせすると共に、学務システムで通知及び大学ホームページのお知らせ

欄に掲載します。  
  
18）災害発生時の安否確認 

  災害発生時に安否情報確認システム（ANPIC）によって、学生の安否確認を行います。登録

方法は、ガイダンス及び掲示等にてお知らせします。  
 

19）遺失物・拾得物 

  遺失物・拾得物については『遺失物・拾得物届』に記入し、学生支援課学生係に届けてく

ださい。 

  (１)遺失物 

      所持品（特に教科書、参考図書）には必ず氏名を明記し、紛失しないように注意しま 

    しょう。もし、所持品等を学内で紛失したときはただちに学生支援課学生係に届け出て

ください。 

  (２)拾得物 

      学内で物品を拾得した時はただちに学生支援課学生係に届け出てください。拾得され

た物品は、学生支援課学生係から記名主に返還します。無記名および紛失届に該当しな

い物は、掲示によりお知らせします。なお、落し主の見つからない場合は、拾得された

日から３ヶ月間学生支援課学生係で保管したのち処分します。 
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20）授業料等 

  授業料等の学納金は、前期分と後期分それぞれの納入期限（前期は４月末日、後期は１０

月末日）までに納付してください。  

（令和 8 年度以降の入学生）  

授業料等  前期（４月中）  後期（１０月中）  年   額  

授     業     料  600,000 円 650,000 円 1,250,000 円 

実  験  実  習  料  150,000 円 ―  150,000 円 

維  持  運  営  費  150,000 円 ―  150,000 円 

計  900,000 円 650,000 円 1,550,000 円 

 
（令和 7 年度以前の入学生）  

授業料等  前期（４月中）  後期（１０月中）  年   額  

授     業     料  600,000 円 600,000 円 1,200,000 円 

実  験  実  習  料  150,000 円 ―  150,000 円 

維  持  運  営  費  150,000 円 ―  150,000 円 

計  900,000 円 600,000 円 1,500,000 円 

※  休学が前期又は後期の全期間にわたる場合は、授業料に替えて学則に定める在籍料       
５万円（当該期）を納付してください。   

＜学納金の徴収猶予＞  
本学学生の適切な修学を支援するため、特別な事情を有する学生の学納金（授業

料・実験実習料・維持運営費）の徴収を猶予する場合がありますので、必要な場合

は経理課に相談してください。  

(1)猶予対象者  

  次の何れかに該当する者で所定の手続きにより申し込みをした者  

①  経済的な事情で学納金を所定の納付期限までに納入することが困難な者  

②  高等教育の修学支援新制度に係る授業料等減免の対象者（申請中の者を含

む）  

③  その他、学納金の徴収猶予が必要と認められる特別な事情がある者  

(2)猶予の種類  

  学納金徴収猶予の種類は、次の２種類です。  

①  延納  

②  分納  

(3)猶予の申込み  

    学納金の猶予を希望する場合は、事前に経理課に相談のうえ、「学納金延納

願」「学納金分納願」「学納金納付計画書」を提出してください。  
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21）学内施設・備品の使用 

  アリーナ（体育館）、グラウンド、テニスコート、トレーニング室、教室等の施設及び備品

（器具）等は、本学学生であれば所定の手続を経て使用できます。 

 

＜利用する場合の手続き方法＞ 

  学内施設使用については『教室等使用許可願』、アリーナ（体育館）・グラウンド等の使用

については『体育施設使用許可願』、備品使用については『備品借用願』に必要事項記入の

後、それぞれの「届出窓口」に提出してください。 

  なお、各届出窓口は次の通りです。使用施設によっては担当教員の許可を必要とするもの

があります。  

 
 

 (１)使用時間  

 

 

 (２)使用方法     事務室で手続きをして使用してください（学生証が必要）。 

（授業、クラブ活動等で使用できない場合があります。） 

  (３)シューズ     体育館シューズ、テニスシューズ等専用シューズを使用してください。 

＊使用に際しては、学内および周辺住民の迷惑にならないように気を付けてください。 

  また、破損等のないように取り扱いに注意し、使用後は、元のとおりにしてください。 

 

22）憩いの広場の利用 

 手続きなしに自由に使用することができます。また、飲食も可能です。  

 

23）情報処理教室・学びの広場の利用 

  教室を利用するに当たり、『日本赤十字北海道看護大学学内ＬＡＮ利用者マニュアル 

  【学生版】』及び、以下の注意事項を守るようにしてください。 

  (１)利用時間帯 

     教室は授業等で利用していない限り自由に利用して構いません。利用できる時間帯は、 

   学校の開校時間に準じます。なお、保守管理作業を行っている時間帯は利用できませんの

で掲示に注意してください。 

  (２)入室 

     教室の入室には、入学時に配布するカードキーが必要です。  

 

学   内   施   設   備     品 
使用場所  担当教員の許可  届出窓口   使用物品  届出窓口  

講義室・演習室  ―  学  務  課   教材・教具  
テレビ・ビデオ  
ＯＨＣ・スライド  
机・椅子  

学  務  課  実習室  領域担当教員  

総  務  課  

 
アリーナ（体育館） 
グラウンド  
テニスコート  
トレーニング室  

体育担当教員  
 

 
運動用具  
その他  総  務  課   

講堂  ―   

 平日  土日・祝日・臨時休業日  
および長期休業期間  

体育施設  
講義室等  8：50～20：50 9：00～17：00 

＊年末年始休業中は使用できません。  
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  (３) パソコンが不調の時  

      パソコンが起動しない、動作しない、ディスプレイに何も映らない等、パソコンが不 

   調の時は、教室内の学内専用電話等を使い、情報システム管理者（総務課）に連絡し  

   てください。その際は、電源を切らずに不調時のままにしておいてください。 

   （受付時間：平日午前８時３０分～午後６時） 

  (４)飲食等の禁止 

      パソコンは精密機械ですので埃や湿気を与えると故障します。教室内での飲食は一切 

    禁止します。違反者には教室の自由な利用を禁止します。 

 

24）大学院生専用情報処理演習室の利用 

   大学院生専用の演習室です。大学院生のみが授業・自習で利用できます。 

 

25）敷地内全面禁煙 

  健康増進法の趣旨を踏まえ、本学は敷地内全面禁煙となっています。学生は看護職者の役

割を自覚し、禁煙を心掛けましょう。２０歳未満の喫煙は法律で禁止されています。なお、

主たる実習施設である北見赤十字病院も敷地内全面禁煙が実施されています。 

 

26）飲    酒 

  ２０歳になるとお酒を飲む機会が多くなると思いますが、日頃飲み慣れていない者が自分

の酒量も分からずに暴飲し、急性アルコール中毒になって死亡事故につながる例もありま

す。お酒の席では、すすめる側もすすめられる側も十分に注意してください。なお、２０歳

未満の飲酒は法律で禁止されています。校内での飲酒は厳禁とします。 

  また、自動車・オートバイ・自転車の飲酒運転は重大な犯罪です。絶対にしないよう注意

してください。 

 

２．特待生制度  

  学業成績、人物ともに優れた学生を対象に、その功績を讃え、授業料の一部を免除するこ

とにより、学生の勉学を奨励するとともに学習意欲の高揚を図ることを目的として、特待生

制度を設けています。 

 １年次に特待生となった学生は前期授業料、２～４年次に特待生となった学生は後期授業

料の一部が免除されます。 

 また、２～４年次に特待生となった学生は学年表彰被表彰者として、学長賞が授与されま

す。 

  授業料免除額  （令和 8 年度）  
学 年  対象人数  免除額  摘 要  
１年次  ２名  前期授業料の全額  一般型選抜の成績上位者  
２年次  ４名  後期授業料の半額  １年次の成績上位者  
３年次  ４名  後期授業料の半額  ２年次の成績上位者  
４年次  ４名  後期授業料の半額  ３年次の成績上位者  
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３．福利厚生  

 
１）高等教育の修学支援新制度（給付奨学金・授業料減免） 
 本学は、高等教育の修学支援制度対象機関です。住民税非課税の世帯及びそれに準ずる世
帯の学生は申請のうえ、採用されると、日本学生支援機構より給付奨学金（返済不要）が支
給され、併せて授業料等の減免措置も受けることができます。  
 募集時期・手続き・連絡事項については、すべて学務システム及び掲示板で周知します。 
 

２）奨学金制度 

  人物・学業ともに優秀かつ健康で、経済的理由により修学困難な学生に対し奨学金が貸与
される制度があります。奨学生の採用にあたっては、本人の申請に基づき選考されます。 
  募集時期・手続き・連絡事項については、すべて教材フォルダ及び掲示板で周知します。  
 

各種奨学金について  

 看護学部看護学科  
種    類 貸与金額 内      容 返    還 

日本赤十字社北海
道支部管内奨学金 

年額   
600,000 円～
1,200,000 円 
※病院によって異

なる  

（無利子） 

本学卒業後、引き続き貸与を受けた期間北海道内の
指定された赤十字病院に看護師として勤務することを
希望する者について選考のうえ採用する。  
 道内の赤十字病院 
  旭川・北見・伊達・釧路・浦河・栗山・清水 
  置戸・小清水・函館 

卒業後、直ちに貸与
を 受 け た 赤 十 字 病
院 に お い て 貸 与 期
間 継 続 勤 務 し た 場
合 に 返 還 免 除 と な
る。 

日本学生支援機構 
  第１種奨学金 自宅通学 

月額 
20,000円～ 

40,000円 
（1万円単位） 
又は最高月額 

54,000円 
自宅外通学 
月額  
20,000円～ 

50,000円 
（1万円単位） 
又は最高月額 

64,000円 
（無利子） 

 

学 力 基 準…1 年次に在学している場合は、高等学  
       校 2～3 年の成績が 3.5 以上。 
家計の基準…父と母、またはそれに代わって家計 
            を支えている者の収入額（前年度） 
            から所得金額を算出して、それから 
            更に控除額を差し引いた額が日本学 
            生支援機構の定める収入基準額を下 
            回っていること。 
 
○年収（税込み）の上限（目安） 
（４人世帯・自宅外・私立大学学部の例） 

給与所得世帯 給与所得以外の世帯 

第一種 第一種最高月額 第一種 第一種最高月額 

880万円 826万円 613万円 566万円 

 給与所得世帯…源泉徴収票の支払（税込み） 
 給与所得以外の世帯…確定申告書等の所得金額（税込み） 
 

貸与終了してから 6
ヶ月経過後、次の期
間内に返還する。 
・期間は、 
自宅通学 15 年以内 
自宅外通学 18 年以
内 
・返還方法は、月賦
又は月賦・半年賦併
用から選択する。 
・返還月賦額は貸与
総額によりその 
額が定められる。 

日本学生支援機構  
 第２種奨学金 

月額 
20,000 円～ 

120,000 円 
（1万円単位） 
から選択 

（有利子） 

学力基準…・１年次に在学している場合は、高校  
            時の成績が平均水準以上。（上・中・ 
            下の３段階に分けて、中程度以上の 
            成績）・特定の分野において、特に優 
            れた資質能力がある者。 
          ・大学における学修に意欲があり、学 
            業を確実に修了できる見込みがある 
            と認められる者。  
家計の基準…第１種と同様の算出額が日本学生支 
            援機構の定める収入基準額を下回っ 
            ていること。 
○年収（税込み）の上限（目安） 
（４人世帯・自宅外・私立大学学部の例） 

給与所得世帯 給与所得以外の世帯 

1309万円 937万円 
 給与所得世帯…源泉徴収票の支払（税込み） 
 給与所得以外の世帯…確定申告書等の所得金額（税込み） 
 
※第 1 種奨学金との併用可。 

貸与終了してから 6
ヶ月経過後、次の期
間内に返還する。 
・期間は、 
貸与月額 
30,000円→13年以内 
50,000円→15年以内 
80,000円→20年以内 
100,000円→20年以内 
120,000円→20年以内 
・返還は元利均等返
還方式により、月賦
又は月賦・半年賦か
ら選択する。 
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・日本学生支援機構予約奨学生へ 
    高校時代に第１種・第２種奨学生候補者となった方は、大学入学後に所定の手続きをし 
 て、はじめて奨学生となりますので、掲示により定められた期日までに「進学届」を学務 
 課に提出してください。 
 
・日本学生支援機構奨学生であった方へ  
    本学入学前に日本学生支援機構の奨学金を受けていた方は、大学在学中は奨学金の返還  

が猶予されますので、掲示により定められた期日までに「在学届」を学生支援課学生係に
提出してください。  

種    類 貸与金額 内      容 返    還 
北海道看護職員養成確保

修学資金 

月額 

一般修学資金

36,000円 

   ＋ 

特別修学資金 

20,000円 

   ＋ 

指定修学資金 

10,000円 

（無利子） 

  看護職員（看護師・保健師・助産師）になるため養成施設に

在学し、将来道内の病院その他の施設で、看護職員の業務に従

事しようとする者に対し、貸付する。 

看護師修学資金 

種類  保健師修学資金    月額 36,000円（無利子）  

助産師修学資金 

卒業後１年以内に免許を取得

し、札幌市、旭川市、函館市
に所在する病院を除く道内
400床未満の病院、診療所又

は保健所など（取得した区分
に応じ条例又は規則で定める
施設）において引き続き貸与

期間の1.5倍以上の年数就業
すると貸付金の返還が免除さ
れる。 

北海道看護協会奨学金 月額 

30,000円 

北海道内において、看護活動にたずさわるため看護教育を受け

る者に対して助成することを目的とする。 
卒業後、3ヶ月据え置いた7

月から返還する。 

北海道厚生連奨学金 月額 

50,000円または

80,000円 

※病院によって

異なる 

（有利子） 

  JA北海道厚生連が看護学生等を対象に設けた奨学金制度。 ①貸与月額50,000円 

貸与した期間と同期間勤務し

た場合 

②貸与月額80,000円 

貸与した期間に12ヶ月を加え

た期間勤務した場合 

北見市大学生奨学資金 年額 

600,000円を限

度に希望する額 

（無利子） 

北見市に所在する大学に在学する学生であって、経済的な理由

により修学することが困難な者に対し、必要な資金を貸付け、

有用な人材を育成することを目的とする。 

卒業後、10年以内に返還す

る。 

地方公共団体奨学金     都道府県および市区町村で設けている地元出身者の育英奨学

のために各種の奨学金制度。募集については、大学を通じて行

うものと各教育委員会が独自に行うものとがある。希望者は直

接出身地または居住地の教育委員会に問い合わせること。 

 

その他の奨学金制度 

 北海道外赤十字病院奨学金、あしなが育英会奨学金など 

 

※大学に募集案内が届いた際は、奨学金掲示版及び教材フォルダに掲示しますので、注意し

てください。 

 

３）大学提携教育ローンについて 

 以下の金融機関と提携しています。希望する場合は経理課にご相談ください。 

オ リ コ  

「 学 費 サ ポ ー ト プ ラ ン 」  

本学とオリコが提携した教育ローンです。この学費サポートプランは、授業料等の学費等納入金を

オリコが学費負担者に代わって本学に立て替え払いをし、学費負担者がオリコに毎月分割で返済す

る制度です。 

ジ ャ ッ ク ス  

「 教 育 ロ ー ン 」  

本学とジャックスが提携した教育ローンです。この教育ローンは、授業料等の学費等納入金をジャ

ックスが学費負担者に代わって本学に立て替え払いをし、学費負担者がジャックスに毎月分割で返

済する制度です。 
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４）都道府県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度」（教育支援資金）について 

 学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、入学金や授業料等、大学等への就学に必要

な費用を貸付する制度です。希望する場合は市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。 

種類 貸付限度額 据置期間 償還期限 利子 保証人 

①教育支援費 

低所得世帯に属する者

が大学に就学するため
に必要な経費 

月 6.5 万円以内 
特に必要と認められる
場合には 1.5 倍の額ま

で可能 
卒業後 
6 月以内 

据置期間 
経過後 

20 年以内 
無利子 

不要 
(世帯内で連帯

借受人が必要) 

②就学支援費 

低所得世帯に属する者

が大学への入学に際し
て必要な経費 

50 万円以内 

①②併用可能 

 

５）食堂・学生ホール 

  実習棟の１階に設置されています。是非、有意義に活用してください。 

 営業時間 営業品目 

食堂 11 時 30 分～14 時 40 分 
日替りランチ、カレーライス、各種丼物、うどん、そば、一品料理(野

菜サラダ、コロッケ、冷奴、お浸し)、など 

売店   8 時 00 分～15 時 00 分 文房具、日用雑貨、パン類、菓子類、清涼飲料水、切手、葉書、など 

自動販売機  清涼飲料水 

    
 学生ホール･･･学生の相互交流を深める場として、円形テーブルと椅子を配置していま                   

す。また、無線 LAN のアクセスポイントがありますので、これを利用

し、個人のノートパソコンなどから電子メールの送受信、インターネッ

トへのアクセスが可能です。  
 

６）赤十字マイスター制度 

 2025 年度から本学では、赤十字マイスター制度がスタートしました。  

この制度の目的は、本学の建学の精神である「人道」をはじめとする赤十字の基本原

則を理解し、卒業後も国内外において赤十字活動の普及・啓発や実践に努め、赤十字

に貢献する人材を育成することです。  

一定の条件をクリアした学生は、「赤十字マイスター」と認定され、表彰されま

す。  

「赤十字マイスター」になる手続きは以下のとおりです。  

①赤十字関連科目の修得と赤十字関連活動に参加する  

②赤十字関連活動の活動報告書を学生係に届け出る  

③獲得したポイントを確認する（①～③を繰り返す）  

④赤十字マイスター認定  

※活動報告書は、大学主催の赤十字関連活動の場合、提出不要です。その他の赤十

字関連活動は、活動報告書を提出してください。  

ご不明な点は、学生委員会（学生係： 163）までお問い合わせください。  
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４．課外活動 

  課外活動は、大学の重要な教育活動の一環として位置づけられており、学生の自由な選択

意思と主体的行動をもとに、団体構成員相互の責任と人間関係を円滑に保持し、リーダーシ

ップやメンバーシップ等を学びながら人間的に成長を期待される集団活動です。 

  本学では、こうした課外活動の目的を達成するために、体育館、グラウンド、テニスコー

ト等を課外施設として利用できます。 

  クラブ等の設立においては、教員を顧問として置くことが義務づけられています。 

  課外活動に関する手続き一覧 

 活動の内容  提出書類  使用施設等  提出先  提出期日  

 

学生団体の  
ミーティング  
および活動等  

教 室 等  
使 用 許 可 願 

教室  学  務  課  
３日前  

講堂  総  務  課  
体 育 施 設 
使 用 許 可 願  

体育館  
グラウンド  
テニスコート  

総  務  課  ３日前  

備 品 借 用 願  備品  学生支援課  
学生係  

総  務  課  
３日前  

集 会 ・ 行 事  
開 催 許 可 願  

 学生支援課  
学生係  ３日前  

〃  （休日・祝日、 
および休業日） 

休 日 課 外 
活 動 届  

 学生支援課  
学生係  ３日前  

学生団体の合宿等  合 宿 届   学生支援課  
学生係  ３日前  

学生団体の設立  学 生 団 体 
設 立 許 可 願  

 

学生支援課  
学生係  ６月末  規約等の変更  学 生 団 体 

規約等変更届 
クラブ活動報告  学生団体活動 

状 況 報 告 届  
他団体主催の行事  学 外 試 合 ・  

行 事 参 加 届  
 学生支援課  

学生係  ３日前  
登山・海外渡航等  登 山 ・ 海 外  

渡 航 届  
 学生支援課  

学生係  〃  
学外団体への加入  学 外 団 体 

加 入 届  
 学生支援課  

学生係  随   時  

 自治会のクラブ等が他大学及び団体に加入したり、合宿等に参加するときは、所定の手続

をし、届け出てください。また、団体活動以外の個人活動として海外研修等に参加する場合

（観光も含む）も、学生支援課学生係まで届け出てください。 
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学生課外活動団体（過年度実績） 

1 バドミントン  12 ＣＡＭ研究会  
2 写真部  13 男子バスケットボール部  
3 学生赤十字奉仕団 (ボランティア部 ) 14 アウトドアサークル  
4 茶道部  15 災害 beatS 研究会  
5 バレーボール部  16 いきたん  
6 ソフトボール部  17 ダンスサークル  

7 女子バスケットボール部  18 書道部  

8 サッカー部  19 テニスサークル  

9 ピアッ子サークル  20 筋力トレーニングサークル  

10 吹奏楽部  21 釣りサークル  
11 軽音学部  22 卓球サークル  

５．学生集会・掲示物・印刷物配布等 

 

１）集会    

  集会または行事をしようとするときは、開催当日の３日前までに集会・行事開催許可願を

学生支援課学生係に提出し許可を得てください。また、集会・行事等の開催にともない教室

等を使用する場合は、教室使用許可願を学務課に提出し許可を得てください。 

 

２）掲示 

  講義・演習棟１階部室前に、学生用掲示板を設置しています。掲示責任者（本学学生に限

る）は、学生用掲示板使用許可願を学生支援課学生係に提出し許可を得て下さい。学生用掲

示板以外での掲示は禁止します。 

   
３）印刷物配布  

  パンフレット等の印刷物を配布する場合は、必ず印刷物配付許可願と印刷物を学生支援課

学生係に提出し事前に許可を得てください。 

  
４）立札・立看板等  

  立札、看板等を設置しようとするときは、必ず立札・立看板等設置許可願を学生支援課学

生係に提出し事前に許可を得てください。 

 

５）大学設置の郵便ポスト 

  葉書き、書簡を差し出す際は、総務課カウンターに設置してある大学設置の郵便ポストへ

投函してください。なお、午後 4 時以降の投函は、翌日の取り扱いになるのでご留意くださ

い。 

 

６）公衆電話 

  管理・研究棟１階ロビーに設置しています。 

 

７）自動販売機コーナー 

  実習棟１階食堂の横にあります。各種自動販売機を設置しています。 

  
８）コピー機 

  実習棟１階学生ホールにコピー機を設置しています。現金と PayPay が利用できます。 
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９）ご意見箱 

 講義・演習棟１階ロビー、実習棟１階学生ホール、図書館に「ご意見箱」を設置していま

す。学生の皆さんからのご意見・ご要望をお寄せください。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

６．健康管理 

充実した学生生活を送っていくためには、心身ともに健康であることが基本となります。

毎日の生活のリズムを整えるなど健康管理の自己管理を心がけることが大切です。  
本学では、健康管理について次のような対応を行っています。 

 

１）保健室 

  管理・研究棟１階に保健室があります。 

 保健室には担当教職員が常駐していないので、保健室利用の際は、学生支援課学生係に申

し出てください。 

  なお、健康相談（P51 参照）実施の際は、学校医が保健室を使用します。 

 

２）定期健康診断 

  定期健康診断は、学校保健安全法第６条の規定に基づき、年１回必ず受けなければなりま

せん。受診方法は、４月のガイダンスと掲示でお知らせします。 

 

３）急に体調が悪くなったとき 

  急に体調が悪くなったときは、学生支援課学生係に申し出てください。病気やケガなどの

一時的な応急処置を行います。 

  また、状態により医療機関へ紹介します。受診の際は、健康保険証が必要です。自宅外通

学者は、「遠隔地被保険者証」の交付を受けておきましょう。  
 

４）学内における救急時の体制 

 【平日の昼間の場合】 

  事故等が発生した場合は、速やかに学生支援課学生係へ連絡してください。 

学生玄関 

〒 
事務室 

学生ホール 

食堂 
【実習棟】 

【体育館】 
アリーナ 

【講義･演習棟】 【管理･研究棟】 

【図書館】 

【１階】 【２階】 
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学生玄関 

事務室 

学生ホール 

食堂 
【実習棟】 【体育館】 

アリーナ 

【講義･演習棟】 

【管理･研究棟】 

【図書館】 

【平日の夜間または休日の場合】 

  事故等が発生した場合は、速やかに警備員室へ連絡してください。警備員が対応します。 

  警備員に連絡がとれない場合は、直接１１９番または１１０番に通報してください。 

 

５）健康保険証「遠隔地被保険者証」 

  自宅外通学者は万一病になったときのことを考え、あらかじめ、「遠隔地被保険者証」を

取り寄せてください。学務課で発行される在学証明書を保護者に送り、保護者の加入してい

る保険機関に発行を依頼すれば交付されます。 

 

６）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置 

  ＡＥＤとは、心室細動等の致死性の不整脈の状態を、心臓に電気ショックを与えることに

より、正常に戻す器械です。必要な時に誰もが活用できるように図書館前と食堂前、講堂前

に設置しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【１階】 【２階】 

【講堂】 
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当日訪問または事前にメール連絡 

７）健康相談（学校医）、学生相談（相談員） 

  けがや病気以外にも身体面、心の面で気になること、困っていること、心配なことは遠慮

なく相談して下さい。秘密は厳守します。 定期的に健康相談を行っています。日程は掲示板

学務システム及び掲示板でお知らせします。 

また、相談員による学生相談を実施しています。日程は都度学務システム及び掲示板でお知

らせしますので、ご利用ください。また、ハラスメントを感じたり受けたりしたりなど、悩

んでいることがあれば、学生相談員に相談してください。  
 学校医：特任教授 伊藤 善也〔TEL：080-1887-6186 E-mail： yoshiya.ito@gmail.com ］ 

学生相談の利用のながれ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

 

相談員 

澤田和美 E-mail： counselor@rchokkaido-cn.ac.jp 
北見赤十字病院 臨床心理課 公認心理師 月２回火曜日 

今野睦子 E-mail： counselor2@rchokkaido-cn.ac.jp 
看護師 毎週木曜日、月１回土曜日

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報処理 

演習室 
Ｅ

 

講義・演習棟３階 

学びの広場 情報処理教室１ 

情報処 

理教室 

２(学生 

相談室) 

演習室 

３－５ WC  
男  

WC  
女  

給湯 

WC  
女  

WC  
男  

情報処理 
準備室 

ＬＬ教室 
準備室 

トレーニ

ング室 

吹 抜 吹 抜 

地域・老人実習室、母性・小児実習室へ 

↑ 
EV 

 

演習室 

３－１ 
演習室 

３－２ 

演習室 

３－３ 

演習室 

３－４ 

演習室 

３－６ 

演習室 

３－７ 

憩いの広場 

学生  

相談員  

相談希望者と相談日時の調整  

相談  
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８）インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 

  インフルエンザあるいは新型コロナウイルス感染症に罹患した場合または疑われる症状が

ある場合には、大学内での感染拡大を防御するために、以下に沿って行動してください。 

 

感染症の対応のながれ 

 

発熱、頭痛、咳、咽頭痛等の症状発現 

↓   ↓   ↓  

講義等の授業日  看護学実習日  夜間・休日 

↓   ↓   ↓  

・学務課へ連絡 

・体調不良時入力用 Google フォーム

に入力 

 実習担当教員へ連絡  学校医へ連絡 

学務課 0157-66-3311 

（体調不良時入力用 Google 
     フォーム）  

 
https://forms.gle/Gyhid7sMQGXzZgm86 

   
学校医  080-1887-6186 

LINE ID : ysyito 

 

 ※担当教員は、症状により

実習先の病院からの内

容を欠席を指示 

※学務課は学校医に報告

し、指示 を受ける 

 

↓   ↓   ↓  

学生は、学校医又は学務課の指示に従い行動する  

  ↓    

医療機関で受診する場合  

◇事前に電話連絡し受診時間帯や受診方法についての指示を受ける 

◇受診の際にはマスクを着用する 

◇自家用車で行くなど、公共交通機関の利用はできるだけ避ける  

  ↓    

受診結果の報告  

受診結果を必ず学務課へ報告する  

 
・感染予防のポイント 

  感染に対しては予防行動が最も大切です。あらゆる場面において、手洗いやうがいなど  

の標準的な予防策の実行とともに発熱時の迅速な処置や咳エチケットの励行を心がけてく 

ださい。 

 

・インフルエンザ等の流行に備えて、備蓄が望ましい物品 

  マスク 30 枚程度、解熱鎮痛剤、水枕などの冷却用具 

  数日分のインスタント食品、レトルト食品、乾パン、缶詰などの保存食 

 

・感染症等の緊急時には学務システム、X(RCHjim)などで情報が伝達されます。 
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９）学生教育研究災害傷害保険 

  正課中（学外実習も含む）、大学行事中、キャンパス内休憩中、キャンパス内外課外活動

中、通学中におきた不慮の災害や事故によって被った傷害などに対する、全国的規模の災害

保険制度です。 

  本学では、学生全員が加入しています。 

  不幸にも事故が発生し保険金の請求手続きを必要とする場合は、入学時に配布する冊子を

よく読み、学生支援課学生係に届け出てください。 

  なお、３０日以内に届け出がない場合は、保険金が支払われないことがありますので注意

してください。 

 

保険料分担金（被保険者 1人につき） 

１，２００万円コース                                         （令和 8 年度）    

 

 

 

支払保険金の種類と金額 

①死亡保険金   事故の日から 180 日以内に死亡したとき 

②後遺障害保険金   事故の日から 180 日以内に後遺障害が生じたとき 

保険別 学生教育研究災害傷害保険 通学中等傷害危険担保特約 
  対象別  
 
コ－ス別  

正課中・学校行事中 学校施設内・学校施設内外
での課外活動 

通学中・学校施設等相互間
の移動中 

死亡保険金 後遺障害保険金 死亡保険金 後遺障害保険金 死亡保険金 後遺障害保険金 
1,200万円 
コ－ス 

1,200万円 72～ 
1,800万円 

600万円 36～ 
900万円 

600万円 36～ 
900万円 

※入院した場合は 1 日につき４，０００円が給付されます。 

  

保険期間  保険料分担金適用区分  計  
昼間部  

４年間  １，９００円  
（８２０円）  

（ ）内は通学中等傷害危険負担特約・接触感染予防保険金支払特約保険 
２，７２０円  
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医療保険金（医師の治療を受けたとき） 

 

保険金請求手続き（事務の流れ） 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

事故通知は、 LINE または、アプリ「 SkettBook」から行ってください。  

保険金の請求は、アプリ「 Skett Book」を使って行います。各ストアで「 Skett Book」

と検索するか、以下の  URL よりダウンロードができます。  

 

・ LINE  

https://lin.ee/ZfyNm6hl 

 

・アプリ「 SkettBook」  

App Store 

https://apps.apple.com/jp/app/skettbook/id6444018259 

 

・Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tokiomarine_nichido.skettbook&hl=ja 

 
・事故通知の手引き（P14 学生向け 4.事故通知および保険金請求について～P36 をご参照

ください。） 

https://www.jees.or.jp/gakkensai/pdf/20230401/SkettBookmanual_ver2.pdf 

 

  

 日常の生活ができるように 

なるまでの治療日数 
支払保険金 入院加算金 

（180日を限度） 

正課中・学校行事中  治療日数 １日～3日       3,000円    
 
入院1日につき    
4,000円  
 
(注)入院加算金
は、医療保険金に
関係なく、 
入院１日目から支
払われます。 

 課外活動を行っている間以外で学校施
設内にいる間・特約加入者の通学中・
学校施設等相互間の移動中（平常の生
活ができるようになるまでの治療日数
が4日以上の場合が対象となります。） 

〃    4～  6  6,000円   

 〃    7～ 13 15,000円   

  学校施設内外を問わず、課外活動
を行っている間（平常の生活がで
きるようになるまでの治療日数が
14 日以上の場合が対象となりま
す。） 

〃   14～ 29 30,000円   

  〃   30～ 59   50,000円   

  〃   60～ 89      80,000円   

  〃   90～119       110,000円   

  〃  120～149       140,000円   

  〃  150～179      170,000円   

  〃  180～269       200,000円   

  〃  270～   300,000円   

(請求金額が 30 万円を超える場合
のみ、診断書が必要) 

③領収書  
診断書  

⑤
保
険
金
支
払 

④
保
険
金
請
求 

②
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ま
た
は 

ア
プ
リ
で
事
故
通
知 

 
 学生  

大学  学生支援課学生係  東京海上日動火災 
（損害サービス課・課支社） 

①
事
故
報
告 

医   師  
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10）賠償責任保険 

  施設そのものの構造上の欠陥や管理上の不備による事故のほか、看護実習などの大学施設

を拠点とし、その内外で行われる実習中に、不注意によって生じた事故により、第三者の身

体・生命を害した場合や財物を損壊した場合に(教員・学生個人に対する損害請求は除く）対

象となる賠償責任保険制度に大学で加入しています。  
 

賠償限度額  
免責額  

対人  対物  
1 名  ／1 億円 

1 事故／5 億円 

1 事故／5,000 万円 1 事故／1 万円 

また、教員・学生個人に対する損害請求については、大学が加入する学生教育研究災害傷

害保険医学生教育研究賠償責任保険（特約）で保障されることになります。  

 

賠償限度額  
免責額  

対人  対物  

１事故   ／１億円  なし  

 

11）学研災付帯学生生活総合保険（任意加入） 

 学生全員が加入している学生教育研究災害傷害保険では補償されない学内外におけるケガ

や病気の治療費用実費の他、加入タイプによっては、アパートの水道凍結やボヤを出してし

まった場合にも対応できる保険制度です。任意加入ですので、必要な場合は各自で加入して

ください。 

 

12）スポーツ安全保険（賠償責任保険付） 

  (財)スポーツ安全協会による、スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動、地域活動、

指導活動などを行う４人以上のアマチュアの団体やグループ（社会教育関係）を対象とする

保険です。 

  グループ活動中に生じた事故、または、そのための往復途中の事故が対象となりますので、

危険を伴うクラブ等については必ず加入するようにしましょう。 

 

受付期間   令和 8 年 3 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

保険期間   令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 

 

加入区分・掛金・補償額                                               （令和 8 年度） 

加入

区分 

対象となる団体 対象となる 
事故の範囲 

掛       金 
(1人年額) 

傷   害   保   険 賠償責任保険 
（補償限度額） 

共済見舞金 

死     亡 後遺障害 入   院 
（日額） 

通    院 
（日額） 

Ｃ 成人のスポ－ツ団体 
（高校生以上） 

団体活動中

とその往復

中 

2,000円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円 身体・財物賠償

合算 
1事故  ５億円 
ただし、 
身体賠償 
1人    ２億円 

突然死 
（急性心不

全、脳内出

血等） 
  180万円 

Ｄ アメリカンフットボ

－ル、山岳登坂等を

行なう団体 

11,000円 500万円 750万円 1,800円 1,000円 
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７．障がいのある学生への支援 

 

１）障がいのある学生への支援 

本学では、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）並びに障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）、その他の法令の定めに基づき、障がいのある学

生に対する支援を円滑に実施するための規程を設けています。  
障がいのある学生が不当な差別的取り扱いを受けることにより、学生の権利利益が侵害さ

れることがないよう、合理的配慮に基づく支援を実施しますので、障がい等を理由として修

学上の支援を希望する場合は、学生支援課学生係に申し出のうえ、支援申請手続きをしてく

ださい。  
 
【申請手続き及び支援の実施までの流れ】 

１）  支援を行うにあたり、事前に担任及び学校医と相談します。 

２）  支援申請書の提出 

 相談後に、「在学中の支援申請書」を学生支援課学生係に提出してください。  
※申請書は本学ホームページの以下の URL よりダウンロードできます。  

https://www.rchokkaido-cn.ac.jp/campus_life/shougaishien.html 
３）  支援計画の策定 

 学生の支援申請に対し、支援を担当する委員会において、学生の意思を十分尊重した

うえで協議し、合理的配慮に基づく個別の支援計画を策定します。  
４）  合意の形成 

 策定した支援計画について、学生に対し十分な説明の機会を設け、支援内容に関する

共通理解及び合意の形成を図ります。  
５）  支援の実施 

 支援計画について合意が得られた場合、「在学中の支援に係る合意書」を作成のうえ、

支援を開始します。  
 ●合理的配慮とは 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「合理的配慮」とは、障がいのある者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由

を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、

特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した、又は、過度な負担

を課さないものをいいます。  
 合理的配慮を確保するにあたり、次の要素を考慮して過重な負担であると本学が判断

した場合は、支援が出来ない場合もあります。  
（１）事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なう程度）  
（２）実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約）  
（３）費用・負担の程度  
（４）事務・事業規模  
（５）財政・財務状況  
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８．その他 

 

１）アルバイト 

  １年次の夏季休業期間が始まるまでは、学業と大学生活に慣れることを優先してください。

それ以降については学業と健康を第一義に考えて、学業に支障をきたさない範囲で学生とし

てふさわしい仕事を選んでください。  
 

２）成年年齢について 

  民法改正により成年年齢が 18 歳からになりました。成年になると、保護者の同意なしでク

レジットカードの作成や、ローンを組むことができるようになり、これまで未成年者取消権

が認められていた 18 歳、19 歳の方は、未成年者取消権が認められなくなります。「18 歳か

ら大人」となることを自覚して行動するよう心がけてください。 

 

３）クレジットカード・学生ローン 

  手続きが簡単で、頭金もなく、いろいろ利用できるクレジットカードを利用する学生がふ

えています。また、学生証だけで簡単にお金が借りられる学生ローンやいわゆる「サラ金」

もあります。 

  わずかな借金でも利息が利息を生み、元金の何倍もの借金の返済に追われ、学生生活はも

とより家族全員の生活にも深刻な影響を及ぼしかねません。利用は控えてください。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）路上アンケート 

  路上アンケート・署名と称して電話番号を書かせている人をよく見かけます。このような

アンケートの一部には、うっかり記入してしまったために、思わぬ事態につながるものもあ

るので安易に誘いに乗らぬよう、十分注意してください。  
 

５）悪徳商法について 

  近年、学生等をターゲットにした下記のような悪徳商法が横行しています。十分注意して

ください。  
 

●デート商法 

  携帯電話の出会い系サイトやマッチングアプリ等で知り合った異性が、恋愛感情を巧みに  
利用して高額な商品の契約を結ばせる商法です。  
 

●迷惑メールによる不当請求  
  身に覚えのない請求書等が届く「架空請求」。携帯電話の出会い系サイトやマッチングア  
プリ、アダルトサイト利用料金等の迷惑メールによる不当請求。 

 

●キャッチ商法 

  繁華街で「アンケートに答えてください」とか「旅行は好きですか」など言葉をかけて呼  
び止め、喫茶店や事務所へ連れて行き高額な商品を売りつける商法です。  

店頭で契約したり、全額現金で支払った場合は、無条件で解約することはできません

が、店頭（事業者の営業所）以外でなされる割賦販売、ローン提携販売、訪問販売にお

いて、消費者が契約申込や締結をした場合は、事業者からこの制度の内容を知らされた

日から起算して８日以内に、解約する旨を書面で通知すれば無条件で解約することがで

きます。  
契約する際はクーリングオフ制度のことを確認し、説明をうけるようにしましょう。  

クーリングオフ制度  
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困った時には、次の相談窓口等を利用してください。 

      ・消費者ホットライン       Tel 188 番  
・（社）日本訪問販売協会           Tel  0120－513－506 

      ・北海道立消費者センター          Tel  050－7505－0999 
      ・北見市消費生活センター           Tel  0157－23－4013 
 

６）ブラックバイトについて 

 ブラックバイトとは正社員並みに働かされることによって学業に支障をきたしてしまった

り、シフトを一方的に決められることによって授業や課外活動に参加できなくなってしまっ

たりするなど、学生が学生らしい生活を送れなくしてしまうアルバイトのことです。もし、

ブラックバイトによるトラブル等がありましたら、学生支援課学生係に随時情報提供をして

ください。  
 
７）闇バイトについて 

 「闇バイト」は“バイト”ではなく、犯罪です。  
ＳＮＳなどでは直接「闇バイト」という言葉は使用されず、「高収入」「簡単」「書類を受け

取るだけ」などの言葉でアルバイトの募集がされています。それらの中には特殊詐欺や強盗

に加担させられるケースがあるため、学生のみなさんが慎重に見極める必要があります。  
身元が知られている・脅されている等の状況であっても、少しでも怪しいと思ったら、犯

罪に加担する前に周りの人（家族、友人、教職員）に相談しましょう。  
 
８）SNS について 

 Instagram や X、LINE などの SNS は、不特定多数の人が閲覧可能な状況であるため、書き

込みの内容によっては、不快な思いや誤解を与えたり、権利を侵害したりすることがあり、

非常に問題です。また本学の学生である事が容易に推測できるものもあり、本学全体のイメ

ージダウンに繋がる恐れもあります。利用の際は、書き込み内容には十分留意するようにし

てください。  
 
９）薬    物 

大麻をはじめとした薬物中毒では一時的な快楽や高揚感と引き替えに心身の諸機能を損な

い、その常習性と依存性から反社会的な行動をとるようになります。このようなことは一般

社会人として倫理や法にそむく行為であることは当然のこととして、医療に携わるものにと

っては絶対に許されないことです。看護師の場合は保健師助産師看護師法第９条により免許

があたえられません。また、所持するだけでも処罰の対象となります。 

看護大学学生としての自覚を持って良識有る行動を取るように注意してください。 
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１０）生活に必要な問い合わせ先 

名       称  住       所  電  話  番  号  

北見警察署 北見市青葉町６－１ 
１１０番 

0157－24－0110 

消防署 北見市寿町２－１－２８ 
１１９番 

0157－25－1515 

救急医療情報案内センター 

（救急病院の案内） 
 

0120－20－8699 

011－221－8699 

北見赤十字病院  北見市北６条東２丁目 0157－24－3115 

北見市休日夜間急病センター 北見市北３条東１丁目２１番地 0157－25－0099 

北見市役所 北見市大通西３丁目１番地１       0157－23－7111 

北海道北見保健所 北見市青葉町６番６号 0157－24－4171 

北見郵便局 北見市北６条東１丁目 0157－23－2603 

【 電  気 】 

北海道電力(株)北見支店   

転出・転入の連絡   

故障・停電の連絡 

料金・検針の問合せ 

北見市北８条東１丁目２－１ 

 

0157－26－1114 

0120－12－6565 

0120－060－219 

0157－26－1113 

【 ガ  ス 】 

北海道ガス（株）北見支店 
北見市北７条東１丁目 0157－25－3660 

【 水  道 】 

上下水道料金センター 
北見市中ノ島町１丁目４番１号 0157－25－1178 

【 電  話 】 

ＮＴＴ東日本   

新設・移転・各種サービス 

電報 

 
１１６番 

１１５番 

ＪＲ北海道(株)北見駅案内 北見市大通西１丁目 0157－23－4350 

北海道北見バス(株) 

バスターミナル 
北見市大通西１丁目 0157－23－2185 

北見市民会館 北見市常盤町２丁目１－１０ 0157－23－6266 

北海道立北見体育センター 北見市東陵町２７ 0157－23－3131 

北見市立体育センター 北見市東陵町２７ 0157－31－2333 
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第６章   卒業後の進路  
 
  本学で決められた必要単位数以上の授業科目を修得し、卒業の認定を受けた学生は、学士

(看護学)の学位が与えられ、保健・医療・福祉等に関係した職業を選択することと思います。

しかし、看護師等の専門職者として勤務するためには、国家試験を受け、看護師・保健師（選

択者のみ）等の免許を取得することが必要となります。  
 
１．国家試験  
  国家試験は全国一斉に２月に実施され、３月末に合格発表されます。国家試験は看護師国

家試験、保健師国家試験、助産師国家試験が３日間続きます。  
  国家試験の詳細は、毎年８月１日付の官報で発表されますので、掲示します。  
 
  １）受験できる国家試験（令和７年国家試験要項に基づく）  
     （１）看護師国家試験・・・卒業見込者全員  
           出題科目：人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、  
                     基礎看護学、地域・在宅看護論、成人看護学、老年看護学、小児看護学、  

母性看護学、精神看護学及び看護の統合と実践  
     （２）保健師国家試験・・・選択者のみ  
           出題科目：公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉行政論  
 
  ２）受験地について  
        受験地は北海道（試験会場は札幌）です。受験手続は大学が取り纏めて行います。  
 
  ３）保健師免許の付与要件について  
        保健師免許は、保健師国家試験に合格しても、看護師国家試験に合格しなければ取   

得できません。  
 
  ４）取得可能なその他の資格について  
        保健師免許を取得した場合、書類申請手続きにより次の免許を取得することができ  
      ます。ただし、養護教諭二種については、令和３年度以前の入学生は選択科目の「日

本国憲法」と「社会と法」、令和４年度以降の入学生は選択科目の「現代社会と日本

国憲法」の単位を修得している場合に限ります。手続きは必要に応じて各自が直接行

なってください。なお、申請には「学力に関する証明書」が必要となりますので、学

務課にお申し込みください。  
 
      （１）養護教諭二種  
              ※免許申請手続きに関する問い合わせ先  
                ・各都道府県教育庁  ［北海道］北海道教育庁  教職員局教職員課人事制度・免許係  

☎011-231-4111（内線 35-221） 

      （２）第一種衛生管理者  
              ※免許申請手続きに関する問い合わせ先  
                ・各都道府県労働局または最寄りの労働基準監督署  ［北海道］北海道労働局 

☎011-709-2311 
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２．進  路  
  看護学部を卒業すると進路は自ずと決まっているように思われますが、具体的にどのよう

な進路を選択するかは大変重要です。本学での学習の成果を基礎にして、就職・進学と多様

な選択肢が考えられます。学年担任もしくは看護研究演習担当教員に相談したり、就職資料

室を利用するなど、さまざまな機会を活用してください。  

 

 １）就  職  
     看護師あるいは保健師の資格を取得して、資格を生かした進路に進むことでしょう。   

４年次のガイダンスで就職について説明します。求人票は教材フォルダに掲載してい

ます。以下のリンクを参照してください。ただし、学外からはアクセスできません。  

¥¥kango-filest¥kougi¥学部教材フォルダ¥就職関係¥●就職・進学  

  

 ２）進  学  
     看護学部の４年間の教育課程を修めて、さらに専門性を深め研究したいと思う学生   

のために、大学院への進学という選択肢もあります。詳しくは本学等の大学院の案内  

   や募集要項を参考にしてください。大学院の募集要項等についても上記教材フォルダ

に掲載しています。  
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第７章 図書館利用案内  
１．開館時間  

通常期間 

 平日（月～金曜日） 8 時 30 分～18 時 00 分 

 

夏季・冬季・春季休業期間 

 平日（月～金曜日） 8 時 30 分～17 時 00 分 

 

なお、館長が必要と認めるときは、時間を変更することがあります。館内掲示板等を確認

してください。  
 
２．休館日  

１）夏季全館休館期間 

２）年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

３）蔵書点検期間 

４）館長が必要と認める時 

 

３．無人開館  
平日の 6 時 30 分～8 時 30 分、18 時 00 分～21 時 00 分及び土曜日・日曜日・国民の祝

日・日本赤十字社創立記念日は、職員不在ですが、図書館を利用することができます。入

退館の際には、出入り口にそれぞれ設置してあるカードリーダーに図書館利用カード（セ

キュリティカード）をかざして解錠してください。 

なお、無人開館中は温度調整が難しいため、適切な恰好でお越しください。 

 
【学部学生・科目等履修生等  無人開館利用時間】  
 

平日（月～金曜日）  
6 時 30 分～ 8 時 30 分、 

18 時 00 分～21 時 00 分 

土曜日、日曜日、祝日、  
日本赤十字社創立記念日  

 7 時 00 分～17 時 00 分 

 
利用時間外は、図書館利用カード（セキュリティカード）での入退館はできません。利

用時間を厳守してください。  
万が一閉じ込められてしまった場合は、図書カウンターの電話から警備員へ連絡してく

ださい。  
 
４．利用案内  
  １）閲覧  

館内の資料は自由に閲覧することができます。  
利用した資料は、元の場所へ戻してください。  

         
  ２）貸出  

1 人 10 冊まで、4 週間利用できます。  
貸出には図書館利用カード（セキュリティカード）が必要です。自動貸出返却装置も

しくは図書カウンターで手続きしてください。  
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無人開館時間中に自動貸出返却装置に不具合があった場合は、貸出できません。日

を改めて手続きしてください。  
 

  ３）貸出期間の延長  
貸出の延長を希望する場合は、当初の返却期限日までに延長の手続きを行ってくだ

さい。手続きした日から 4 週間延長できます。ただし、予約が入っている資料の場合

は延長できません。 

 
  ４）無断持出防止装置  

貸出手続きがきちんと行われていない場合は、警報機が作動し、ゲートを通過でき

ません。職員の指示に従ってください。  
 
  ５）禁帯出資料  

視聴覚資料・貴重図書・参考図書（辞典、事典、年鑑、便覧等）等の「禁帯出」ラベ

ルの貼られている資料と、新聞・学術雑誌・紀要は館内でのみ閲覧できます。  
 
  ６）返却  

期限日までに、自動貸出返却装置または図書カウンターで手続きしてください。 

返却時には図書館利用カード（セキュリティカード）は不要です。 

入館できない場合や自動貸出返却装置に不具合があった場合は、ブックポストへ返

却してください。  
 
  ７）延滞による罰則  

返却が遅れた場合は、延滞した日数の期間、新規の貸出・延長ができなくなります。

期限は厳守してください。なお、一定期間を経ても返却がない場合は督促状を送りま

す。 

 

罰則の例：返却期限が 4 月 6 日の資料を 4 月 11 日に返却した場合、5 日の延滞となり、

4 月 11 日から 4 月 15 日の 5 日間、新規の貸出・延長ができなくなる。 

 
  ８）紛失・汚損  

図書館資料を紛失、又は汚損した場合は、「図書館資料の弁償に関する取扱細則」に

基づき、弁償していただきます。  
 
  ９）予約  

利用したい資料が貸出中の場合は、予約することができます。 

図書カウンターへ申し込んでください。  
 
  10）購入希望  

学習及び研究に必要な書籍・視聴覚資料等がある場合は、所定の用紙に必要事項を

記入して、図書カウンターへ提出してください。 

可能な限り要望に応えます。  
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  11）相互利用  
ア）学外文献複写および図書借用  

当館で所蔵していない図書資料については、他の大学図書館等から複写取り寄せ、

又は現物を借用することができます。申込方法は以下①～③のとおりです。 

なお、送料等の実費は、申込者の負担となります。 

①学外複写(貸出)申込書に必要事項を記入し、図書館カウンターに申込む。 

②学外複写(貸出)申込書に必要事項を記入し、事務室入り口前に設置している、

学外文献複写申込 BOX に投函する。 

③図書館学内専用サイト（下記の 14）を参照）の学外複写(貸出)申込フォーム

（google フォーム）から申込む。 

 
イ）紹介状の交付  

他の大学図書館を直接利用したいときは、図書館より紹介状を交付します。 

図書カウンターへ申し込んでください。  
 
  12）コピーサービス  

著作権法第 31 条により、調査研究に用いる場合のみ、館内資料を一人につき 1 部コ

ピーすることができます。 

ノートや持ち込み資料のコピーはできません。 

なお、コピー機の利用方法及び著作権法の範囲の詳細については、「関係法令」、「図

書館資料の複写の取扱要領」を参照してください。  
 
  13）視聴覚機器・情報機器  

視聴覚機器や、蔵書検索や文献検索などを行う情報機器は、自由に使用することが

できます。 

ただし、視聴覚資料の視聴は、図書館所蔵資料のみとし、持ち込み資料の視聴はしな

いでください。  
 
  14）図書館 学内専用サイト  

情報処理教室など、学内からのみアクセスできます。 

蔵書検索、文献検索、利用案内・開館カレンダー・学術雑誌リストの閲覧等ができま

すので、調査・研究にご活用ください。 

URL  http://192.168.101.47/ 
 
  15）マイライブラリー  

現在借りている資料や返却期限、延滞による罰則解除日などを確認できます。  
ログイン ID と初回ログインに必要な仮パスワードは以下のとおりです。 

ログイン後、パスワード変更を行ってください。 

 

ログイン ID：学籍番号 ／ 仮パスワード：図書館利用カード（セキュリティカ

ード）裏面の右下にある 12 桁の英数字 

URL  https://lib.rchokkaido-cn.ac.jp/CARINUSER.HTM 
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５．注意事項  
１）資料等は、書き込み、汚損等をせず丁寧に扱い、無断で持ち出さないでください。 

２）貸出を受けた図書館資料や図書館利用カード（セキュリティカード）を他人に貸

さないでください。 

３）他の利用者の迷惑となることはしないでください。 

４）館内では、ペットボトルや水筒など、ふたが閉められる容器に入った飲み物を飲

むことができます。それ以外の飲食は一切できません。飲んでいないときは、ふ

たをしっかりと閉め、汚損には十分注意してください。  
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自動貸出返却装置の使い方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

貸出・延長 

① ② 

③ 
 

④ 

「貸出」、「延長」のどちらかを選んで 
押してください。 

手順が表示されます。 

図書館利用カード（セキュリティカ

ード）を奥まで入れてください。 

本を「背表紙が奥、バーコードが上」 
になるように、右に詰めて置いてくだ 
さい。最後に「終了」を押してください。 
※カードの取り忘れに注意!! 

返却の場合は、図書館利用カード（セキュリティカード）は不要です。 

「返却」を押し、貸出時と同じように、本を置いてください。 

最後に「終了」ボタンを押し、返却 BOX に本を入れてください。 

返却 
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  日本赤十字北海道看護大学学則  
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本学は、建学の精神である赤十字の理想とする人道的任務の達成を図るため、看護

に関する学術を中心として、広く知識を授け、深く専門の学術を教授、研究するととも

に、知性、道徳及び応用的能力を養い、もって国内外で活躍できる実践力をもった看護専

門職の育成及び看護学の発展に寄与することを目的とする。 

（名称） 

第２条 本学は、日本赤十字北海道看護大学と称する。 

（位置） 

第３条 本学は、北海道北見市曙町 664 番地 1 に置く。 

（学部） 

第４条 本学に、看護学部（以下「学部」という。）を置き、学部に看護学科を置く。 

２ 看護学科の定員は、次のとおりとする。 

   入学定員     100 人 

   収容定員     400 人 

（学部の教育目標） 

第５条 学部は、次の各号に掲げることを教育目標とする。 

 (1) 赤十字の人道理念を実践できる看護人材を育成する。 

 (2) 人格的成熟・自立を図り、他者との関係性を発展させることができる能力を培う。 

 (3) 事実を的確に判断し、問題を抽出し、創造的に解決できる能力を育む。 

 (4) 看護の基礎を踏まえ、科学的・倫理的判断に基づくケアを提供できる能力を養う。 

 (5) 社会的責任を自覚し、生涯学習し続け、他の専門職と協働活動し得る能力を養う。 

 (6) 常に世界に関心を持ち、看護実践を通じて国際貢献できる能力を養う。 

（大学院） 

第６条 本学に大学院を置き、大学院に看護学研究科を置く。 

２ 大学院の学則は、別に定める。 

（修業年限及び在学期間） 

第７条 本学の修業年限は、４年とする。 

２ 在学期間は、８年を超えることはできない。ただし、再入学、編入学及び転入学により

入学した者は、修業すべき年数の２倍を超えて在学することはできない。 

３ 前項に規定する在学期間には、休学期間は算入しない。 

 

第２章 学年、学期、授業期間及び休業日 

（学年及び学期） 

第８条 学年は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 

２ 学年を分けて、次の２学期とする。 

   前期 4 月 1 日から 9 月 30 日まで 

   後期 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

（授業期間） 

第９条 授業期間は、年間 35 週を原則とする。 
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２ 各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、８週、10 週、15 週そ

の他の本学が定める適切な期間を単位として行うものとする。 

（休業日） 

第 10 条 休業日は、次の各号のとおりとする。 

 (1) 土曜日及び日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律で定める休日 

 (3) 日本赤十字社の創立記念日（5 月 1 日） 

 (4) 春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日（学年暦により定める。） 

２ 前項の規定にかかわらず、学長は、必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は

臨 時に休業日を定めることができる。 

３ 学長は、必要があると認めるときは、休業日に臨時に授業を行うことができる。 

 

第３章 入学、再入学、編入学及び転入学 

（入学の時期） 

第 11 条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特に必要があり、かつ、教育上支障が

ないと認めるときは、学期の始めに入学させることができる。 

（入学資格） 

第 12 条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 (2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれ

に相当する学校教育を修了した者 

 (3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科

学大臣の指定したもの 

 (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 

 (5) 専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める

日以後に修了した者 

 (6) 文部科学大臣の指定した者（昭和 23 年文部省告示第 47 号） 

 (7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第１号）による高等学校卒業 

程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規

程（昭和 26 年文部省令第 13 号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

  (8) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 90 条第 2 項の規定により大学に入学した者

であって、高等学校卒業程度認定審査規則（令和 4 年文部科学省令第 18 号）による高等学

校卒業程度認定審査に合格した者 

 (9) 学校教育法第 90 条第 2 項の規定により大学に入学した者であって、その後本学にお

いて、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

 (10) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、１８歳に達したもの 

（入学者選抜） 

第 12 条の２ 入学者の選抜は、本学の入学者の受入れに関する方針に基づき、公正かつ妥当

な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。 
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２ 本学に入学を志願する者については、別に定めるところにより選抜のうえ、学長は、教

授会の議を経て、合格者を決定する。 

（入学の志願） 

第 13 条 本学に入学を志願する者は、本学が指定する期間内に、所定の書類に第 40 条に規

定する入学検定料を添えて提出しなければならない。 

（入学の手続き） 

第 14 条 第 12 条の２第２項に規定する学長の決定に基づき合格通知を受けた者は、本学が

指定する期間内に所定の書類を提出するとともに、第 41 条に規定する入学金を納付しなけ

ればならない。 

２ 学長は、前項に規定する入学手続を完了した者に入学を許可する。 

（再入学） 

第 15 条 本学を退学した者又は除籍とされた者が退学又は除籍後 2 年以内に再入学を志願し

たときは、教授会の議を経て、学長は相当する学年に再入学を許可することがある。 

２ 再入学の許可及び手続きは、第 13 条及び第 14 条の規定を準用する。 

（編入学） 

第 16 条 本学に編入学を志願する者があるときは、審査のうえ、教授会の議を経て、学長が

相当する学年に編入学を許可することがある。 

２ 編入学の許可及び手続きは、第 13 条及び第 14 条の規定を準用する。 

３ 編入学を許可された者が他の大学等に在学した期間及び修得した単位は、教授会の議を

経て、学長はその全部又は一部を本学の修業年限及び履修すべき単位に認定する。 

４ 編入学に関して必要な事項は、別に定める。 

（転入学） 

第 17 条 他の大学に現に在学する者で、本学に転入学を志願する者があるときは、審査のう 

え、教授会の議を経て、学長は相当する学年に転入学を許可することがある。 

２ 転入学の許可及び手続きは、第 13 条及び第 14 条の規定を準用する。 

３ 転入学を許可された者が他の大学に在学した期間及び修得した単位は、教授会の議を経

て、学長はその全部又は一部を本学の修業年限及び履修すべき単位に認定する。 

４ 転入学に関して必要な事項は、別に定める。 

（保証人） 

第 18 条 本学に入学を許可された者は、保証人を定め、本学が指定する期間内に所定の身元

保証書により届け出なければならない。 

２ 保証人は、学生の在学中の一切の事項について責任を持つものとする。 

３ 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。 

４ 学生は、保証人を変更したとき、又は身元保証書の記載事項に変更があったときは、直

ちに届け出なければならない。 

 

第４章 退学、転学、休学、復学、留学及び除籍 

（退学及び転学） 

第 19 条 本学を退学又は転学しようとする者は、所定の書類にその理由を記載し、保証人署

名のうえ、学長に願い出てその許可を受けなければならない。 

（休学） 

第 20 条 疾病その他の事由により引き続き 2 月以上修学することができない者があるとき
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は、学長は休学を許可する。 

２ 前項の規定により休学しようとする者は、所定の書類にその理由を記載し、保証人署名

のうえ、学長に願い出なければならない。この場合において、疾病によるときは、医師の

診断書を添付しなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、疾病その他の事由により、修学することが適当でないと認

められる者があるときは、学長は休学を命じることができる。 

４ 休学の期間は、引き続き 1 年を超えることができない。ただし、特別な事由があると認

められるときは、学長は引き続き更に 1 年の範囲内の休学を許可することができる。 

５ 休学の期間は、通算して第 7 条に規定する修行年限を超えることができない。 

（復学） 

第 21 条 前条の規定により休学した者は、休学期間が満了したとき、又は休学期間中に休学 

の事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。 

２ 前項の規定により復学しようとする者は、所定の書類に保証人署名のうえ、学長に願い

出なければならない。 

（留学） 

第 22 条 外国の大学又はこれに相当する教育機関等への留学を希望する者があるときは、学 

長は留学を許可することがある。 

２ 前項の規定により留学しようとする者は、所定の書類に保証人署名のうえ、学長に願い

出なければならない。 

３ 留学期間は、修業年限及び在学期間に算入できる。 

４ 留学に関し必要な事項は、別に定める。 

（除籍） 

第 23 条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 

 (1) 第７条に規定する在学期間を超えた者 

 (2) 第 20 条第４項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者 

 (3) 死亡又は行方不明の者 

(4) 授業料等の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

 

第５章 教育課程及び授業科目 

（教育課程の編成方針） 

第 24 条 本学は、卒業の認定に関する方針及び教育課程の編成及び実施に関する方針に基づ

き、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間

性を涵養することを基礎として、当該学部及び学科に係る専門の学芸を教授するよう配慮

するものとする。 

（授業科目） 

第 24 条の２ 本学において開設する授業科目は、基礎科目、専門基礎科目、専門科目Ⅰ、専

門科目Ⅱ、研究とする。 

２ 前項の授業科目の種類及び単位数等は、別表第１のとおりとする。 

（授業の方法） 

第 24 条の３ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。 
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２ 前項の授業を、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用

して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメ

ディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合について

も、同様とする。 

４ 本学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第１項の授業の一部を、校舎及び附

属施設以外の場所で行うことができる。 

（組織的な研修等） 

第 24 条の４ 本学は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事

務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための

研修（次項に規定する研修に該当するものを除く。）の機会を設けることその他必要な取

組を行うものとする。 

２ 本学は、学生に対する教育の充実を図るため、本学の授業の内容及び方法を改善するた

めの組織的な研修及び研究を行うものとする。 

３ 本学は、授業科目を補助させる学生及び本学が定める者（教員を除く。）に対し、必要

な研修を行うものとする。 

（単位の計算） 

第 25 条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をも

って構成することを標準とし、第 24 条の３第１項に規定する授業の方法に応じ、当該授業

による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね 15 時間から 45 時間ま

での範囲で本学が定める時間の授業をもって１単位として単位数を計算するものとする。

ただし、実験、実習及び実技は、30 時間から 45 時間までの範囲で本学が定める時間の授

業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修

の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修

等を考慮した単位数を、教授会の議を経て、学長は別に定めることができる。 

（単位の認定） 

第 26 条 本学は、各授業科目を履修し試験もしくはその他の本学が定める適切な方法により

学修の成果を評価して所定の単位を与える。 

（成績評価基準等の明示等） 

第 26 条の２ 本学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあら

かじめ明示するものとする。 

２ 本学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定にあたっては、客観性及び厳格性を確保

するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって

適切に行うものとする。 

（履修の方法及び履修科目の登録の上限） 

第 27 条 本学において開設する授業科目は、これを必修科目及び選択科目とし、４か年に分 

けて履修させるものとする。 

２ 授業科目の履修方法は、別に定める。 

３ 本学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学

生が履修すべき単位数について、１学期又は１年間に履修科目として登録することができ

る単位数の上限を別に定める。 
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４ 本学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生につ

いては、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

 （授業科目の登録） 

第 28 条 学生は、毎学年の当初に、履修すべき授業科目を登録しなければならない。 

２ 学生は、登録した授業科目以外の授業科目を履修し、又は単位を修得することはできな

い。 

（他の大学等における授業科目の履修等） 

第 29 条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が別に定めるところにより他の大学又は短

期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は外国の短期大学に留学する場合に準用する。 

３ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う大学、短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修と

みなし、別に定めるところにより単位を与えることができる。 

４ 前３項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、合わせ

て 60 単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第 30 条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学、短期大学又は 

高等専門学校において履修した授業科目について修得した単位(科目履修生として修得した

単位を含む。）を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したもの

とみなすことができる。 

２ 前項の規定は、前条第２項の場合に準用する。 

３ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第３項に規定

する学修を本学における授業科目の履修とみなし、別に定めるところにより単位を与える

ことができる。 

４ 前３項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入

学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、前条第１

項から第３項までの規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単

位を超えないものとする。 

 

第６章 学修の評価及び課程の修了の認定 

（学修の評価） 

第 31 条 授業科目の成績評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤで表し、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格と

し、Ｄを不合格とする。 

（試験等の時期） 

第 32 条 試験等の時期は、原則として学期末とする。ただし、各授業科目の担当者が必要と 

認めたときは臨時に行うことができる。 

（試験等の受験資格） 

第 33 条 授業科目の履修について登録していない者は、試験を受けることができない。 

２ 授業科目の出席時数が所定の基準に達しない者の単位認定は、原則として行わない。 

（追試験及び再試験） 

第 34 条 本学において必要と認めたときは、追試験又は再試験を行うことがある。 
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２ 追試験は、病気その他のやむを得ない事由により試験等に欠席した者を対象とする。 

（卒業の認定） 

第 35 条 学生が本学を卒業するためには、124 単位以上を修得することのほか、本学が定め

る卒業の要件を満たさなければならない。 

２ 卒業認定は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。 

３ 第１項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第 24 条の３第２項の授

業の方法により修得する単位数は 60 単位を超えないものとする。 

（卒業の時期） 

第 36 条 卒業の時期は、毎年３月とする。ただし、特別の事情があるときは、９月に卒業さ 

せるときがある。 

（卒業証書の授与） 

第 37 条 学長は、第 35 条第２項に規定する卒業認定を得た者に対し卒業証書を授与する。 

（学位の授与） 

第 38 条 学長は、本学を卒業した者に対し学士（看護学）の学位を授与する。 

（国家試験受験資格の取得） 

第 39 条 本学において取得することができる資格は、保健師、看護師にかかる国家試験受験 

資格とする。 

２ 前項の保健師国家試験受験資格取得を希望する者は、第 35 条の規定によるほか、保健師 

に関する科目を履修し、必要な単位を修得しなければならない。 

 

第７章 入学検定料、入学金及び授業料等 

（入学検定料） 

第 40 条 本学に入学を志願する者は、入学検定料として別表第２に定める金額を納めなけれ

ばならない。 

（入学金） 

第 41 条 本学に入学を許可された者は、入学金として別表第２に定める金額を納めなければ

ならない。 

（授業料及び維持運営費） 

第 42 条 授業料及び維持運営費は、別表第２のとおりとし、所定の期日までに納めなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、本学において特別の事由があると認められた者は、授業料及

び維持運営費について分納又は延納を願い出ることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、学長は、特別の事由があると認

めた者の授業料、維持運営費及び次条のその他の納付金（以下これらを「授業料等」とい

う。）を免除又は減額することがある。 

（その他の納付金） 

第 43 条 実験実習費、その他教育に必要な費用（以下「その他の納付金」という。）は、別

表第２のとおりとし、所定の期日までに納めなければならない。 

（退学等の場合の授業料等） 

第 44 条 退学若しくは転学する者、退学を命じられた者又は停学中の者は、当該期の授業料

等の全額を納めなければならない。 

（休学等の場合の授業料等） 
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第 45 条 前期又は後期の中途で休学した者は、休学した当該期の授業料等は全額を納めなけ

ればならない。 

２ 休学が前期又は後期の全期間にわたる者は、当該期の授業料等に代えて別表第２に定め

る在籍料を納めなければならない。 

３ 前期又は後期の途中で復学した者は、復学した当該期の授業料等から納入された在籍料

を差し引いた額を納めなければならない。 

４ 留学した者の授業料等は、前３項の規定を準用する。 

（納入された納付金の不還付等） 

第 46 条 納入された入学検定料、入学金及び授業料等は、還付しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、別に定める事項に該当するときは納入された納付金を返還す

ることがある。 

 

第８章 職員及び教授会 

（職員） 

第 47 条 本学に、学長、学部長、事務局長、図書館長、看護開発センター長及び災害対策教

育センター長を置く。 

２ 本学に、必要に応じ、副学長及び学務部長を置くことができる。 

３ 前２項に規定するもののほか、本学の教育研究の業務に必要な教育職及びその他の職員

を置く。 

（教授会） 

第 48 条 学部に、教授会を置く。 

２ 教授会に関して必要な事項は、別に定める。 

 

第９章 図書館等 

（図書館） 

第 49 条 本学に図書館を置く。 

２ 図書館に関して必要な事項は、別に定める。 

（看護開発センター） 

第 50 条 本学に看護開発センターを置く。 

２ 看護開発センターに関して必要な事項は、別に定める。 

（災害対策教育センター） 

第 51 条  本学に災害対策教育センターを置く。 

２  災害対策教育センターに関して必要な事項は、別に定める。 

（保健施設） 

第 52 条 本学に保健室を置く。 

２ 保健室に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第 10 章 科目等履修生、特別の課程履修生、聴講生、特別聴講学生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第 53 条 本学が開設する一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、

本学の教育研究に支障のない限り、教授会の議を経て、学長は科目等履修生として入学を

許可し、その履修した科目の単位を与えることができる。 
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２  科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。 

（特別の課程履修生） 

第 53 条の２ 本学は、学校教育法第 105 条に規定する本学の学生以外の者を対象とした特別

の課程を編成し、教授会の議を経て、学長は特別の課程履修生として入学を許可し、単位

を与えることができる。 

２ 学長は、特別の課程を修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することが

できる。 

３ 特別の課程履修生に関し必要な事項は、別に定める 

（聴講生） 

第 54 条 本学が開設する一又は複数の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、

本学の教育研究に支障のない限り、教授会の議を経て、学長は聴講生として許可すること

がある。 

２  聴講生に関し必要な事項は、別に定める。 

（特別聴講学生） 

第 55 条 本学において、他の大学又は短期大学(外国の大学又は外国の短期大学を含む。)と

の協議 に基づき、教授会の議を経て、学長は当該大学又は短期大学の学生を特別聴講学生

として入学を許可し、その履修した科目の単位を与えることができる。 

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。 

（外国人留学生） 

第 56 条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する 

者があるときは、教授会の議を経て、学長は外国人留学生として入学を許可し、単位を与

えることができる。 

２ 外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第 11 章 賞罰 

（表彰） 

第 57 条 学力優秀な学生又は学生として表彰に値する行為があった者に対し、教授会の議を 

経て、学長は表彰することがある。 

（懲戒） 

第 58 条 本学の学則その他の規程に背き、又は学生としての本分に反する行為があった者に

対して、教授会の議を経て、学長は懲戒することがある。 

２ 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項に規定する退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

 (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 (2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者 

 (3) 正当な事由がなく出席が常でない者 

 (4) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反する行為があった者 

４  停学期間は、在学期間に算入し、修業年限に算入しない。ただし、停学期間が３か月以

内の場合には、修業年限に算入することができる。 

５  懲戒に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第 12 章 大学開放、赤十字事業及び自己点検評価 
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（大学開放） 

第 59 条 地域社会と連携し、開かれた大学とするため、公開講座の開設その他の大学開放の 

事業を行うことができる。 

（赤十字事業） 

第 60 条 国際赤十字の一員である日本赤十字社と連携し、別に定めるところにより国内外に

おける救護・救援その他の赤十字事業を実施することができる。 

（自己点検評価等） 

第 61 条 本学は、教育研究水準の向上を図り、第１条の目的を達成するため、学校教育法第

109 条第１項の点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)を行い、その結果を公表す

る。 

２ 自己点検評価の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

３ 本学は、自己点検評価の結果及び認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不

断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めるものとする。 

 

第 13 章 雑則 

（委任） 

第 62 条 この学則に定めるもののほか、本学における修学に関し必要な事項は、学長が別に 

定める。 

（改正） 

第 63 条 この学則を改正しようとするときは、別に定めるところにより、学長は理事長の承 

認を得るものとする。 

 

 附 則 

  この学則は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

  この学則の改正は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。    

附 則 

１ この学則は、平成 16 年 4 月１日から施行する。 

２ 平成 16 年 3 月 31 日に在籍する者については、この学則の規定にかかわらず、なお 

従前の例による。 

 附 則 

１ この学則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 平成 18 年 3 月 31 日に在籍する者については、この学則の規定にかかわらず、なお 

従前の例による。 

 附 則 

この学則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

この学則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

１  この学則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 平成 21 年 3 月 31 日に在籍する者については、この学則の規定にかかわらず、なお 

従前の例による。 
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 附 則 

１  この学則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 平成 23 年 3 月 31 日に在籍する者については、この学則の規定にかかわらず、なお 

従前の例による。 

 附 則 

１ この学則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

２  平成 24 年 3 月 31 日に在籍する者については、この学則の規定にかかわらず、なお 

従前の例による。 

 附 則 

  この学則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

１  この学則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

２  平成 28 年 3 月 31 日に在籍する者については、この学則の規定にかかわらず、なお 

従前の例による。 

  附 則 

１  この学則は、平成 28 年 5 月 16 日から施行する。 

２  第 31 条については、平成 28 年度入学生から適用する。 

  附  則（平成 30 年 2 月  日赤学第 494 号）     

    この学則は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

  附  則（令和 3 年 2 月  日赤学第 522 号）     

    この学則は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。  

附 則（令和 3 年 4 月 日赤学第 657 号） 

１ この学則は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

２ 令和 4 年 3 月 31 日に在籍する者については、この学則の規定に関わらず、なお従前

の例による。 

附 則（令和 5 年 2 月 日赤学第 402 号） 

この学則は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（令和 6 年 2 月 日赤学第 465 号） 

この学則は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 
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別表第１　教育課程（第24条関係）

必修 選択 自由 必修 選択 自由
心理学 1 30 2 看護学概論 1 30 2
哲学 2 30 2 援助的人間関係論 1 30 2
教育学 2 30 2 看護過程 1 30 2
芸術学 1 30 2 基礎看護技術Ⅰ(生活援助技術) 1 60 2
倫理学 2 30 2 フィジカルアセスメント 1 30 1
文化人類学 2 30 2 基礎看護技術Ⅱ(治療・処置に伴う技術) 1 30 1
社会学 1 30 2 基礎看護技術Ⅲ(検査・与薬に伴う技術) 2 30 1
現代社会と日本国憲法 1 30 2 〇 基礎看護学実習Ⅰ(看護活動の理解) 1 45 1
経済学 1 30 2 基礎看護学実習Ⅱ(看護過程の展開) 2 90 2
化学 1 30 2 　単　位　小　計 14
物理学 1 30 2 在宅看護概論 2 15 1
生物学 1 30 2 地域看護学概論 2 15 1 ※
情報科学演習 1 30 1 〇 地域包括ケア論 2 15 1
統計学 1 15 1 ※〇 地域・在宅看護学方法論 2 30 2
　単　位　小　計 2 24 地域・在宅看護学演習 3 30 1

英語講読 1 30 1 地域・在宅看護学実習 3～4 90 2
実用英語 1 30 1 　単　位　小　計 8
英語医学用語 2 30 1 成人看護学概論 1 15 1
看護英会話内科編 1 30 1 〇 成人慢性看護学方法論 2 30 2
看護英会話外科編 2 30 1 〇 成人急性看護学方法論 2 30 2
ロシア語Ⅰ(発音) 1 30 1 成人慢性看護学演習 2 30 1
ロシア語Ⅱ(発音･文法) 2 30 1 成人急性看護学演習 2 30 1
　単　位　小　計 3 4 成人慢性看護学実習 3～4 135 3

看護学入門 1 30 1 成人急性看護学実習 3～4 135 3
　単　位　小　計 13

　単　位　小　計 1 0 老年看護学概論 1 15 1
赤十字のしくみと活動 1 15 1 老年看護学方法論 2 30 2

老年看護学演習 2 30 1
　単　位　小　計 1 老年看護学実習Ⅰ(介護保険施設) 3～4 45 1

7 28 0 15単位以上 老年看護学実習Ⅱ(病院) 3～4 135 3
形態機能学Ⅰ 1 30 2 　単　位　小　計 8
形態機能学Ⅱ 1 15 1 小児看護学概論 2 15 1
形態機能学演習 1 30 1 小児看護学方法論 2 30 2
生化学 1 15 1 小児看護学演習 3 30 1
薬理学 1 30 2 小児看護学実習 3～4 90 2
感染免疫学 1 15 1 　単　位　小　計 6
病理学 1 30 2 母性看護学概論 2 15 1
病態生理学 2 15 1 母性看護学方法論 2 30 2
病態治療学Ⅰ(総論･呼吸･循環) 1 30 2 母性看護学演習 3 30 1
病態治療学Ⅱ(消化･代謝･ライフステージ) 1 30 2 母性看護学実習 3～4 90 2
病態治療学Ⅲ(精神神経･内分泌･整形･婦人) 2 30 2 　単　位　小　計 6
病態治療学Ⅳ(頭頚部･皮膚･血液･泌尿･小児) 2 30 2 精神看護学概論 2 15 1
臨床栄養学 2 30 2 ※ 精神看護学方法論 2 30 2
臨床薬理学 2 15 1 精神看護学演習 3 30 1
リハビリテーション論 2 15 1 精神看護学実習 3～4 90 2
健康論 1 30 2 ※ 　単　位　小　計 6
スポーツと健康科学Ⅰ（体力向上と集団スポーツ） 1 30 1 〇 看護の統合と実践Ⅰ(臨床看護技術演習) 2 30 1
スポーツと健康科学Ⅱ（健康の保持増進と個人スポーツ） 1 30 1 〇 看護の統合と実践Ⅱ(医療安全) 3 15 1
口腔保健論 2 15 1 ※ 看護管理学 3 15 1
公衆衛生学 2 30 2 ※ 看護倫理 4 15 1
社会保障制度論 2 30 2 ※ 看護総合実習 4 90 2
疫学 2 30 2 ※ クリティカルケア特講 4 15 1
保健統計学 3 15 1 ※ エンド･オブ･ライフケア特講 4 15 1
赤十字救急法 1 30 1 臨床薬理学特講 4 15 1 ●
赤十字とボランティア活動 1 15 1 基礎医学特講 4 15 1 ●
赤十字避難所演習 2 30 1 臨床医学特講 4 15 1

31 7 0 35単位以上 基礎看護学特講 4 15 1 ●
臨床看護学特講 4 15 1
広域看護学特講 4 15 1
特別認定単位科目 1～4 15 1
　単　位　小　計 6 6 3

災害看護論 2 30 2 ※
国際保健学 4 15 1 ※
赤十字と国際活動 4 15 1
赤十字健康生活支援法 4 30 1
赤十字国際活動演習 1～4 30 1
赤十字幼児安全法 4 30 1
    単　位　小　計 3 2 2
看護研究方法 3 30 1
研究Ⅰ（研究計画） 4 30 1
研究Ⅱ（論文） 4 30 1
　単　位　小　計 3 0

公衆衛生看護学概論 3 15 1 ※
地域生活支援論Ⅰ(家庭訪問・健康相談） 3 30 1 ※
地域生活支援論Ⅱ（健康教育） 4 15 1 ※◆
公衆衛生看護学方法論Ⅰ（地域診断） 4 30 1 ※◆
公衆衛生看護学方法論Ⅱ（地区活動） 4 15 1 ※
公衆衛生看護活動論Ⅰ（ライフステージ別） 4 30 2 ※
公衆衛生看護活動論Ⅱ（健康課題別） 4 30 2 ※
公衆衛生看護管理論 4 15 1 ※◆
保健医療福祉行政論 4 15 1 ※◆
公衆衛生看護学実習Ⅰ（地域アセスメント実習） 4 45 1 ※◆
公衆衛生看護学実習Ⅱ（公衆衛生看護活動の展開）　 4 180 4 ※◆
保健統計学特講 4 15 1
　単　位　小　計 17

73 25 5 74単位以上

※ 保健師養成課程を履修する場合は必修，
○ 養護教諭二種免許を取得する場合は必修，　◆ 保健師養成課程履修者のみ選択可

単　位　合　計 111 60 5
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別表第 2 授業料等の種類及び金額 （第 40 条、第 41 条、第 42 条、第 43 条、第 45 条関係） 

金  額 摘    要 

  入 学 金 250,000 円   入学試験合格時 

  授 業 料 1,250,000円 

    前 期  600,000円 

4月中 

年 額 

    後 期  650,000円 

10月中 

  実 験 実 習 料 150,000 円   年額   4月中 

  維 持 運 営 費 150,000 円   年額   4月中 

在 籍 料 50,000 円 半 期 

  入 学 検 定 料 

30,000 円 
学校推薦型選抜、一般型選抜、社

会人学士等選抜入学願書提出時 

15,000 円

大学入学共通テスト利用選抜（前

期・後期）、総合型選抜入学願書

提出時

20,000 円 

大学入学共通テスト利用選抜（赤

十字 6看護大学連携併願）入学願

書提出時 

保健師教育履修料 

（看護師教育履修科目分を除く） 
200,000 円 第 4年次前期 

備考 

同一年度に複数の選抜試験を受験する場合は、入学検定料を減免することができる。減免

についての詳細は、別に定める。
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日本赤十字北海道看護大学履修規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、日本赤十字北海道看護大学学則（以下「学則」という。）第５章及び

第６章に定めるもののほか、授業科目の履修方法等に関し、必要な事項を定める。 

（授業科目等） 

第２条  授業科目の種類、名称、配当年次、単位数及び必修・選択・自由科目の区別は、学

則別表第１のとおりとする。 

（履修科目の登録） 

第３条 学生は、選択履修する授業科目について、各学期の始めにおいて指定の期日までに

所定の履修登録手続きをしなければならない。 

２ 履修登録できる科目は、学則別表第 1 に定める当該学年の科目及び再履修となった科

目とする。 

３ 履修登録確定後は、所定の手続き期間に履修登録の取消申請をすることにより、履修登

録を取り消すことができる。ただし、所定の手続き期間後に長期入院等の特別な事情によ

り履修が困難となった時は、申し出により教務委員会においてその事情が正当と認めら

れた場合に限り履修登録を取り消すことができる。 

４ １年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は、学年毎に下表のとお

りとすることを原則とする。 

学年 単位数の上限 制限の厳格化措置 制限の緩和措置 

１年次 50 単位 ― ― 

２年次 50 単位 
履修登録前年度の学年 GPA が
2.0 未満の者は、上限を 48 単位
とする。 

履修登録前年度の 学年 GPA が
2.7 以上の者は、上限単位に 4 単位
まで追加して履修登録できる。 

３年次 28 単位 ― 

４年次 33 単位 ― 

なお、次の各号に掲げるものについては、履修登録単位数の上限から除くものとする。 

（１）既修得単位認定を受けた科目 

（２）特別認定単位科目 

（３）保健師養成課程履修者のみ履修が可能な選択科目 

（４）再履修科目 

（試験） 

第４条  授業科目の成績は、筆記試験、レポート及びその他の方法（以下「試験」という。）

により、科目責任者の責任において評価する。 

２ 授業科目の出席時間数が全授業時間数の３分の２未満の者は、当該授業科目の受験を

認めない。 
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（成績の評価） 

第５条 授業科目の成績は、100 点を満点として評価し、60 点以上を合格として所定の単

位を与える。 

２ 成績評価の評語は、100～90 点をＳ、89～80 点をＡ、79～70 点をＢ、69～60 点をＣ、

59 点以下をＤ、既修得単位の認定をＴ、課外活動等による単位認定をＲとし、成績通知

書及び成績証明書における評語の説明記載は下表のとおりとする。 

評語 
評語の説明 

和 文 英 文 

Ｓ 100～90 点 100～90 points 

Ａ 89～80 点 89～80 points 

Ｂ 79～70 点 79～70 points 

Ｃ 69～60 点 69～60 points 

Ｄ 不合格（59 点以下）  

Ｔ 既修得単位認定 Transferred Credits 

Ｒ 課外活動等による単位認定 Recognized Credits 

（学習到達度の評価） 

第６条 学習到達度を客観的に測るため、前条の成績評価に対してＧＰ（Grade Point）を

設定し、これに基づきＧＰＡ（Grade Point Average）を算出する。 

２ ＧＰおよびＧＰＡの算出方法等については、別に定める。 

（進級の要件） 

第７条 次の事項を満たす者は、次年次に進級することができる。 

（１）当該学年までに開講している卒業要件に係る科目の未修得科目（３年次の領域別看

護学実習における不合格科目を含む）が２科目以下の者 

（２）当該学年に開講している基礎看護学実習の単位を全て修得した者 

（３）学年ＧＰＡが 1.3以上の者 

（定期試験） 

第８条 定期試験は、所定の授業科目の課程修了に応じて、前期末、または年度末の定期試

験期間に行う。ただし、科目責任者が必要と認めたときは、定期試験期間以外で行うこと

ができる。 

２ 病気その他やむを得ない事由により定期試験を受けることができない者は、試験開始

までに連絡し、速やかに欠席届を提出しなければならない。 

（追試験） 

第９条 病気その他やむを得ない理由により定期試験を欠席した者に対し、当該科目の定

期試験につき 1回を限度として追試験を行う。 

２ 成績の評価は 80 点を上限とする。ただし、欠席事由が公認欠席の場合を除く。 

（再試験） 

第 10条 不合格の評価を得た授業科目について、再試験を行うことがある。 
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２ 成績の評価は 60 点を上限とする。 

（試験における不正行為及び不適切な行為） 

第 11条 試験に関する不正行為の事実が学生懲戒委員会において確認された場合は、日本

赤十字北海道看護大学学生懲戒規程に基づき、懲戒等の処分を科す。 

２ 次の行為は、不適切な行為として当該試験を不合格とする。 

１）解答用紙を試験室外に持ち出す。 

２）持ち出しが許可されていない試験問題用紙を試験室外に持ち出す。 

（再履修） 

第 12条  最終的に試験に合格しなかった者、又は受験資格のない者が、翌年度においてそ

の授業科目の単位を修得しようとするときは、再履修の上、試験を受けなければならない。 

（その他） 

第 13条 この規程に定めるもののほか、授業科目の履修等に関し必要な事項は、教授会の

議を経て学長が定める。 

 

      附 則 

１ この規程は、平成 11年４月１日から施行する。 

      附 則 

１ この規程は、平成 15年４月１日から改正施行する。 

      附 則 

１ この規程は、平成 16年４月１日から改正施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成 19年４月１日から改正施行する。 

２  平成 18 年度以前に入学した学生の進級の要件については、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は、平成 21年４月１日から改正施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成 23年４月１日から改正施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成 27年４月１日から改正施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成 28年４月１日から改正施行し、平成 28年度入学生から適用する。な

お、平成 27 年度以前の入学生については、従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、平成 29年４月１日から改正施行する。 

２ 改正後の第３条第３項に規定する履修登録単位数の上限は、平成 29年度の履修から適

用する。 

附 則 

１ この規程は、平成 30年４月１日から改正施行する。 

２ 改正後の第３条第２項に規定する履修登録の取消は、平成 30年度の履修から適用する。 
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附 則（平成 31 年３月 日赤北看第 1395 号） 

１ この規程は、平成 31年４月１日から改正施行する。 

   附 則（令和２年７月 日赤北看第 339号） 

１ この規程は、令和２年４月１日から改正施行する。 

附 則（令和２年９月 日赤北看第 496号） 

１ この規程は、令和２年９月 17日から改正施行する。 

附 則（令和３年 11月 日赤北看第 799号、令和４年２月 日赤北看第 977号及び

令和４年２月 日赤北看第 1027 号） 

１ この規程は、令和４年４月１日から改正施行し、令和４年度入学生から適用する。なお、

令和３年度以前の入学生については、本附則第 2項を除き従前の例による。 

２ 第 12条の再履修に係る規定は、令和３年度以前の入学生にも適用する。 

 附 則（令和４年６月 日赤北看第 358号） 

１ この規程は、令和４年６月２４日から改正施行する。 

２ 改正後の第５条第２項に規定する既修得単位の認定及び課外活動等による単位認定の

評語は、入学年度にかかわらず、本規程改正後の成績通知書及び成績証明書発行から適用

する。 

 附 則（令和６年１月 日赤北看第 1048号） 

１ この規程は、令和６年４月１日から改正施行し、令和６年度入学生から適用する。なお、

令和５年度以前の入学生については、従前の例による。 

 附 則（令和６年 11月 日赤北看第 972号） 

１ この規程は、令和６年 11月 21日から改正施行する。 

２ 改正後の第３条第４項に規定する履修登録単位数の上限から除く科目は、令和６年度

の履修から適用する。 

 附 則（令和７年７月 日赤北看第 529号） 

１ この規程は、令和７年７月 22日から改正施行する。 

２ 改正後の第３条第４項に規定する制限の緩和措置は、令和７年度の履修から適用する。 
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成績評価確認制度に関する申し合わせ 
 
1. 目的 

本制度は、成績評価に関する透明性と学生の学修権を保障することを目的とする。学生が  
成績に疑義を持った場合、担当教員に対してその評価を確認できる機会を設ける。 

 
2. 成績評価に関する担当教員の説明責任 

(1) 評価基準および配点等の成績評価の方法については、シラバス等において明示するものと
する。 

(2) 成績評価の方法に関して学生から問い合わせがあった場合は、適切な範囲で説明を行うも
のとする。 

 
3. 成績評価の開示と確認の申請 

(1) 成績は、所定の時期に学務システムを通じて開示するものとする。 
(2) 開示された成績に疑義がある場合、学生は、シラバス等における成績評価方法を十分に確

認したうえで、成績開示後５日以内（土日祝日を除く）に、所定の「成績評価に関する確認
申請書」を学務課教務係へ提出し、成績評価の確認を申請することができるものとする。 

(3) 成績評価の確認の申請は、学生本人が行うものとし、原則として代理による申請は認め  
ない。 

 
4. 成績評価の確認申請の理由となる事象 

(1) 採点または成績入力に誤りがあると思われる場合。 
(2) 提出物が未提出として誤認されているおそれがある場合。 
(3) 担当教員がシラバス等において周知している成績評価方法に照らし、結果に誤りがあると

思われる場合。 
(4) その他、具体的かつ客観的な根拠に基づき、成績評価の結果に誤りがあると思われる場合。 

 
5. 成績評価の確認申請後の対応 

(1) 担当教員は、「成績評価に関する確認申請書」を受領後、原則として 5日以内（土日祝日を
除く）に、学務課教務係へ回答を提出するものとする。 

(2) 学務課教務係は、担当教員からの回答内容をもとに成績評価の確認を行い、誤りが認めら
れた場合は、速やかに訂正の手続きを行うものとする。 

(3) 学務課教務係は、原則として申請書受付日より 2 週間以内に、学務システムを通じて確認
結果を学生に通知するものとする。 

 
6. 個人情報の保護 

本制度に関するやりとりにおいては、当該学生のプライバシーを厳守し、原則として本人  
以外に情報を漏洩しないよう適切に取り扱うものとする。 

 
附 則（令和 7 年 11 月  日赤北看第 935 号） 

この申し合わせは、令和７年 10 月１日から施行する。 
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日本赤十字北海道看護大学図書館規程  
 
（目的）  
第１条   この規程は、日本赤十字北海道看護大学（以下「本学」という。)組織分掌規程第４

条及び本学学則第 49 条の規定に基づく、本学図書館（以下「図書館」という。）について

必要な事項を定める。  
 
（運営方針）  
第２条 図書館は、建学の精神である赤十字の理念に基づき、学生および教職員の学習・研

究支援と必要な資料の充実を図る。また、オホーツク地域の医療従事者および一般市民に

開放し、地域貢献の一環とする。  
 
（業務）  
第３条   図書館は、図書館資料を収集、整理、保存し、閲覧その他の利用に供するとともに、 

必要な学術情報を提供することをその業務とする。  
 
（図書館長）  
第４条 図書館長は、図書館に関する事務を掌理する。  
２ 図書館長の選考に関する規程は、別に定める。  
 
（図書委員会）  
第５条 図書館の運営に関する重要事項を審議するため、図書委員会を置く。  
２   図書委員会に関する規程は、別に定める。  
 
（利用）  
第６条 図書館の利用に関する規程は、別に定める。  
 
（寄贈図書）  
第７条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。  
２   図書館資料の寄贈については、別に内規を定める。  
 
（閉架書庫への移設）  
第８条 図書館資料の開架書架から閉架書庫への移設については、別に基準を定める。  
 
（除籍）  
第９条 図書館資料の除籍については、別に基準を定める。  
 
附   則  

この規程は、平成１１年４月１日から施行する。  
この規程は、平成１５年４月１日から一部改正施行する。 

この規程は、平成１９年４月１日から一部改正施行する。  
この規程は、平成２１年４月１日から一部改正施行する。  

附則（令和 2 年 12 月  日赤北看第 758 号） 

この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から一部改正施行する。  
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日本赤十字北海道看護大学図書館利用規程 

 

第１章  総  則 

（目的） 

第１条  この規程は、日本赤十字北海道看護大学図書館規程第 6条の規定に基づき、日本赤十字北海道

看護大学図書館（以下「図書館」という。）の資料及び施設の利用に関し、必要な事項を定める。 

 

（資料の種類） 

第２条  図書館が管理する資料の種類は、次のとおりとする。 

（１）単行書 

（２）叢書 

（３）学術雑誌・逐次刊行物 

（４）新聞 

（５）紀要・社史 

（６）視聴覚資料（ビデオ等） 

（７）電子出版物（CD-ROM 等） 

（８）その他の資料 

 

（施設の構成） 

第３条  図書館が利用に供するものは、次のとおりとする。 

（１）開架書架   

（２）閲覧席 

（３）視聴覚コーナー 

（４）情報コーナー 

（５）閉架書庫 

（６）調査研究室 

（７）ラーニング・コモンズ 

（８）その他館長が認めた施設 

 

（利用者の範囲） 

第４条  図書館を利用できる者は、以下のとおりとする。 

（１）本学の学生及び教職員 

（２）本学の卒業生 

（３）オホーツク地域の医療従事者 

（４）北海道地区大学図書館協議会相互利用サービス加盟館大学の学生・教職員 

（５）館長の認めた者 

（６）一般市民 

 

（開館時間） 

第５条 図書館の開館時間は、午前 8 時 30 分から午後 6 時までとする。ただし、夏季、冬季、春季休

業期間の開館時間は、午前 8時 30分から午後 5時までとする。 

２ 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、日本赤十字社創立記念日（5 月 1 日）

は無人開館対応とする。無人開館については、別に内規を定める。 

３ 館長が必要と認めた時は、臨時に開館時間を変更、又は休館日に開館することができる。 
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（休館日） 

第６条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

（１）夏季全館休館期間 

（２）年末年始（12 月 29 日～1月 3日） 

（３）蔵書点検期間 

（４）館長が必要と認める時 

 

（図書館内の秩序維持） 

第７条 利用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。 

（１）資料及び器具類は丁寧に扱い、無断で持出さないこと。 

（２）静粛を保ち、他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。 

（３）図書館内を汚損しないこと。 

（４）図書館内において食事及び喫煙をしないこと。 

（５）その他、図書館員の指示に従うこと。 

 

（資料の弁償） 

第８条 利用者が資料等を紛失又は汚損した時は、現品又は相当の弁償をしなければならない。ただ

し、館長が天災その他やむを得ない理由があると認めた時は、その弁償を免除することがある。 

 

（利用の停止） 

第９条 館長は、この規程に違反した者に対して、図書館の利用を停止又は制限すること  ができる。 

 

第２章  資料の利用 

（館内利用） 

第 10条  本館は、開架式につき館内では自由に閲覧することができるが、資料は閲覧後  必ず所定の

位置に戻すものとする。 

 

（図書館利用カード） 

第 11条  第 4条(1)～(5)に定める利用者に対して、図書館利用カードを交付する。 

２ 図書館利用カードは、他人に貸与してはならない。 

３ 図書館利用カードを紛失した時は、すみやかにその旨を館長に届け出なければならない。 

４  有効期間 

（１）本学の学生は、入学式後より卒業式日または退学日まで。 

本学の教職員は、採用日より退職日まで。 

（２）本学の卒業生は、登録日より年度末まで。 

（３）オホーツク地域の医療従事者は、登録日より年度末まで。 

（４）館長の認めた者は、登録日より年度末まで。 

 

（貸出利用） 

第 12条  資料の貸出を受けようとする者は、当該資料に図書館利用カードを添えて申し出るものとす

る。 
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（貸出冊数及び期間） 

第 13条  貸出冊数及び期間は、次のとおりとする。 

（１）教職員              制限なし            4週間 

（２）学生           10冊       4週間 

（３）第 4条の(2)～(5)の者     3 冊            2 週間 

２ 館長が必要と認める時は、貸出冊数を増加し、又貸出期間を延長することができる。 

 

（貸出禁止資料） 

第 14条 次の各号に掲げる資料は、館外貸出しを行わない。 

（１）視聴覚資料 

（２）貴重図書 

（３）参考図書（辞書、事典、年鑑、便覧等） 

（４）新聞 

（５）学術雑誌 

 

（利用の予約） 

第 15条  貸出中の資料の利用を希望する学生及び教職員は、予約申込みをすることができる。 

 

（貸出利用の心得） 

第 16条 資料の貸出利用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。 

（１）貸出した資料は、期間内に返却すること。 

（２）貸出した資料は、いかなる場合も転貸してはならない。 

（３）本学教職員の身分を失った時、又は学生が卒業、休学、停学、退学若しくは除籍処分を受け

た時は、直ちに貸出中の資料を返却しなければならない。 

 

（貸出利用の制限） 

第 17条  前条第 1号に違反して貸出期間を超えて返却した場合は、資料を返却した日から起算して期

間を超えた日数の間、資料を貸出利用することができない。 

 

第３章  資料の複写 

（資料の複写） 

第 18条  資料の複写は、図書館所蔵の資料を学習・調査研究及び教育の用に供する場合にのみ行うこ

とができる。 

 

（著作権に関する責任） 

第 19条  資料の複写に関する著作権法上の責任は、利用者において負うものとする。 

 

第４章  レファレンスサービス 

（レファレンスサービス） 

第 20条  利用者は、学習、調査、研究及び教育のため、図書館の利用について相談し、資料の所蔵調

査及び事項調査を依頼することができる。 
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第５章  相互利用 

（相互利用） 

第 21条  学生及び教職員が他大学図書館等の所蔵する資料の相互利用を希望する場合は、所定の申込

書に記入し、館長の承認を得なければならない。 

２  他大学図書館等から資料の相互利用の依頼がある場合は、資料の保存及び管理上さしつかえない

限りにおいて、その利用に応じる。 

３  前 2項に要する費用は、利用者の負担とする。 

 

第６章  施設利用 

（施設の利用） 

第 22条 本学の学生及び教職員は、第 3条に定めるすべての施設を利用することができる。 

２  第 4条(2)～(6)に定める利用者は、開架書架、閲覧席、視聴覚コーナー、情報コーナー、閉架書庫

を利用することができる。 

３  施設の使用後は、必ず原状に復すること。 

 

第７章  その他 

（規程の変更） 

第 23条 この規程の改正は、図書委員会で審議し、教授会の議を経て変更することができる。 

 

（その他） 

第 24 条 この規程に定めるものの他、図書館の利用に関し必要な事項は、図書委員会で審議し、教授

会の議を経て変更することができる。 

 

附 則 

この規程は、平成 11 年 4月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 12 年 10 月 19 日から一部改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成 14 年１月７日から一部改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成 18 年 12 月１日から一部改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成 21 年 4月１日から一部改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成 22 年 10 月 1日から一部改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成 25 年 4月 1日から一部改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成 27 年 4月 1日から一部改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成 29 年 4月 1日から一部改正施行する。 

附 則 

この規程は、平成 30 年 6月 21日から一部改正施行する。 

附 則（平成 31 年 3月 日赤北看第 1390 号） 
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この規程は、平成 31 年 4月 1日から一部改正施行する。 

附 則（令和 2年 2月  日赤北看第 1224 号） 

この規程は、令和 2年 2月 20日から一部改正施行する。 

附 則（令和 2年 12 月  日赤北看第 758号） 

この規程は、令和 3年 4月 1日から一部改正施行する。 

附 則（令和 4年 1 月  日赤北看第 948号） 

この規程は、令和 4年 4月 1日から一部改正施行する。 

附 則（令和 8年 2月  日赤北看第 1209 号） 

この規程は、令和 8年 4月 1日から一部改正施行する。 
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図書館資料の弁償に関する取扱細則  
 

（趣旨）  

第１条 この細則は、日本赤十字北海道看護大学図書館利用規程（以下「規程」という。）

第８条の規定に定める弁償について、必要な事項を定める。  
 

（資料の紛失届）  

第２条 利用者が資料等を紛失又は汚損した時は、図書館資料紛失(汚損）届出書（様式

第１号）により、速やかに図書館長に届け出なければならない。  
 

（資料の弁償等）  

第３条 規程第８条に定める現品とは、当該資料と同一の資料をいう。また、相当の弁償

とは、当該資料の発行後の出版事情により入手が困難な場合等で、その内容が類似の資

料であり、かつ図書台帳記載価格に相当する額の資料若しくは図書台帳記載価格相当

額の金銭による弁償をいう。  

２ 規程第８条の規定に基づき、利用者から資料の弁償が行われたときは、図書館長は

弁償資料受領書（様式第２号）を発行するものとする。  
 

（弁償の免除）  

第４条 利用者が、規程第８条ただし書きの規定に基づき、弁償の免除を願い出る場合

は、図書館資料弁償免除申請書（様式第３号）に、関係機関が発行する罹災証明書等を

添付して、図書館長に提出しなければならない。  

２ 図書館長は、前項の規定に基づく資料の弁償免除申請が行われ、やむを得ないと認

めたとき等は、「図書館資料弁償の免除(却下)通知書」（様式第４号）により、通知す

るものとする。  
 

附則  

この細則は、平成１８年１２月１日から施行する。  

この細則は、平成１９年１１月１６日から一部改正施行する。  
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図書館資料の複写の取扱要領  
 

 

１．この要領は、日本赤十字北海道看護大学図書館における資料の複写に関し、必要な事項

を定めるものとする。  

 

２．図書館での資料の複写（コピー）は、著作権法の範囲内で行うものとする。  

 

３．複写に使用するコピー機は、カード式又はコイン式とする。  

 

４．複写しようとするときは、図書館資料複写申込書（別紙様式 1）に、必要事項を記入の

うえ提出し、行うものとする。  

 

５．複写にあたっては、次の各号により行うものとする。   

（１）複写は、利用者が調査研究の用に供する場合に限ります。  

（２）利用者は、個々の著作物の一部分についてのみ、複写ができます。  

（図書の場合は、１冊の半分以下）  

（論文集など複数の著作物の場合は、個々の著作物の半分以下）  

（楽譜、地図、写真集等の複写は、認めません。）  

（３）発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物は、全部を複写

することができます。  

（相当の期間を経過したとは、次号が既刊となったもの、又は刊行後 3 か月を

経過したものです。） 

（４）複写の部数は、１人について１部となります。  

（５）有償・無償を問わず、再複写や頒布することはできません。 

 

 

   附  則  

 この要領は、平成 19 年 10 月 1 日から施行する。  
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学外者の図書館利用カード取扱要領  

 

１．この要領は、日本赤十字北海道看護大学図書館利用規程第 11 条の規定による本学の卒業

生、オホーツク地域の医療従事者、北海道地区大学図書館協議会相互利用サービス加盟

館大学の学生・教職員、館長の認めた者に対する図書館利用カード（以下「利用カード」

という。）の交付について、必要な事項を定めるものとする。  

     

２．この要領において、オホーツク地域の医療従事者とは、オホーツク総合振興局管内の保

健医療福祉機関に勤務する職員並びに看護実習機関の関係者とする。  

 

３．図書館利用カードは、「図書館利用カード（貸出返却機能のみ） 」と「セキュリティカ 

ード（貸出返却機能を有する） 」の２種類とし、セキュリティカードの発行は初回のみ 

1,000 円を徴収する。年度更新時は無料。再発行時は 1,000 円を徴収する。  

 

４．利用カードの交付を受けようとするときは、図書館長に利用カード交付申請書（別紙様 

式１）を提出し、承認を得なければならない。  

 

５．図書館長が交付を承認したときは、登録のうえ、利用カード（別紙様式２）を交付する   

ものとする。  

 

６．学外者の図書館利用にあたっては、別に定めのあるもののほか、学生の利用方法に準ず 

るものとする。  

     

７．利用カードの登録期間は、年度末までとし、更新は妨げないものとする。  

 

８．この要領に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。  

 

附   則  

この要領は、平成 19 年 10 月１日から施行する。 

附   則  

この要領は、平成 27 年４月１日から一部改正施行する。 

附   則 

この要領は、平成 30 年６月 21 日から改正施行する。  

附 則 （令和８年３月 日赤北看第 1293 号） 

この要領は、令和８年４月１日から改正施行する。 
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日本赤十字北海道看護大学 学生細則  
 
                  第１章   総     則  

（目的）  

第１条  この規程は、日本赤十字北海道看護大学学則（以下「学則」という。）の施行に関  

  し、必要な事項並びに学則に定めがあるもののほか、日本赤十字北海道看護大学学生（以  

  下「学生」という。）の遵守すべき事項を定めることを目的とする。  

 

              第２章   入学誓約書、学生調査書、保証人  

（入学誓約書、学生調査書）  

第２条  日本赤十字北海道看護大学（以下「本学」という。）の選抜試験に合格の通知を受  

  けた者は、保証人及び連帯保証人の連署した入学誓約書、学生調査書を学長に提出しなけ

ればならない。  

 （保証人および連帯保証人）  

第３条   保証人および連帯保証人は本学の教育方針に協力し、保証する学生の身上及び授  

  業料等の納付の責任を負うものとする。  

２   保証人は、保証する学生が死亡または行方不明になったときは、死亡診断書（死体検案

書）または理由書を付して学長に届け出るものとする。  

３   保証人若しくは連帯保証人を変更したとき、あるいは保証人若しくは連帯保証人が住所

変更または改姓等したときは、直ちに保証人・連帯保証人住所等変更届を提出しなければ

ならない。  

 

                   第３章   学生証  

（学生証）  

第４条   学生は学生証の交付を受けて、常時これを携帯し、本学教職員の請求があったとき

は、いつでも提示しなければならない。  

２   学生証を携帯しないときは、教室、研究室、図書館等本学の施設を利用できないことが

ある。  

（学生証の交付および再交付）  

第５条   学生証の交付を受けるときは、写真（３か月以内撮影の正面上半身、脱帽、縦３セ

ンチメートル、横３センチメートル以下第２項に同じ。）１枚を提出しなければならない。 

２   学生証を汚損または紛失等により、再交付が必要なときは、学生証再交付願に写真１枚

を添え、学長に願出て再交付を受けなければならない。  

（学生証の返納）  

第６条   学生証は退学、卒業により学生の身分を失ったとき、またはその有効期間が満了し

たときは、直ちに学長に返納しなければならない。  
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                第４章   住所届及び身上異動の届出  

（住所の届出）  

第７条   学生は入学の際、住所届を学長に提出しなければならない。  

２   学生は前項の住所を変更したときは、直ちに住所変更届を学長に提出なければならない。 

（身上異動の届出）  

第８条   学生は転籍または改姓等一身上に異動があったときは、直ちに住所変更届・氏名変

更届を学長に提出しなければならない。  

 

                    第５章   健康診断  

（健康診断）  

第９条   学生は毎年定期または臨時に本学が実施する健康診断を受けなければならない。  

２   学長は健康診断の結果に基づき、必要に応じて治療を命じまたは出席を停止することが

できる。  

 

                第６章   休学、復学、転学および退学  

（休学、復学、転学および退学）  

第 10 条   学則第 20 条第１項、第 19 条、第 21 条の規定により、休学、復学、転学、または

退学の許可を受けようとするものは、それぞれ休学願、復学願、転学願及び退学願に必要

に応じて、医師の診断書等その事実を証明する書類を添付し、保証人・連帯保証人連署の

上、学長に願い出なければならない。  

 

                   第７章  団体  

（団体の設立）  

第 11 条   学生が学内において団体を設立しようとするときは、学生団体設立許可願を６月末

までに、学長に提出し承認を受けなければならない。  

２   前項の団体設立に際して、本学の教員を顧問として置かなければならない。  

（団体規約等の変更）  

第 12 条   前条の規定により許可された団体（以下「公認団体」という。）が、団体の規約等

届出事項を変更しようとするときは、学生団体規約等変更届を学長に提出しなければなら

ない。  

（団体の継続）  

第 13 条   公認団体が団体活動を継続しようとするときは、毎年６月末までに、学生団体活動

状況報告届を学長に提出しなければならない。  

２   前項の学生団体活動状況報告届には、部員名簿、年間活動計画表、予算書を添付しなけ

ればならない。  

（団体の解散）   
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第 14 条   公認団体が存続期間中に解散しようとするときは、学生団体解散届を学長に提出し

なければならない。  

（学外団体への加入または参加等）  

第 15 条   学生または公認団体が学外団体に加入または学外の行事に参加もしくは共催しよ

うとするときは、学外団体加入届または学外試合・行事参加届を学長に提出しなければな

らない。    

（加入学外団体規約の変更）  

第 16 条   加入した学外団体の規約が変更になったときは、直ちに加入学外団体規約変更届を

学長に提出しなければならない。  

 （加入学外団体からの脱退）  

第 17 条   届出団体が学外団体の加入有効期間中に当該学外団体から脱退したときは、直ちに  

加入学外団体脱退届を学長に提出しなければならない。  

 

                   第８章   集会等  

（集会等）  

第 18 条   学生または公認団体が学内において集会または行事をしようとするときは、開催日

の３日前までに集会・行事開催許可願を学長に提出し、許可を受けなければならない。  

２   前項の集会・行事等の開催にともない教室等を使用する場合は、開催日の３日前までに

教室等使用許可願を学長に提出し、許可を得なければならない。  

 

                第９章   掲示および印刷物の配付  

（掲示）  

第 19 条   学生または届出団体が学内において、印刷物等を掲示しようとするときは、学生用

掲示板使用許可願を学長に提出し、許可を受けなければならない。  

（印刷物の配付届）  

第 20 条   学生または届出団体が学内において、印刷物等を配付しようとするときは、あらか

じめ印刷物配布許可願および印刷物等を学長に提出し、許可を受けなければならない。  

   

                第 10 章   立札・立看板等の設置  

（立札・立看板の設置）  

第 21 条   学生または届出団体が学内において、立札・立看板等を設置しようとするときは、 

  あらかじめ立札・立看板等設置許可願を学長に提出し、許可を受けなければならない。  

 

                 第 11 章   登山・海外旅行  

（登山・海外旅行届）  

第 22 条   学生または届出団体が登山または海外旅行をしようとするときは、旅行日の３日前

までに登山・海外旅行届を学長に提出しなければならない。  
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２   前項の登山届には山行計画書の写しを海外旅行届には日程表等を添付しなければならな

い。  

 

                第 12 章   施設・設備の使用  

（施設・設備使用の願出）  

第 23 条   学生または公認団体が本学の施設・設備を使用しようとするときは、あらかじめ  

  施設・設備使用願を学長に提出し、許可を受けなければならない。  

 

          第 13 章   届出の受理または許可の取消しおよび行為の禁止  

（届出の受理または許可の取消しおよび行為の禁止）  

第 24 条   学生または公認団体の行為が学則またはその他の諸規程に違反し、若しくは本学の

秩序を乱すと認められたときは、第 11 条、第 12 条、第 15 条、第 16 条、第 18 条及び第 23

条に規定する届出の受理または願出の許可を取消し、若しくはその行為を禁止することが

ある。  

 

 

   附 則  

この規程は、平成 14 年４月１日から施行する。  

  この規程は、平成 15 年４月１日から一部改正施行する。  

  この規程は、平成 19 年４月１日から一部改正施行する。  

  この規程は、平成 21 年４月１日から一部改正施行する。  
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日本赤十字北海道看護大学特待生規程 
 
（目的） 

第１条 日本赤十字北海道看護大学(以下「本学」という。)は、特待生制度を創設し、成

績優秀な学生に対して授業料の一部を免除することにより、学生の勉学を奨励するとと

もに学習意欲の高揚を図る。 

（特待生の種類） 

第２条 特待生の種類は、次の表に掲げるとおりとする。                                                                     

種 類 特 待 生 対 象 者 

特待生Ａ 

一般型選抜成績上位１０位以内の者のうち、特待生として入学を希望する

上位者２名。なお、総合点の同点者が複数おり特待生対象者が２名を超え

る場合は小論文総合問題の得点が多い者を特待生とする。また、総合点が

同点で小論文総合問題の得点も同点の場合は２名を超えて特待生とする。 

特待生Ｂ 本学学生表彰規程第２条第１号の学年表彰を受けた者 

（特待の内容） 

第３条 前条に規定する特待生に対する内容は、次の表に掲げるとおりとする。                                                                      

特待生 特 待 の 内 容 

特待生Ａ 入学年度の授業料のうち、前期授業料の全額を免除する。 

特待生Ｂ 当該年度の授業料のうち、後期授業料の半額を免除する。 

 （特待生の認定、決定及び通知） 

第４条 特待生Ａは一般型選抜成績上位１０位以内の者のうち、特待生として入学を希望

する上位者２名に対し学長が認定する。特待生Ｂは学生委員会において選考し、教授会

の議を経て、学長が決定する。 

２ 特待生を決定したときは、速やかに当該学生に通知する。 

（特待生の辞退） 

第５条 前条の規定により通知を受けた学生は、特待生となることを辞退することができ

る。 

２ 特待生は、授業料の免除を受けている期間の途中であっても、特待生を辞退すること

ができる。 

（特待生の資格喪失） 

第６条 授業料の免除を受けている期間の途中に、特待生が次の各号のいずれかに該当し

たと認められた場合、学長は、当該特待生について、教授会の議を経て資格の喪失を決

定し、授業料の免除を中止することができる。 

 （１）休学、転学、退学になったとき 
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（２）学則に基づく懲戒を受けたとき 

（３）学業成績が不良となったとき 

（４）特待生として適当でないと認められたとき 

（事務） 

第７条 この規程の運用に必要な事務は、特待生Ａ及び特待生Ｂは学生支援課が当たる。 

（規程の改廃） 

第８条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。 

 

附 則 

この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成 25年４月１日から一部改正施行する。ただし、平成２５年度に限り、

第３条の特待生Ｂの規定中「半額（３０万円）」を「１／６(１０万円)」と読み替えるも

のとする。 

２ 平成２４年度入学生については、改正後の規程に関わらず、なお従前の例による。 

附 則 

この規程は、平成 26 年４月１日から一部改正施行する。 

附 則（令和 7年 1月 日赤北看第 1143 号） 

 この規程は、令和 7年 4月 1日から改正施行する。 
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日本赤十字北海道看護大学学生表彰規程  
 

（趣旨）  

第１条   日本赤十字北海道看護大学（以下「本学」という。）学則第５７条の規定に基づき、 

 学力優秀な学生又は学生として表彰に値する行為があった者等に対し、表彰を行うものと  

 する。  

 

（表彰の基準及び対象者等）  

第２条   表彰の基準及び対象者等は、次の各号に掲げるとおりとする。  

 （１）本学における学業において、特に優秀な成績を修め、かつ人物的にも優れた者（以  

    下の各号において、個人の場合は同様とする。）として認められる個人で、表彰の  

    種類等は、次の表のとおりとする。  

 

 表彰の種類  対 象 学 生 及 び 人 数  

 学年表彰  ２年生～４年生で、学年ごとに前学年の学業成績が優秀な上位者４名  

 卒業表彰  ４年間の在学中の学業成績が優秀な上位者１名  

  

 （２）学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる個人又は団体  

 （３）課外活動において、特に優秀な成績を修め、本学の名誉を高めたと認められる個人  

    又は団体  

 （４）社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受け、本学の名誉  

    を著しく高めたと認められる個人又は団体  

 

（表彰の期日）  

第３条 表彰の期日は、毎年１回学長が指定した日に行うものとする。ただし、特に必要と  

 認めたときは、その都度表彰することができる。  

 

（表彰状等の授与）  

第４条 表彰状等の授与は、次により行う。  

 （１）第２条第１号の学年表彰は、表彰状及び奨学資金(特待生として授業料の一部免除) 

を、卒業表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。  

 （２）第２条第２号から第４号の学術研究活動、課外活動及び社会活動に対する表彰は、  

    表彰状及び奨学資金を贈呈して行う。  

 

（被表彰者等の選考及び決定）  

第５条 被表彰者の選考については、学生委員会において選考し、教授会の議を経て、学長  

 が決定する。  
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（学年表彰の取り消し）  

第６条 学長は、学年表彰等を受けた者等がその体面を汚す等受彰者として不適当と認めた  

 ときは、教授会の議を経て、表彰を取り消し、その表彰状及び奨学資金等を返納させるも  

 のとする。  

 

（事務）  

第７条 この規程の運用に必要な事務は、学生支援課が当たる。  

 

（規程の改廃）  

第８条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。  

 

附   則  

    この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

附   則  

    この規程は、平成２６年４月１日から一部改正施行する。  

附   則  

    この規程は、平成２７年４月１日から一部改正施行する。  
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日本赤十字北海道看護大学学生懲戒規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、日本赤十字北海道看護大学学則（以下「学則」という。）第 58条及び

大学院学則第 47 条の規程に基づき、学生の懲戒に関し必要な事項を定める。 

（懲戒の対象） 

第２条 この規程による懲戒の対象となる者は、日本赤十字北海道看護大学（以下「本学」

という。）の学部学生及び大学院学生（以下「学生」という。）とする。 

２ 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生及び研究生の取扱いは、この規程に準ずる。 

（基本方針） 

第３条 学生に対する懲戒は、学校教育法第 11 条及び同施行規則第 26 条に基づいて大学

に与えられた教育上の権限であって、所定の事由の発生を要件として、学生に対して制裁

として一定の不利益を課す処分であり、懲戒の対象となる行為の様態、結果、影響等を総

合的に検討し、教育的配慮に基づいて行われなければならない。 

２ 懲戒は、その目的を達成するために必要最小限度にとどめ、本学における学生としての

本分を全うさせるために行われなければならない。 

（懲戒の対象とする期間） 

第４条 懲戒の対象とする期間は、懲戒を受ける学生が入学後、本学の学籍を有する期間と

する。 

（懲戒の対象となる行為） 

第５条 懲戒の対象となる行為は、次に掲げるものとする。 

(１) 刑事法上、処罰の対象となる行為（犯罪行為） 

(２) 重大な交通法規違反行為 

(３) ハラスメント行為 

(４) 情報倫理に反する行為 

(５) 研究倫理に反する行為 

(６) 他の学生の学習・研究、教職員の教育研究活動等を妨害する行為 

(７) その他学生の本分に反する行為 

２ 懲戒の対象となる前項各号に規定する行為の例及び判断基準については、別表 1 のと

おりとする。 

３ 懲戒処分の量定については、個々の事案の事情に即し、基準例に定める処分を加重軽減

することができる。 

４ 第１項各号について、別に規程が定められている場合は、その規程に従う。 

（懲戒の種類） 

第６条 学則に定める懲戒は、次に掲げるとおりとする。 

(１)  訓告  文書により厳重な注意を与え、将来を戒めること。 
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(２)  停学  一定期間、学生の教育課程の履修、課外活動等を禁止すること。 

(３)  退学  学生としての身分を剥奪すること。 

２ 停学の期間は無期又は有期とする。無期停学の場合は 6 か月以上とし、その解除は第

23条に定める。有期停学の場合は 6か月未満とする。 

（自宅待機） 

第７条 学長は、懲戒の処分が決定するまでの間、懲戒の対象となる学生（以下「懲戒対象

学生」という。）の登校を禁じることが必要と判断した場合は、当該学生に対し、2 か月

を超えない範囲で、自宅待機を命ずることができる。 

２ 自宅待機の期間は、停学期間に算入することができる。 

（厳重注意） 

第８条 学生の行為が懲戒の対象とならない場合でも、当該学生が所属する学部の教授会

又は研究科委員会が必要と認めるときは、当該学生に対して厳重注意を行うことができ

る。 

２ 前項の場合における、厳重注意の取り扱いについては別に定める。 

（加重罰） 

第９条 過去に懲戒を受け、又は学部等の指導を受けた者が、再び懲戒に相当する行為をし

た場合は、より重い処分を課することができるものとする。 

（学生懲戒委員会） 

第 10条 学長は懲戒の対象となる行為又はその疑いのある行為があった場合は、遅滞なく

事実関係の調査、懲戒の要否及び懲戒処分の量定を審査するため、学生懲戒委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（委員会の構成） 

第 11条 委員会は次に掲げる者をもって構成する。 

(１)  懲戒対象学生の所属する学部又は研究科の長（以下「学部長等」という。） 

(２)  学生委員会委員長 

(３)  学長が指名する本学教職員 

２ 前項に掲げる構成員に、懲戒対象学生と利害関係を有する者があるときは、学長の指名

する本学教職員がその職務を代行する。 

３ 委員会に委員長を置き、学部長等とする。 

４ 委員長は、必要と認める者の出席を求め、意見を聴取することができる。 

（弁明） 

第 12条 委員会は、懲戒対象学生に対し、事実関係を調査する旨を通知し、口頭又は文書

による弁明の機会を与えなければならない。 

２ 前項の規程に関わらず、連絡先不明その他止むを得ない事由により、当該学生に通知及

び弁明の機会を与えることができないときは、これを行わないことができる 

３ 当該学生が正当な理由なく弁明の場に出席せず、又は弁明書を提出しなかった場合は、
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弁明する権利を放棄したものとみなす。 

（調査及び審議結果の報告） 

第 13条 委員長は、委員会での調査、審議結果及び懲戒処分案を学長に報告する。 

（懲戒処分の決定） 

第 14条 学長は、前条の懲戒処分案に基づき、懲戒対象学生の懲戒処分を決定する。 

２ 学長は、懲戒処分の決定に当たり、必要と認める場合には、再度の調査及び審議を行う

ことができる。この場合においては、第 10条から前条までの規程を準用する。 

（懲戒処分の通知） 

第 15条 学長は、懲戒処分を決定した場合は、懲戒対象学生に対し、処分事由を記載した

懲戒処分書を当該学生に交付する。ただし、交付不可能な場合には、他の相当の方法によ

り通知するものとする。 

（懲戒処分の発行） 

第 16条 懲戒処分は、懲戒処分書交付の日に効力を生ずる。 

（懲戒処分の公示） 

第 17条 学長は、懲戒処分を行ったときは、懲戒の内容、その事由及び当該学生の学籍番

号を学内掲示板への掲示により学内に公示するものとする。 

２ 公示の期間は 2週間とする。 

（不服申立て） 

第 18条 懲戒を受けた当該学生は、事実誤認、新事実の発見、その他正当な理由がある場

合は、通知を受けた日から起算して 14日以内に、別紙（様式第 1号）により学長に対し

て不服申立てを行うことができる。 

（不服審査委員会） 

第 19条 前条の規定により、不服申立てがあった場合は、不服審査委員会を設け、当該不

服に対して審議する。 

２ 不服審査委員会は、学長が指名する若干名の委員をもって構成し、うち 1名は外部委員

とする。 

３ 委員会の委員長は学長が指名する。 

４ 外部委員は学長が委嘱する。 

５ 不服審査委員会は、当該不服に理由がないと判断したときは、懲戒処分が確定したもの

とする。 

６ 不服審査委員会は、当該不服に理由があると認めたときは、委員会に再議を求めるもの

とし、第 10 条から第 13条までの規程を準用する。 

７ 不服審査委員会は、前項の再議結果に基づいて、懲戒処分を確定する。 

（停学期間と在学年限・修業年限の関係） 

第 20条 停学の期間は在学年限に含め、修業年限に含まないものとする。 

（懲戒処分学生の成績の取り扱い） 
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第 21条 懲戒処分を受けた学生の成績の取り扱いについては、別表 1のとおりとする。こ 

の場合において、情状によりその処分を減じ、また、再犯の場合はその処分を重くするこ

とができる。 

（懲戒処分と学籍異動） 

第 22条 学長は、懲戒対象行為を行った学生から、懲戒処分の決定前に自主退学又は休学 

の申出があった場合は、この申出を受理しないものとする。 

２ 学長は、停学中の学生から停学期間を含む休学の申出があった場合には、この申出を受

理しないものとする。 

３ 休学中の学生が停学となった場合、停学開始日は原則として当該休学期間終了後とす

る。 

（無期停学の解除） 

第 23条 委員長は、無期停学の処分を受けた学生について、その効力発生の日から起算し 

て 6か月を経過した後、委員会において当該学生の反省の度合い等を勘案の上、停学解除

の要否について審議し、その結果を学長に報告する。 

２ 学長は、前項の報告に基づき、停学の解除が妥当であると認めた場合には、停学を解除

する。 

（事務） 

第 24条 この規程の運用に必要な事務は、学生支援課が当たる。 

（改廃） 

第 25条 この規程の改廃は、経営会議の議を経て、学長が決定する。 

 

附則 

１ この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。 
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注）日本赤十字北海道看護大学学生懲戒規程第 9 条に基づき、別表 1 に記載の処分例より
重い処分を科す場合がある。 

【別表 1】懲戒の判断基準例   

区分 懲戒対象行為の種類 懲戒処分例 成績の取扱い 

犯罪 

行為 

殺人、強盗、強姦、誘拐、放火等の
凶悪な犯罪行為又は犯罪未遂行為 

退学 

訓告及び有期停学の
場合は、成績に影響
を与えない。 
無期停学及び退学の
場合は、当該学期（前
期又は後期）の履修
登録科目の単位をす
べて不合格とする。
また、無期停学につ
いては、解除日まで
の履修登録申請を受
け付けない。 

暴行、傷害、強制わいせつ等の身体
に対する犯罪行為 

退学、停学又は訓告 

万引き・窃盗、詐欺、恐喝等の財産
に対する犯罪行為 

退学、停学又は訓告 

麻薬・大麻の使用・所持等の薬物に
関する犯罪行為 

退学又は停学  

痴漢・盗撮等のわいせつ行為、スト
ーカー行為 

退学、停学又は訓告 

無免許運転、飲酒運転、暴走運転等
の交通犯罪行為 

退学又は停学  

コンピュータ又はネットワークの
不正使用等の犯罪行為 

退学又は停学 

その他の犯罪行為 停学又は訓告 

不法 

行為 

ハラスメント等の人権を侵害する
行為 

停学又は訓告 

その他、他者の権利や利益を侵害す
る行為 

停学又は訓告 

学生の

本分に

反する

行為 

本学の規則等に違反し、教育研究又
は管理運営を妨げる行為 

停学 

本学の管理する建造物又は器物の
不正使用・損壊行為 

停学又は訓告  

本学の構成員に対する暴力その他
の迷惑行為 

停学又は訓告  

20歳未満の者への飲酒・喫煙の強制
又は助長する行為 

停学又は訓告  

ネットワークの不適切な使用等の
情報倫理に反する行為 

停学又は訓告  

その他、学生の本分に反し、本学の
信用を失墜させる行為 

停学又は訓告  

不正 

行為 

替玉受験等の特に悪質な不正行為 停学 

当該学期（前期又は
後期）の履修登録科
目の単位をすべて不
合格とする。ただし、
実習科目における不
正行為については、
「実習に関する申し
合わせ」に基づく取
り扱いとする。 

カンニング等の不正行為 
(1)持ち込みが禁止されている物の

所持 
(2)所持品または机等に、解答また

はそれに類する書き込み 
(3)他者の答案を見る、他者に答案

を見せる 
(4)試験内容に関する私語 
(5)実習記録、実習記録の電子媒体

を譲渡する、受け取る 
(6)実習記録の盗用 
(7)その他、これらの事項に類する

行為 

停学又は訓告 

論文等の盗用又は盗作、データのね
つ造等の不正行為 

停学又は訓告 
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様式第１号 
 

令和○○年○○月○○日 
 
 

日本赤十字北海道看護大学学長 殿 
 
 

不服申立者 
○○○○年度入学 
看護学部看護学科 ○年 

氏 名 
 
 
 

懲戒処分の不服申立てについて 
 
私は，令和○○年○○月○○日付けで懲戒処分の通知を受けましたが，これについて下

記のとおり不服を申し立てます。 
 

記 
 

1 不服申立てに係る懲戒処分の内容 
 
 
 

2 不服申立ての内容 
 
 
 

3 不服申立ての理由 
 
 
 
(注) 大学院の場合は，「看護学部看護学科」を「看護学研究科」とする。 
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日本赤十字北海道看護大学自動車・オートバイ乗り入れ許可要領 

 

１．届出 

    本学学生が学内の駐車場を使用する場合は、以下この要領により学生支援課に申請し、

許可を受けなければならない。 

 

２．許可手続 

    申請にあたっては、次の確認書類等を持参のうえ、駐車許可証交付願を学生支援課に

提出すること。なお、未成年の場合は、保護者の同意が得られていることとする。 

（１）学生証 

（２）運転免許証 

（３）車検証 

（４）任意保険証 

 

３．許可条件 

（１）原則として通学距離が１ｋｍ以上であること。 

（２）大学生として安全運転を励行すること。 

（３）使用する自動車またはオートバイは違法な仕様でないこと。 

（４）学内に無断で乗り入れた者は、許可しないことがある。 

 

４．許可 

    許可条件を満たした者には次の許可証を交付する。 

（１）自動車の場合は駐車許可証 

    ※駐車中は必ず運転席前部フロントガラス内の見やすい場所に置く。 

（２）オートバイの場合は駐車許可証（シール） 

    ※前輪泥よけ部分に貼付けする。 

 

５．駐車場所等 

    原則として第１駐車場とする。ただし、第１駐車場が満車の場合は、第２駐車場奥（テ 

ニスコート側）への駐車も許可する。 

 

６．許可期間 

    許可期間は、原則として許可のあった日から本学在学期間中までとする。 
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７．申請事項の変更等に伴う届出 

    有効期間中に申請事項に変更等が生じた場合は、速やかに学生支援課に届け出ること。 

    この届出を怠った場合は、許可を取り消す場合がある。 

（１）駐車許可証を紛失した場合は、速やかに届け出て再交付をうけること。 

（２）自動車・オートバイの利用を中止した場合は、速やかに届け出るとともに駐車許可 

証を返却すること。 

（３）自動車・オートバイの車種等を変更する場合は速やかに届け出ること。 

（４）その他申請時の内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。 

 

８．許可の取り消し 

    次の事項に該当する場合は、許可を取り消す。 

（１）運転免許の取り消しの処罰を受けたとき。 

（２）駐車許可証を他人に貸与または譲渡したとき。 

（３）暴走行為等他人に迷惑となる行為を行なったとき。 

（４）この要領及び注意事項に違反したとき。 

 

９．駐車場の利用可能時間 

（１）午前７時から午後９時３０分までとする。 

（２）研究活動、実習、課外活動、車・オートバイの故障等で利用可能時間外に駐車する 

場合は、学生支援課に届け出ること。 

 

10．構内の速度制限 

    構内における速度制限は、時速２０ｋｍとする。 

 

11．注意事項 

（１）構内等は、特に安全運転を心がけ、無事故・無違反を励行すること。 

（２）構内等での自動車事故・損傷事故・盗難等について、大学は責任を負わない。 

（３）構内等に無断で自動車・オートバイ等放置した場合は、一定期間後に撤去し、処分 

することがあるので留意すること。 

（４）構内等では、ゴミ・タバコの吸殻・空缶等を捨てないこと。 

  また、他人の迷惑となる行為（騒音・暴走等）をしないこと。 

（５）構内の指定された駐車場に整然と駐車すること。 

（６）構内での速度制限を厳守すること。 

（７）駐車許可証は必ず定められた位置に設置すること。 

（８）その他、大学の指示に従うこと。 
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（９）運転免許の取り消し処分を受けた場合は学生支援課に届け出ること。 

（10）交通安全講習会・説明会等に出席し、諸規則を遵守すること。 

 

附  則 

  この規程は、平成11年４月１日より施行する。 

  この規程は、平成12年４月１日より一部改正施行する。 

  この規程は、平成21年４月１日より一部改正施行する。 

  この規程は、平成26年４月１日より一部改正施行する。 

 この規程は、平成28年４月１日より一部改正施行する。 

附 則（令和８年 月 日赤北看 号） 

この規程は、令和８年 月 日より一部改正施行する。 
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日本赤十字北海道看護大学ロッカー使用要領  
 
  在学中に貸与されるロッカーは、大切に使用すると共に下記の要領を守って下さい。  
 
１．目的  
    学生の勉学上必要な諸物品の保管を目的とする。  
 
２．管理・運営  
    学生支援課が管理・運営を行なう。  
 
３．利用資格  
    ロッカーの利用者は、本学の学生に限る。  
 
４．ロッカーの貸与  
    ロッカーは、学生個人別に１ヶ所、定められた期間貸与する。  
 
５．使用ロッカーの指定  
（１）学生個人が使用するロッカー番号は、入学時に学生支援課が指定する。  
（２）指定された以外のロッカーの使用は禁止する。  
 
６．ロッカーの貸与期間  
    ロッカーの貸与期間は、在学中とする。  
 
７．ロッカーの使用  
（１）ロッカーに物品を保管するときは、各人が責任を持って鍵の管理を行なうこと。  
（２）ロッカーの保管物品の紛失に際して本学は、その責任を負わないものとする。  

したがって、貴重品・現金など大事な物は、必ず身に付けること。  
（３）年度末にロッカーの指定場所を変更することがある。  
 
８．ロッカーの消耗品  
    ロッカーに使用している電池（単３アルカリ電池４本）が切れた場合は、学生個人の     
負担により交換すること。  
 
９．ロッカーの損傷について  
    ロッカーは大切に使用し、故意又は本人の過失により損傷したときは、その修理に要     

する費用は本人が負担すること。  
 
 
この要領は、平成 11 年４月１日から施行する。  
この要領は、平成 21 年４月１日から一部改正施行する。  
この要領は、平成 26 年４月１日から一部改正施行する。  
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日本赤十字北海道看護大学部室使用要領 

 

１．趣旨 

この要領は、日本赤十字北海道看護大学（以下「本学」という。）が、本学学生の課外

活動のために貸与する部室等の使用に関して必要な事項を定める。 

 

２．定義 

 講義・演習棟１階の個室１０室及び倉庫１室及び共用部分からなる空間を課外活動用

スペース、うち、個室 10 室を部室という。 

 

３．使用者の範囲 

部室を使用できる者は、次の全てに該当する団体及びそれに所属する学生とする。 

（１）「学生団体設立許可願」により本学の許可を得ていること。 

（２）本学学生自治会（以下「学生自治会」という。）から部または同好会設立の承認を 

受けていること。 

（３）学生自治会から部室の割り当てを受け、学生自治会から学生支援課に提出されてい

る「部室貸与願」に記載されていること。 

 

４．部室の貸与 

（１）部室は課外活動を行う上記３．の団体に対して貸与する。 

（２）部室の貸与期間は、原則としてその年度限りとする。 

（３）学生自治会は、既存の団体について、毎年３月までに次年度の部室割り当てを決 

め、「部室貸与願」を学生支援課に提出するものとする。 

（４）学生自治会は、団体に対して新たに部室を割り当て、または、割り当てる部室を変 

更した場合には、その都度「部室貸与願」を学生支援課に提出するものとする。 

 

５．使用時間 

部室の使用時間は、原則として８時３０分から２０時５０分までとする。ただし、休日

及び長期休業期間については、１７時までとする。 

 

６．課外活動用スペースの使用責任者 

（１）課外活動用スペースに使用責任者及び副責任者を置く。 

（２）使用責任者には、学生自治会長をもって充て、課外活動用スペースの管理について 

総括し、各部室を使用する団体を指揮するものとする。 

（３）副責任者は、学生自治会役員をもって充て、使用責任者を助けるとともに火災や盗 

難等を予防するため部室を使用する団体を指導するものとする。 

 

７．部室の使用責任者 

（１）部室に使用責任者及び副責任者を置く。 

（２）使用責任者には、当該団体の代表者をもって充て、部室の管理について総括し、所

属する学生を指揮するものとする。 
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（３）副責任者は、当該団体に所属する者１名をもって充て、使用責任者を助けるととも

に火災や盗難等を予防するため所属する学生を指導するものとする。  

 

８．部室の鍵の保管及び貸出 

部室の鍵は、本学事務局総務課が保管し、鍵の貸出・返却時間帯と対応窓口は次のとお

りとし、休日に部室を使用する場合は、総務課に事前（平日の窓口時間内）に申し出る

ものとする。 

鍵の貸出・返却時間帯 鍵の貸出窓口 鍵の返却窓口 

平 日 

 

 

 

８：３０～１８：００ 

※貸出及び返却の対応 

総務課 

 

総務課 

 

１８：００～２０：５０ 

※返却のみの対応 

 

 

守衛室 

 

   休 日 

 

事前に休日使用を申

し出ている場合のみ。 

８：３０～１７：００ 

※貸出及び返却の対応 

 

 

守衛室 

 

 

 

守衛室 

 

 

 

 

９．使用者の遵守事項 

 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。 

（１）課外活動用スペースは本来の目的以外に使用しない。 

（２）課外活動用スペースの出入り口は必ず施錠する。 

（３）課外活動用スペースは常に清掃し、物品等の整理整頓に努める。 

（４）課外活動用スペース内の大学設備及び備品等を無断で改造または移転しない。 

（５）関係者以外の者を正当な理由なく出入りさせない。 

（６）課外活動に関係の無い備品を設置しない。 

（７）部室の鍵を複製しない。 

（８）部室に暖房機器・危険物（ライター、エタノール、カセットコンロ用ガスボンベな 

どを含む）を持ち込む際は「部室への暖房機器・危険物の持ち込み許可願」、火気を

使用する際には「部室における火気使用許可願」を学生支援課に提出のうえ事前に許

可を得る。 

（９） 盗難予防に留意し、部室内に金銭及び貴重品を保管しない。 

（10） 他の部室使用者の迷惑になる行為をしない。 

（11） 部室使用後は、戸締まり等を点検のうえ異常が無いことを確認してから退出する。 

（12） 部室使用後、または使用中一時的に不在となる際は、必ず部室のドアを施錠する。 

（13） 本学教職員及び守衛が施設管理上必要と認める指示に従う。 

（14） 消火器の設置場所を確認する。 

（15） その他、学生としての良識に従って使用する。 

 

１０．部室への立ち入り 

 施設管理上の必要から、部室使用者の了承を得ずに本学教職員または守衛が部室に

立ち入り部室内を点検することができる。 
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１１．部室の使用停止及び貸与の取り消し 

次に該当する場合は、当該部室または全ての部室の使用を一定期間停止、貸与の取り

消しまたは立ち退きを命じることができる。 

（１）部室の使用者が本要領に違反した場合、または、本学の指示に従わない場合。 

（２）部室の使用者が学生の本分に反する行為をした場合。 

（３）本学が課外活動の停止または団体の解散処分を命じた場合。 

（４）本学が施設管理上の対応を必要とする場合。 

 

１２．施設の保全等 

（１）使用者は、施設、設備等を常に正常な状態で使用しなければならない。 

（２）使用者は、施設、設備等を滅失、損傷または汚損した場合は、速やかに学生支援

課に報告しなければならない。 

（３）使用者は、故意または過失により、施設、設備等を滅失、損傷または汚損した場 

合は、その損害額を弁償しなければならない。 

 

 

この要領は、平成２６年５月１５日から施行する。 
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日本赤十字北海道看護大学 障がいのある者への入学者選抜試験及び在学中の支援に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）並びに障害を理由とする差別の解

消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65号）、その他の法令の定めに基づき、日本赤十字

北海道看護大学及び日本赤十字北海道看護大学大学院（以下「本学」という。）において、障

がいのある受験生及び学生に対する支援を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１）「受験生」とは、学部又は研究科の入学者選抜試験を受験する者をいう。 

（２）「学生」とは、本学における、正規の学生、科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究

生、履修証明プログラム履修生、入学予定者をいう。 

（３）「障がいのある者」とは、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）その他の心

身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な

制限を受ける状態にある者をいう。 

（４）「不当な差別的取り扱い」とは、本学における入学者選抜試験、教育、研究その他の活動

に関して、正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのある者を障がいのない者より不

利に扱うことをいう。 

（５）「合理的配慮」とは、障がいのある者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享

有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場

合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した、又は、過度な負担を課さないも

のをいう。 

（責務） 

第３条 学長は、障がいのある者に対し、不当な差別的取り扱いをすることにより受験生及び学

生の権利利益を侵害することのないよう、全学的な支援を推進するための具体的方策を講じな

ければならない。 

２ 教職員は、障がいのある者に対し、不当な差別的取り扱いをすることにより受験生及び学生

の権利利益を侵害することのないよう、具体的支援の実施及び合理的配慮を提供しなければな

らない。 

３ 合理的配慮を確保するにあたり、次の要素を考慮して過重な負担であると判断し支援が出来

ない事項については、障がいのある者又は保護者等に説明し理解を得るよう努めなければなら

ない。 

（１）事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なう程度） 

（２）実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約） 

（３）費用・負担の程度 

（４）事務・事業規模 

（５）財政・財務状況 
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（支援の申請） 

第４条 障がいのある者は、入学者選抜試験及び修学に必要な支援の要請を申請することができ

る。 

２ 入学者選抜試験の支援に係る申請は、「受験上の配慮申請書」（様式第１号）により学生支

援課が受理し、支援を担当する委員会に報告するものとする。 

３ 入学後の支援に係る申請は、「在学中の支援申請書」（様式第２号）により学生支援課学生

係が受理し、支援を担当する委員会に報告するものとする。 

（受験生への支援の通知） 

第５条 前条第２項により報告を受けた委員会は、受験生の支援の申請に対し、その意思を十分

尊重したうえで協議し、受験上の配慮事項について審査を行うものとする。 

２ 配慮事項は、申請内容に応じて、学長が決定する。 

３ 学長は、当該受験生に対し「受験上の配慮事項審査結果通知書」（様式第３号）により、配

慮事項を通知しなければならない。 

（支援計画の策定） 

第６条 第４条第３項により報告を受けた委員会は、学生の支援の申請に対し、その意思を十分

尊重したうえで協議し、合理的配慮に基づく個別の支援計画を策定する。 

２ 支援計画の策定にあたっては、支援内容に応じて、教授会、研究科委員会、経営会議の議を

経て、学長の承認を得るものとする。 

（合意の形成） 

第７条 前条第１項により支援計画を策定した委員会は、当該学生に対し支援計画について十分

な説明の機会を設け、支援内容に関する共通理解及び合意の形成を図らなければならない。 

２ 支援計画は、当該学生の合意を得て、学長が決定する。 

３ 合意の形成がなされたときは、これを証するため、当該支援の申請者と本学との「在学中の

支援に係る合意書」（様式第４号）を作成し、当事者が各１通を保有するものとする。 

（支援の実施） 

第８条 具体的支援は、障がいのある学生が所属する学部又は研究科が主たる責任を持って実施

する。 

２ 学生支援課又は学務課は、具体的支援が円滑に行われるよう、学内関係部署・組織間の連

絡・調整を行い、必要に応じて学外機関等との連携等を行う。 

（相談対応） 

第９条 学生支援課又は学務課は、具体的支援が円滑かつ継続的に行われるよう、障がいのある

者及び支援を行う者からの相談に的確に応じ、具体的支援の課題の解決に努めなければならない。 

（支援に係る事務） 

第 10条 具体的支援に係る事務は、学生支援課又は学務課が担当する。 

（秘密保持義務） 

第 11 条 障がいのある者に対する支援に従事する者及び具体的支援に係る事務に従事していた
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者は、正当な理由なく、障がいのある学生に対する支援に関して知り得た個人情報を漏らして

はならない。 

２ 学内教職員が連携して障がいのある者を支援するために必要な場合は、守秘義務を遵守して

個人情報を共有することができるものとする。 

３ 支援をするために個人情報を学外機関等の第三者に開示する必要がある場合は、必ず本人の

同意を得ることとする。 

（その他） 

第 12条 この規程に定めるもののほか、支援の実施に関して必要な事項については、教授会又は

研究科委員会の議を経て、学長が別に定める。 

（改廃） 

第 13条 この規程の改廃は、経営会議の議を経て、学長が決定する。 

 

附 則（令和 5年 2月 日赤北看第 1105 号） 

この規程は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和 8年 2月 日赤北看第 1228 号） 

この規程は、令和 8年 2月 27日から改正施行する。 
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受験上の配慮申請書 

令和  年  月  日 

日本赤十字北海道看護大学長 様 

 

以下のとおり、入学者選抜試験における配慮を申請します。 

１．申請者 

受験番号 
 

氏名                    

住   

所 

(〒  －   )  

電話番号  E-mail  

２．障がい等の状況 

障がい名 
(病名等) 

 

障がいの 

種   別 

□視覚障害 □聴覚障害 □言語障害  □肢体不自由  □病弱・虚弱 

□発達障害 □精神障害 □その他（                ） 

添付書類 

診断書の写し： □あり  □なし 

障害者手帳 ： □あり  □なし 

そ の 他 ： □あり（                    ）  □なし 

障 が い や 
疾病による 
現在の状況 

主な症状  

苦手なこと  

できないこと  

３．受験時における配慮の希望内容（具体的な内容を記載してください） 

 

 

 

 

※本申請により取得した個人情報は、入学者選抜試験において利用し、この目的以外には利用しません。 

 

本申請書に記載した情報及び相談の過程で知り得た私の情報について、配慮の検討及び実施のために

教職員間で共有することに同意します。 

 

受験生署名              印 

□自署 □代筆（代筆者続柄：     ） 

 

 

 

（様式第１号） 

123



 在学中の支援申請書 
令和  年  月  日 

日本赤十字北海道看護大学長 様 

 

以下のとおり、在学中における支援の提供を申請します。 

１．申請者 

所  属 

□看護学部看護学科 

□看護学研究科看護学専攻 

□看護学研究科共同看護学専攻 

学生 

種別 

□    年 

□科目等履修生 □聴講生 □特別聴講学生 

□研究生  □履修証明プログラム履修生 

学籍番号 

※入学前の場合は受験番号を記入 
氏名                    

住   所 (〒  －   )  

電話番号  E-mail  

２．障がい等の状況 

障がい名 
(病名等) 

 

障がいの 

種   別 

□視覚障害  □聴覚障害  □言語障害  □肢体不自由  □病弱・虚弱  □発達障害 

□精神障害  □その他（             ） 

添付書類 

診断書の写し： □あり  □なし ※障害者手帳がある場合は、診断書の写しは無くてもかまいません。 

障害者手帳 ： □あり  □なし 

そ の 他 ： □あり（                    ）  □なし 

障 が い や 
疾病による 
現在の状況 

主な症状  

苦手なこと  

できないこと  

３．支援（配慮）の希望内容 

支援(配慮)
を希望する
場面 

□講義   □演習   □実習   □定期試験等   □学内施設の利用 

□その他 

支援（配慮） 
を希望する 
具体的な内
容 

□別紙のとおり。※記入欄が不足する場合は、別紙（任意のＡ４用紙）に記入し、添付してください。 

□以下のとおり。 

※本申請書により取得した個人情報は、在学中における支援の目的に限り使用し、正当な理由又は本人

の同意なく学外機関等の第三者に開示することはありません。 

本申請書に記載した情報及び相談の過程で知り得た私の情報について、支援の検討及び実施のために

教職員間で共有することに同意します。 

学生署名                印 

□自署 □代筆（代筆者続柄：   ） 

（様式第２号） 
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受験上の配慮事項審査結果通知書 

 

令和 年  月  日 

 

受験番号： 

〇 〇   〇〇  様 

 

日本赤十字北海道看護大学 

 

 

 

令和 年 月 日付で申請のあった受験上の配慮事項について、次のとおり 

通知します。 

 

 

 

受験上の配慮事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請した配慮事項が漏れている等の齟齬がある場合には、事務局学生支援課まで連絡してくださ

い。 

 

 

〔許可事項〕 

・ 

〔不許可事項〕 

・ 

（様式第３号） 
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在学中の支援に係る合意書 
 

甲：            と乙：日本赤十字北海道看護大学は、日本赤十字北海道看護大学

障がいのある者への入学者選抜試験及び在学中の支援に関する規程第７条に基づき、支援計画及び

支援計画の実施に関する以下の事項について合意したことを証するため、本書２通を作成し、各

自１通を保有する。 

１．支援・配慮（以下「支援等」という。）の内容 

 

２．支援等に必要な情報について 

（１）乙は、支援等にあたって知り得た個人情報（氏名、住所、障がいの内容等）の保護に十分留

意し、学外機関等の第三者に提供、漏洩する等、支援等の業務の範囲を超えて使用しない。 

（２）甲は、乙が、支援等に関わる情報を以下の範囲で共有することに同意する。 

※ 同意できる者にチェック☑を入れてください。 

□保 護 者（□父・□母） 

□事務職員（学務課等、支援等に関わる事務職員）   

□教  員（□学校医・□学年担任・□指導教員・□授業担当教員） 

□学内の支援組織（学生相談室、学生委員会等） 

□周囲の学生（                       ） 

□学外機関等（                       ） 

（３）乙は、（２）に定める以外に、学内又は支援等に関して連携する学外機関等と個人情報を

共有する必要が生じた場合は、事前に甲の了解を得なければならない。 

３．その他の事項 

（１）甲は、支援等を受ける状況に変更が生じた場合、できる限り事前に、大学に連絡する。 

（２）甲は、様態の変化等により支援内容を変更する必要が生じた場合は、随時申し出ることが

できる。 

（３）支援計画を変更する必要が生じた場合は、甲と乙は、協議のうえ、改めてその変更の合意

を書面によって行うものとする。 

以上 

 

令和   年   月   日 

 

甲：学籍番号          氏 名               印 

□自署 □代筆（代筆者続柄：    ） 

 

乙： 日本赤十字北海道看護大学 学 長               印 

（様式第４号） 
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第９章 機構案内図 
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管理・研究棟（４・５・６階） 

管理・研究棟６階 

６１１ 

蓮 井 

(281) 

管理・研究棟４階 

管理・研究棟５階 

※ゴシック数字は研究室番号

（   ）内の数字は内線電話番号
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EV 
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６０５  (275) 
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仁 科  (272) 
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WC 
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EV 

EV 
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給湯 
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園 田 
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５１４ 

(264) 

５１０ 

山本憲 

(260) 

５０９ 

矢 萩 

(259) 

談話室 

(265) 

５０６ 
彌 富  (256) 

５０８ 

藤 谷  (258) 
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  (255) 
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　　   (251) 
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４１４ 

村 林 
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中 西 
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印刷室 
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５０７ 
浅 田  (257) 

６１３ 

伊 東 

(283) 

６０６  (276) 

西濟･大坂 
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  諸  届  一  覧 

 

※が付されている届出に関しては、捺印が必要となります。 

なお、学生証は諸届に要・不要問わず必ず携帯してください。 

諸届書類名称 届出時に必要とするもの 届出窓口 

 ※休学願  病気・けがで休学する場合は医師の診断書 

学 務 課 

 ※復学願  病気・けがで休学した場合は医師の診断書 

 ※退学願  病気の場合は医師の診断書 

 欠席届  医師の診断書等の公的証明書 

 公認欠席届  医師の診断書等の公的証明書 

追試験受験願  
再試験受験願  

 追・再実習願  

証明書交付願  

 教室等使用許可願  学 務 課 

総 務 課  備品借用願  

 体育施設使用許可願  総 務 課 

 住所変更届  

学生支援課 

 氏名変更届  住民票 

旧姓使用届  

卒業証書記載の氏名表記届  

 保証人および保証人住所等変更届  

 学生証再交付願  毀損または汚損した場合は、その学生証 

 セキュリティーカード再交付願  磁気不良の場合は、そのセキュリティーカード 

 通学証明書交付願  学生証 
 学生旅客運賃割引証交付願  学生証 

 駐車許可証交付願  学生証、運転免許証、車検証、任意保険証 

 事故報告書  交通事故の場合は事故証明書の写し 

 道路交通法違反等報告書  運転免許証、罰金納付証明書等の写し 

 遺失物・拾得物届  

 学生団体設立許可願  団体の規約、部員の名簿、活動計画表 

 学生団体活動状況報告書  部員の名簿、活動計画表 

 学生団体規約等変更届  旧規約、新規約 

 学生団体解散届  

 学外団体加入届  学生団体の規約、役員名簿 

 学外試合・行事参加届  参加者名簿 

 合宿届  参加者名簿 

 集会・行事開催届             
 休日課外活動届  

 学外活動届   
 登山・海外渡航届  山行計画書の写し、日程表 

 印刷物配付届  印刷物 

 立札・看板等設置届  

 学生用掲示板使用許可願   
 在学中の支援申請書  

 図書館資料紛失(汚損)届出書   

図書館 

 

 

 弁償資料受領書  

 図書館資料弁償免除申請書  被災等の証明書 

 図書館資料弁償の免除(却下)通知書  

右記のリンクをご参照ください。 ¥¥kango-filest¥kougi¥学部教材フォルダ 
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必修 選択 必修 選択 自由

心理学 1 前期 15 1 心理学 1 前期 30 2

哲学 2 前期 15 1 哲学 2 前期 30 2

教育学 2 前期 15 1 教育学 2 前期 30 2

芸術学 1 後期 15 1 芸術学 1 後期 30 2

社会学 1 前期 15 1 社会学 1 前期 30 2

日本国憲法 1 後期 15 1

社会と法 1 後期 15 1

経済学 1 前期 15 1 経済学 前期 30 2

化学 1 前期 15 1 化学 1 前期 30 2

物理学 1 前期 15 1 物理学 1 前期 30 2

生物学 1 前期 15 1 生物学 1 前期 30 2

情報科学 1 前期 30 1 情報科学演習 1 前期 30 1

統計学 1 後期 30 1 統計学 1 後期 15 1

英語Ⅰ 1 前期 30 1 英語講読 1 前期 30 1

英語Ⅱ 1 後期 30 1 実用英語 1 後期 30 1

英語Ⅲ 2 前期 30 1 英語医学用語 2 前期 30 1

英会話Ⅰ 1 後期 30 1 看護英会話内科編 1 後期 30 1

英会話Ⅱ 2 前期 30 1 看護英会話外科編 2 前期 30 1

ロシア語Ⅰ 1 後期 30 1 ロシア語Ⅰ(発音) 1 後期 30 1

ロシア語Ⅱ 2 前期 30 1 ロシア語Ⅱ(発音･文法) 2 前期 30 1

看護学入門Ⅰ 1 前期 30 1 看護学入門 1 前期 30 1

看護学入門Ⅱ 1 前期 15 1 読み替え不要

特別認定単位科目 1～4 通年 15 1 別途対応

赤十字のしくみ 1 前期 15 1 赤十字のしくみと活動 1 前期 15 1

赤十字のこころ 1 後期 15 1 別途対応

形態機能学Ⅰ 1 前期 60 2 形態機能学Ⅰ 1 前期 30 2

形態機能学Ⅱ 1 後期 15 1 形態機能学Ⅱ 1 後期 15 1

形態機能学演習 1 後期 30 1 形態機能学演習 1 後期 30 1

生命科学実験 1 前期 30 1 読み替え不要

生化学 1 前期 15 1 生化学 1 前期 15 1

薬理学 1 後期 30 2 薬理学 1 後期 30 2

感染免疫学 1 後期 15 1 感染免疫学 1 後期 15 1

病理学 1 後期 30 2 病理学 1 後期 30 2

診断治療学Ⅰ 1 後期 15 1 病態治療学Ⅱ(消化･代謝･ライフステージ) 【注１】 1 後期 30 2

診断治療学Ⅱ 1 後期 15 1 病態治療学Ⅱ(消化･代謝･ライフステージ) 【注１】 1 後期 30 2

診断治療学Ⅲ 1 後期 15 1 病態治療学Ⅰ(総論･呼吸･循環) 【注１】 1 後期 30 2

病態治療学Ⅰ(総論･呼吸･循環) 【注１】 1 後期 30 2

病態治療学Ⅱ(消化･代謝･ライフステージ) 【注１】 1 後期 30 2

診断治療学Ⅴ 2 前期 15 1 病態治療学Ⅱ(消化･代謝･ライフステージ) 【注１】 1 後期 30 2

診断治療学Ⅵ 2 前期 15 1 病態治療学Ⅰ(総論･呼吸･循環) 【注２】 1 後期 30 2

病態治療学Ⅰ(総論･呼吸･循環) 【注１】 1 後期 30 2

病態治療学Ⅱ(消化･代謝･ライフステージ) 【注１】 1 後期 30 2

診断治療学Ⅷ 2 後期 15 1 病態治療学Ⅰ(総論･呼吸･循環) 【注１】 1 後期 30 2

臨床栄養学 2 後期 30 2 臨床栄養学 2 前期 30 2

臨床薬理学 2 後期 15 1 臨床薬理学 2 後期 15 1

病態生理学演習 2 後期 30 1 病態生理学 2 後期 15 1

リハビリテーション論 2 後期 15 1 リハビリテーション論 2 後期 15 1

健康論 1 前期 30 2 健康論 1 前期 30 2

スポーツと健康科学Ⅰ 1 前期 30 1 スポーツと健康科学Ⅰ（体力向上と集団スポーツ） 1 前期 30 1

スポーツと健康科学Ⅱ 1 後期 30 1 スポーツと健康科学Ⅱ（健康の保持増進と個人スポーツ） 1 後期 30 1

口腔保健論 2 後期 15 1 口腔保健論 2 後期 15 1

公衆衛生学 2 前期 30 2 公衆衛生学 2 前期 30 2

社会保障制度論 2 前期 30 2 社会保障制度論 2 前期 30 2

疫学 2 前期 30 2 疫学 2 前期 30 2

保健統計学 2 後期 15 1 保健統計学 3 後期 15 1

保健統計学特講 4 前期 15 1 保健統計学特講 4 後期 15 1

臨床薬理学特講 4 前期 15 1 臨床薬理学特講 4 前期 15 1

基礎医学特講 4 前期 15 1 基礎医学特講 4 前期 15 1

臨床医学特講 4 後期 15 1 臨床医学特講 4 後期 15 1

赤十字救急法 2 前期 30 1 赤十字救急法 1 後期 30 1

赤十字とボランティア活動 2 後期 15 1 赤十字とボランティア活動 1 前期 15 1

【注１】15回の講義のうちの指定した時限の受講に加え、補講を別途実施する
【注２】15回の講義のうちの指定した時限（8回）を受講する

現代社会と日本国憲法 1 後期 30 2

専

門

基

礎

科

目

生
命
科
学

保
健
科
学

総
合
Ⅱ

赤

十

字

基

礎

科

目

人
文
科
学

社
会
科
学

自
然
科
学

語

学

総
合
Ⅰ

赤

十

字

授業科目一覧　科目読替表

旧カリキュラム　（令和３年度以前の入学生） 新カリキュラム　（令和４年度以降の入学生）

区　分 授　業　科　目　名
授業
実施
年次

開講期 時間数
単位数 授　業　科　目　名

（新カリ読み替え科目）

授業
実施
年次

開講期 時間数
単位数

診断治療学Ⅶ 2 前期 15 1

診断治療学Ⅳ 1 後期 15 1
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必修 選択 必修 選択 自由

看護学概論 1 前期 30 2 看護学概論 1 前期 30 2

援助的人間関係論 1 前期 30 2 援助的人間関係論 1 前期 30 2

看護過程 1 後期 30 2 看護過程 1 後期 30 2

基礎看護技術Ⅰ 1 前期 60 2 基礎看護技術Ⅰ(生活援助技術) 1 前期 60 2

フィジカルアセスメント 1 後期 30 1 フィジカルアセスメント 1 後期 30 1

基礎看護技術Ⅱ 1 後期 30 1 基礎看護技術Ⅱ(治療・処置に伴う技術) 1 後期 30 1

基礎看護技術Ⅲ 2 前期 30 1 基礎看護技術Ⅲ(検査・与薬に伴う技術) 2 前期 30 1

基礎看護学実習Ⅰ 1 前期 45 1 読み替え不要

基礎看護学実習Ⅱ 2 前期 45 1 基礎看護学実習Ⅰ(看護活動の理解) 1 後期 45 1

基礎看護学実習Ⅲ 2 後期 90 2 基礎看護学実習Ⅱ(看護過程の展開) 2 後期 90 2

成人看護学概論Ⅰ 1 前期 15 1 別途対応

成人看護学概論Ⅱ 1 後期 15 1 別途対応

成人看護学方法論Ⅰ 2 前期 30 1 成人慢性看護学方法論 2 前期 30 2

成人看護学方法論Ⅱ 2 前期 30 1 成人急性看護学方法論 2 前期 30 2

成人看護学演習Ⅰ 2 後期 30 1 成人慢性看護学演習 2 後期 30 1

成人看護学演習Ⅱ 2 後期 30 1 成人急性看護学演習 2 後期 30 1

成人看護学実習Ⅰ 3 通年 90 2 成人慢性看護学実習 【注３】 3～4 通年 135 3

成人看護学実習Ⅱ 3 通年 90 2 成人急性看護学実習 【注３】 3～4 通年 135 3

老年看護学概論Ⅰ 1 前期 15 1 別途対応

老年看護学概論Ⅱ 1 後期 15 1 別途対応

老年看護学方法論 2 前期 30 1 老年看護学方法論 2 前期 30 2

老年看護学演習 2 後期 30 1 老年看護学演習 2 後期 30 1

老年看護学実習Ⅰ 3 通年 45 1 老年看護学実習Ⅰ(介護保険施設) 3～4 通年 45 1

老年看護学実習Ⅱ 3 通年 90 2 老年看護学実習Ⅱ(病院) 【注３】 3～4 通年 135 3

母性看護学概論Ⅰ 1 前期 15 1 別途対応

母性看護学概論Ⅱ 1 後期 15 1 別途対応

母性看護学方法論 2 前期 30 1 母性看護学方法論 2 後期 30 2

母性看護学演習 2 後期 30 1 母性看護学演習 3 前期 30 1

母性看護学実習 3 通年 90 2 母性看護学実習 3～4 通年 90 2

小児看護学概論Ⅰ 1 前期 15 1 別途対応

小児看護学概論Ⅱ 1 後期 15 1 別途対応

小児看護学方法論 2 前期 30 1 小児看護学方法論 2 後期 30 2

小児看護学演習 2 後期 30 1 小児看護学演習 3 前期 30 1

小児看護学実習 3 通年 90 2 小児看護学実習 3～4 通年 90 2

精神看護学概論Ⅰ 1 前期 15 1 別途対応

精神看護学概論Ⅱ 1 後期 15 1 別途対応

精神看護学方法論 2 前期 30 1 精神看護学方法論 2 後期 30 2

精神看護学演習 2 後期 30 1 精神看護学演習 3 前期 30 1

精神看護学実習 3 通年 90 2 精神看護学実習 3～4 通年 90 2

在宅看護概論Ⅰ 1 前期 15 1 別途対応

在宅看護概論Ⅱ 1 後期 15 1 別途対応

在宅看護論 2 前期 30 1 地域・在宅看護学方法論 2 後期 30 2

在宅看護演習 2 後期 30 1 地域・在宅看護学演習 3 前期 30 1

在宅看護実習 3 通年 90 2 地域・在宅看護学実習 3～4 通年 90 2

地域看護学概論 2 前期 30 2 地域看護学概論 【注４】 2 後期 15 1

地域看護学方法論 2 後期 30 1 別途対応

地域看護学実習 4 前期 45 1 別途対応

公衆衛生看護学方法論Ⅰ 2 後期 30 1 公衆衛生看護学方法論Ⅰ（地域診断） 4 前期 30 1

公衆衛生看護学方法論Ⅱ 4 前期 15 1 公衆衛生看護学方法論Ⅱ（地区活動） 4 前期 15 1

公衆衛生看護活動論Ⅰ 4 前期 15 1 公衆衛生看護活動論Ⅰ（ライフステージ別） 4 前期 30 2

公衆衛生看護活動論Ⅱ 4 前期 15 1 公衆衛生看護活動論Ⅱ（健康課題別） 4 前期 30 2

公衆衛生看護活動論Ⅲ 4 前期 15 1 公衆衛生看護活動論Ⅰ（ライフステージ別） 4 前期 30 2

公衆衛生看護管理論 4 後期 15 1 公衆衛生看護管理論 4 後期 15 1
公衆衛生看護学実習Ⅰ 4 後期 90 2
公衆衛生看護学実習Ⅱ 4 後期 90 2
看護の統合と実践Ⅰ 2 前期 30 1 看護の統合と実践Ⅰ(臨床看護技術演習) 2 前期 30 1
看護の統合と実践Ⅱ 3 前期 30 1 別途対応
看護の統合と実践Ⅲ 3 後期 30 1 別途対応
看護の統合と実践Ⅳ 4 前期 15 1 看護の統合と実践Ⅱ(医療安全) 3 後期 15 1
看護の統合と実践Ⅴ 4 前期 30 1 別途対応
看護管理学 4 前期 15 1 看護管理学 3 後期 15 1
看護倫理 4 前期 15 1 看護倫理 4 前期 15 1
継続看護実習 3 後期 45 1 別途対応 【注５】
看護総合実習 4 前期 90 2 看護総合実習 4 前期 90 2
クリティカルケア特講 4 前期 15 1 クリティカルケア特講 4 前期 15 1
ターミナルケア特講 4 前期 15 1 エンド･オブ･ライフケア特講 4 前期 15 1
基礎看護学特講 4 前期 30 1 基礎看護学特講 4 前期 15 1
臨床看護学特講Ⅰ 4 後期 30 1 臨床看護学特講 4 後期 15 1
臨床看護学特講Ⅱ 4 後期 30 1 広域看護学特講 4 後期 15 1
災害看護論Ⅰ 2 後期 15 1 別途対応
災害看護論Ⅱ 4 前期 15 1 別途対応
ボランティア実習 3 通年 45 1 別途対応
国際保健学 4 前期 15 1 国際保健学 4 前期 15 1
赤十字と国際活動 4 後期 15 1 赤十字と国際活動 4 後期 15 1
赤十字健康生活支援法 4 後期 30 1 赤十字健康生活支援法 4 後期 30 1
赤十字水上安全法 4 前期 30 1 別途対応
赤十字幼児安全法 4 後期 30 1 赤十字幼児安全法 4 後期 30 1
看護研究方法 3 後期 30 2 看護研究方法 【注６】 3 後期 30 1
看護研究演習 4 前期 30 1 研究Ⅰ（研究計画） 4 前期 30 1
看護研究 4 後期 30 1 研究Ⅱ（論文） 4 後期 30 1

【注３】成人慢性看護学実習・成人急性看護学実習及び老年看護学実習Ⅱ(病院)は、3週間の実習期間のうち2週間の実習を実施する
【注４】地域看護学概論に加え、1単位15時間分の補講を別途実施する
【注５】成人慢性看護学実習又は成人急性看護学実習で、3週間のうち後半の1週間を使って実施する
【注６】看護研究方法に加え、1単位分の補講を別途実施する

授業科目一覧　科目読替表

旧カリキュラム　（令和３年度以前の入学生） 新カリキュラム　（令和４年度以降の入学生）

区　分 授　業　科　目　名
授業
実施
年次

開講期 時間数
単位数 授　業　科　目　名

（新カリ読み替え科目）

授業
実施
年次

開講期 時間数
単位数

研
究

小
児
看
護
学

広
域
看
護
学
分
野

精
神
看
護
学

在
宅
看
護
学

地
域
看
護
学

専

門

科

目

Ⅱ

統
合
分
野

赤
十
字

専

門

科

目

Ⅰ

基
盤
看
護
学
分
野

基
礎
看
護
学

臨
床
看
護
学
分
野

成
人
看
護
学

老
年
看
護
学

母
性
看
護
学

4公衆衛生看護学実習Ⅱ（公衆衛生看護活動の展開）　 4 後期 180
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